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はじめに

本隈では、 平成31年3月に策定した「いしかわ障害者プラン2 0 19」

に基づき、 障害の有無に関わらす、 共に地域で支え合う共生社会の実現に向

けて、 障害のある人の自立と社会参加の促進を目指した施策の充実に取り組

んでまいりました。

この間、 我が国においては、 「読書バリアフリー法」及び「障害者情報ア

クセシビリティ ・ コミュニケ ー ジョン施策推進法」の施行、 「障害者差別解

消法」の改正などの法整備が進められたほか、 本県においても、 「共生社会

づくり条例」を制定するなど、 障害のある人の自立と社会参加を制約してい

る社会的障壁を取り除くための施策が進められています。

また、 「東京2020オリンピック ・ パラリンピック競技大会」や、 本県で

開催された「いしかわ百万石文化祭2023」を契機として、 パラスポ ー ツや

障害のある人の文化芸術活動に対する県民の関心も高まっているところです。
一方で、 新型コロナウイルスなとの感染症流行時における障害福祉サ ー ビ

ス等の提供や、 令和6年に発生した能登半島地震及び奥能登豪雨を踏まえた

防災面の強化など、 新たな課題も出てきています。

県では、 こうした環境の変化や、 これまでの障害者施策の現状と課題を踏

まえて、 このたび「いしかわ障害者プラン2 0 24」を策定しました。

本プランでは、 障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いな

がら共生する社会を目指し、 障害のある人の自立と社会参加の促進、 障害の

ある人が能力や適性を生かせる環境の整備、 障害福祉サ ー ビス等の充実、 安

全で安心して住みやすいまちづくりに視点をおき、 施策の推進に取り組むこ

ととしております。

今後は、 市町をはじめ関係団体や事業者、 地域の方閃とのより一 層の連携

を図りながら、 このプランに掲げる施策の推進に積極的に取り組んでまいり

ますので、県民の皆様の、より一 層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

最後に、 このプランの策定にあたり、 貴重なご意見、 ご指導をいただきま

した県障害者施策推進協議会の委員の皆様をはじめ関係各位に対し、 厚くお

礼申し上げます。

令和7年3月

石川県知事 馳 牛
口
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第1部 プランの基本的者え方

|1 プラン策定の趣旨I

本県では、 これまで 「いしかわ障害者プラン200 2 」（平成14年度～平成18

年度）、「いしかわ障害者プラン2007」（平成19年度～平成 25 年度）、「いしか

わ障害者プラン2014」（平成 26 年度～平成30 年度）、「いしかわ障害者プラン

2019」（令和元年度～令和 5 年度） を 策定し、「ノ ー マライゼー ション」と 「リ

ハビリテー ション」を 基本理念に掲げ、障害のある人の自立と社会参加の促進を目指

して施策を 進 めてきました。

平成31 年 3 月に策定した「いしかわ障害者プラン2019」については、 計画

期間を5年 間として、 本県における障害者福祉の さらなる向上に向けて、様閃な施策

に取り組んでまいりました。

この間、 国においては、 令和元年6月に「読書バリアフリ ー 法」が、 さらに令和4

年5月には 「障害者情報アクセジビリティ ・ コミュニケ ージョン施策推進法」が施行

され、また令和 3年6月の 「障害者差別解消法」改正により、企業や店舗等が障害の

ある人から配慮を 求められた場合に合理的配慮を 提供すること が義務化 されたほか、

本県においても、「共生社会づくり条例」を制定するなど、 障害のある人の自立と社

会参加を制約している社会的障壁を 取り除くための施策の推進が行われています。

また、「東京2020オリンピック ・ パラリンピック競技大会」や、 令和5年秋に本

県で開催された「いしかわ百万石文化祭2023」を契機として、 パラスポー ツや障

害のある人の文化芸術活動に対する隈民の関心も高まっているところであり、この機

運を活かしたさらなる取り組みが進 められているところです。

一方で、新型コロナウイルスなどの感染症流行時における障害福祉サ ー ビス等の提

供や、令和6年1月に発生し能登地方を中心に県下各地で甚大な被害を生じさせた令

和6年 能登半島地震及び同年9月に奥能登地方を襲った記録的な豪雨を踏まえた防

災対 策の強化など、 新たな課題も出てきて おり、 対応が求められています。

本プランは、障害のある人も社会を構成する一 員であり、等しく基本的人権を享有

するかけ がえのない個人として尊重されるという理念にのっとり、国の障害者施策の

見直しを踏まえ つ つ、 令和5年度で計画期間 が終了する「いしかわ障害者プラン20

1 9」の評価を 行い、現状と課題を踏まえな がら、障害のある人もない人も共 に支え

合う共生社会の実現のため、 県の障害者施策の基本的方向を 定 めるものです。

ー



|2 プランの基本理念と基本目標I

(1)基本理念

本プランにおいては、 次の二つを基本理念とします。

Iノ ー マライゼ ー ションI
障害のある人を特別視するのではなく、一般社会の中で障害のある人もない人も、

共に社会、経済、文化等の幅広い分野にわたって活動することが本来のあり方であ

るという者え方

1リハビリテ ー ジョンI
障害のある人が障害のない人と同じように生活するために、ライフステ ー ジの全

ての段階において、 その人が持っている身体的、 精神的、社会的能力を発揮し、 そ

の自立と社会参加の促進を目指すとの考え方

(2)基本目標

上記の基本理念に基づき、 次の三つを基本目標とします。

1共生社会の実現I
障害のある人もない人も共に地域で支え合う共生社会を目指します。

1能カ・適性が発揮できる社会の実現I
障害のある人が、地域で能力や適性を生かした生活を送り、様閃な分野の活動に

参加できるよう、 環境の整備に努めます。

1支援体制の整備I
障害のある人が、安 lいして地域で薯らせるように、一人ひとりが必要とするサ ー

ビスを選択し、 利用できるような支援体制を整えます。

|3 プランの位置づけI

本プランは、 障害者基本法第11条に基づく 「障害者基本計画」、 障害者総合支援

法第 89条に基づく「障害福祉計画」及び児童福祉法第33条の22 に基づく「障害

児福祉計画」 を一体的に策定するものです。

また、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第8条に基づく「地方公共団

体における障害者による文化芸術活動の推進に関する計画」、 読書バリアフリ ー法第

2



8条に基づく「地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する

計画」 及び難聴児の早期発見・早期療育推進のだめの基本方針に基づく 「難聴児の早

期発見・早期療育を総合的に推進するための計画」としても位置付けます。

|4 プランの期間

本プランの期間は、 令和6年度から令和11年度までの6 年間とします。

|5 障害者の概念I

本プランにおける「障害のある人」、「障害のある子ども」、「障害者」とは、 障害者

基本法に規定する障害者を言います。

0障害者基本法第2条

身体障害、 知的障害、 精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障

害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、 障害及び社会的障壁により

継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
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|6 障害保健福祉圏域の設定I
本プランは、地域の特性や人口規模等を踏まえ、広域的な視点から展開することが

必要であることから、 4つの障害保健福祉圏域を設定し、 施策の推進を園ります。
障害保健福祉圏域は、 保健・医療や高齢者保健福祉との連携を函るため、「二次医

療圏」及び「介護保険及び老人福祉圏域」と同じ圏域とします。
圏域名 構成市町名

南加賀 小松市、 加賀市、 能美市、川北町

石川中央 金沢市、 かほく市、 白山市、 野閃市市、 津幡町、 内灘町

能登中部 七尾市、 羽咋市、 志賀町、 宝達志水町、 中能登町

能登北部 輪島市、 珠;9111|市、 穴水町、 能登町

障害保健福祉圏域

l能登中部圏域J

国 II中央圏域 I

1 南加賀圏域 I

l直E登北部圏域 I

|7 プランの推進体制

障害者基本法に基づく 「石川県障害者施策推進協議会」において、プランに基づく
施策の実施状況の評価を行い、 施策を推進します。

また、障害者施策を効果的に推進するために、市町その他の関係機関とのネットワ
ークを強化しながら、 プランの推進に積極的に取り組みます。
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第 2 部 障害者を取り巻く現状と課題

1第1章 障害者を取り巻く現状と課題I

令和5年度における、県の身体 、知的 、精神の 3障害者の合計は70,920人で 、

5年前の平成30年度の 70,973人と比べ、 53人（△0.1%)減少しています。

また、各障害者の内訳は、身体障害者 39,350人(55.5%)、知的障害者 10,214

人(14.4%)、 精神障害者 21,356人(30.1%)となっています。

◇身体・知的・精神障害者数の推移

（単位：人、 ％）

こ
H30 R1 R2 R3 R4 R5 増減(R5-H30)

構成比 人数 増加率

身体障害者 43,015 42,053 41,864 41,090 40,451 39,350 55.5 △3,665 △8.5

知的障害者 9,082 9,309 9,520 9,726 9,938 10,214 14.4 1,132 12.5 

精神障害者 18,876 19,692 20.429 21,605 21,023 21,356 30.1 2,480 13.1 

計 70,973 71,054 71,813 72.421 71.412 70,920 100.0 △53 △0.1

※ 身体障害者は身体障害者手帳、 知的障害者は療育手帳の各年度3月末の所持者数、 精神障害者
は各年度6月末における精神の入院患者数と通院公費負担制度の利用患者数を合計したもの

※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、 合計しても必すしも100とはならない

|1 身体障害苦

〇 令和6年3月末の身体障害者は39,350人となっています。 平成31年3月

末から全年齢で減少傾向にありますが、 65歳以上が身体障害者全体の 75.2％を

占めており、 高齢者の割合が多くなっています。

〇 令和 6 年 3 月末の身体障害者の障害別の内訳は、 肢体不自由が 19,390 人

(49.3%)と最も多く、 次いで内部障害が14,435人(36.7%)、 聴覚•平衡機

能障害が2,857人(7.3%)となっています。

0 平成31年3月末からの障害別の人数の推移は、 内部障害が89人(0.6%)増

加している一方、 肢体不自由 、 聴覚・平衡機能障害 、 視覚障害の人数は減少してい

ます。

〇 令和6年3月末の身体障害者の障害程度別の人数は、 重度（手帳1• 2級）が

977人(4.9%)、 中度（手帳3·4級）が2,252人(11.8%)、 軽度（手帳5·

6級）が436人(11.1%)の減少となっており、 全程度で減少しています。

5



〇 身体障害は、障害の種別によりその特性が多様で あり、 必要とする支援も様皮で

す。 そのため、 身体に障害がある人が地域で生活するためには、 建物、 公共空間、

交通機関等のさらなるバリアフリ ー化を進めることが必要です。 また、 視覚障害、

聴覚障害等のコミュニケ ー ジョン支援が必要な人は、必要な情報を得ることができ

るよう、 障害特性等に配慮した支援の充実が必要です。

◇身体障害者手帳所持者数の推移（各年度末現在）

（単位：人、 ％）

こ
H30 R1 R2 R3 R4 R5 増減(R5-H30)

構成比 人数 増加率

総数 43,015 42,053 41,864 41,090 40,451 39,350 100.0 △3,665 △8.5

18歳未満 718 668 638 608 599 576 1.5 △142 △19.8
------------------ ---------------------- -------------- -------------- -------------- ---------------------- ---------------------- -------------------- ----------------- ------------

18歳以上
10,010 9,920 9,837 9,567 9,469 9,180 23.3 △830 △8.3

65歳未満
------------------ ---------------------- -------------- -------------- -------------- ---------------------- ---------------------- -------------------- ----------------- ------------

65歳以上 32,287 31,465 31,389 30,915 30,383 29,594 75 .2 △2,693 △8.3

肢体不自由 22,670 21,767 21.486 20,784 20,211 19,390 49.3 △3,280 △14.5

障
------------------ ---------------------- -------------- -------------- -------------- ---------------------- ---------------------- -------------------- ----------------- ------------

内部障害 14,346 14,408 14,599 14,649 14,634 14,435 36.7 89 0.6 

害 ------------------ ---------------------- -------------- -------------- -------------- ---------------------- ---------------------- -------------------- ----------------- ------------

聴覚平行
3,136 3,048 3,009 2,944 2,911 2,857 7.3 △279 △8.9

別 機能障害
------------------ ---------------------- -------------- -------------- -------------- ---------------------- ---------------------- -------------------- ----------------- ------------

内 視覚障害 2,452 2,416 2,346 2,296 2,283 2,259 5.7 △193 △7.9
------------------ ---------------------- -------------- -------------- -------------- ---------------------- ---------------------- -------------------- ----------------- ------------

音声言語
そしゃく 411 414 424 417 412 409 1.0 △2 △0.5

障害

◇身体障害者の障害程度別人数の比較（各年度末現在）

（単位：人、 ％）

こ
H30 R5 増減(R5-H30)

構成比 人数 増加率

重度(1 • 2級） 20,034 19,057 48.4 △977 △4.9

中度(3 • 4級） 19,059 16,807 42.7 △2,252 △11.8

軽度(5 • 6級） 3,922 3,486 8.9 △436 △11.1

合計 43,015 39,350 100.0 △3,665 △8.5
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|2 知的障害者I

〇 令和6年3月末の知的障害者は10,214人となっています。 平成31年3月

末と比較すると、18歳未満が174人(8.9%)、18歳以上65歳未満が771人

(12.7%)、 65歳以上が187人(17.9%)増加しています。

〇 令和6年3月末の知的障害者の内訳は、重度（手帳A)が3,575人(35.0%)、

中・軽度（手帳B)が6,639人(65.0%)となっています。 また、 平成31年3

月末と比較すると、 重度（手帳A)が 119 人(3.4%)、 中・軽度（手帳B)が

1,013人(18.0%)増加しています。

◇療育手帳所持者数の推移（各年度末現在）

（単位：人、 ％）

こ
H30 R1 R2 R3 R4 R5 増減(R5-H30)

構成比 人数 増加率

総数 9,082 9,309 9,520 9,726 9,938 10,214 100.0 1,132 12.5 

18歳未満 1,955 1,971 1,950 1,984 2,018 2,129 20.8 174 8.9 
------------------ -------------- -------------- ---------------------- ---------------------- -------------- -------------- ------------ ----------------- --------------------

18歳以上
6,084 6,252 6,452 6,596 6,731 6,855 67.1 771 12.7 

65歳未満
------------------ -------------- -------------- ---------------------- ---------------------- -------------- -------------- ------------ ----------------- --------------------

65歳以上 1,043 1,086 1,118 1,146 1,189 1,230 12.0 187 17.9 

◇知的障害者の障害程度別人数の比較（各年度末現在）

（単位：人、 ％）

こ
H30 R5 増減(R5-H30)

構成比 人数 増加率

重度CA) 3,456 3,575 35.0 119 3.4 

中・軽度CB) 5,626 6,639 65.0 1,013 18.0 

合計 9,082 10,214 100.0 1,132 12.5 
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|3 精神障害者I

〇 令和5年6月末の精神障害者21,356 人の内訳は、 入院患者が 2,998 人

(14.0%)、 通院患者が18,358人(86.0%) となっています。

0 平成30年6月末と比較すると、入院患者は77人(2.5%)減少していますが、

入院患者で、条件が整えば地域生活が可能な人もまだ多いことから、グル ー プホ ー

ム等 の居住の場の確保と、 相談支援を行う体制の整備が必要です。

〇 一方、 通院患者は 2,557 人(16.2%)増加しており、 地域 で生活していくた

めに治療を継続し、 福祉サ ー ビス等必要な支援を行う体制の整備が必要です。

〇 令和6年3月末の精神障害者保健福祉手帳所持者数は11,606人となっていま

す。 平成31年3月末と比較すると、 1級が47人(8.7%)、 2級が2,621人

(36.8%)、 3級が252人(24.6%)増加しています。

◇精神科入院・通院公費負担利用患者数（各年6月末現在）

（単位：人、 ％）

こ
H30 R1 R2 R3 R4 R5 増減(R5-H30)

構成比 人数 増加率

総数 18,876 19,692 20.429 21,605 21,023 24,356 100.0 2.480 13.1 

入院患者数 3,075 3,217 3,073 3,044 3,052 2,998 14.0 △77 △2.5
------------------ ---------------------- -------------- -------------- -------------- ---------------------- ---------------------- -------------------- ----------------- ------------

通院患者数 15,801 16.475 17,356 18,561 17,971 18,358 86.0 2,557 16.2 

※入院患者数は、 県内に住所を有する精神障害者で県内の精神病院に入院している患者数

◇精神障害者保健福祉手帳所持者の障害程度別人数の比較 （各年度末現在）

（単位：人、 ％）

こ
H30 R5 増減(R5-H30)

構成比 人数 増加率

1級 542 589 5.1 47 8.7 

2級 7,120 9,741 83.9 2,621 36.8 

3級 1,024 1,276 11.0 252 24.6 

合計 8,686 11,606 100.0 2,920 33.6 
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|4 発達障害者、難病患者、高次脳機能障害者I

(1)発達障害者
0 発達障害者支援法では、「発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の

広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害
であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と
定義されています。

0 発達障害は社会で理解されにくい障害であることから、早期に発見し、療育、教
育、就労等様閃な支援の体制をさらに充実させることが重要です。

0 石川県に2 ヶ所ある発達障害者支援センタ ーの令和4年度の相談件数は、平成
30年度に比べ707件(5.2%)増加しており、引き続き身近な地域で相談がで
きる体制整備が必要です。

◇発達障害者支援センタ ー (2ヶ所）の相談件数の推移

H30 R1 R2 R3 R4 

（単位：件、 ％）

増減(R4-H30)

件数 1 増加率

13,519 I 12,382 I 12,004 I 14,828 I 14,226 707 I 5.2 

，

 

こ1| 1 I I □9



(2)難病患者

〇 難病は、原因不明で治療法が未確立であり、かつ、生活面に長期にわたる支障が

あることから、 身体的、精神的、 社会的にも大きな困難を抱える病気です。

0 平成25 年4月から施行された障害者総合支援法では、身体障害・知的障害・精

神障害（発達障害 を含む。）の3 障害に加え、「制度の谷閻」 のない支援を提供する

観点から、 新たに 「難病等」 が対象に追加されました。

0 平成27年1月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されてから、

医療費助成の対象疾病が徐閃に拡大され、令和6年4月からは341 疾豹が対象と

なっています。

〇 令和 6 年3月末時点の難病患者数（特定医療費の公費負担対象に限る。） は

9,891人となっています。

0 年齢区分別 の患者数では、20歳未満が43人(0.4%)、20歳以上60歳未満

が4,036人(39.8%)、60歳以上が6,050人(59.7%) となっています。

◇特定医療費（指定難病）公費負担患者数の推移（各年度末時点）

（単位：人、％）

こ H30 R1 R2 R3 R4 R5 
増減(R5-H30)

人数 1 増加率

公費負担患者数 8,683 I 8,967 I 9,987 I 9,529 I 9,752 I 9,891 I 1,208 I 13.9 

※対象疾病 (H30.4~)331疾痣、(R1.7~)333疾病、(R3.11~)338疾病

◇年齢区分別特定医療費（指定難病）公費負担患者数

（単位：人、％）

こ
H30 R5 増減(R5-H30)

構成比 人数 増加率

20歳未満 47 43 0.4 △4 △8.5

20歳以上 3,510 4,036 39.8 526 15.0 60歳未満

60歳以上 5,324 6,050 59.7 726 "1 3.6 

合計 8,881 10,129 100.0 1,248 14.1 

※「衛生行政報告例」報告数より

（注） 一人で複数疾患の診断がある場合はそれぞれカウントするため、前表との合計が一致しない。
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◇指定難病（疾病別）公費負担患者数（令和6年3月31日現在）

（単位：人）

疾 病 名 患者数

1 パ ー キンソン病 1,261 

2 潰瘍性大腸炎 1,122 

3 全身性エリテマト ー デス 594 

4 クロ ー ン病 498 

5 全身性強皮症 381 

6 後縦靱帯骨化症 333 

7 皮虜筋炎／多発性筋炎 263 

8 シェ ー グレン症候群 233 

， 脊髄I」1脳変性症（多系統萎縮症を除く。） 226 

10 特発性大腿骨頭壊死症 223 

11 その他 4,995 

合 計 10,129 

※「衛生行政報告例」報告数より
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(3)高次脳機能障害者

0 高次脳機能障害は、交通事故や脳血管疾患等による脳の損傷により、記憶障害や

注意障害などが生じ、社会生活への適応が難しくなる障害であり、平成17年度に

診断基準が示されました。

0 高次脳機能障害実態調査によると、身体障害者手帳を所持している人が20.3%、

精神障害者保健福祉手帳を所持している人が2.0%、要介護認定を受けている人が

78.1%、 障害支援区分認定を受けている人が6.1％となっています。

0 高次脳機能障害のある人は、外見から障害が分かりにくいことから、既存の制度

体系の中では、訓練や生活支援などの必要なサ ー ビスにつながりにくいという課題

があります。

◇高次脳機能障害者の障害者手帳所持の状況

（単位：人、％）

：度

増減(R5-H30)

H30 R5 

構成比 人数 増加率

身体障害者手帳 110 117 19.3 7 6.4 

療育手帳 2 2 0.3 ゜ 0.0 

精神障害者保健福祉手帳 8 8 1.3 ゜ 0.0 

身体障害者手帳と
゜ 2 0.3 2 

療育手帳

身体障害者手帳と
5 4 0.7 △1 △20.0

精神障害者保健福祉手帳

手帳所持なし 237 446 73.6 209 88.2

不明 33 27 4.5 △6 △18.2

合計 395 606 100.0 211 53.4

※高次脳機能障害実態調査(R5.9~10:高次脳機能障害相談・支援センタ ー実施）

対象：県内の医療機関、 介護保険施設、 障害者施設等のうち、 リハビリテ ー ションを実施している

施設に通院（通所）または入院（入所）している者

方法：郵送による自記式、 作業療法士、 理学療法士等リハビリテ ー ション専門職に記載を依頼
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◇高次脳機能障害者の要介護認定及び障害支援区分認定を受けている割合

（単位：人、％）

増減(R5-H30)

区 分 H30 R5 

構成比 人数 増加率

要介護認定 278 469 77.4 1 91 68.7 

障害支援区分認定 ， 33 5.4 24 266.7 

要介護認定と
2 4 0.7 2 100.0 

障害支援区分認定

どちらも受けていない 106 96 15.8 △10 △9.4

不明 ゜ 4 0.7 4

合計 395 606 100 211 53.4 
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1第2章 障害者プラン2019の進捗状況I

〇 令和4年度末の施設入所者数は1,566人となっており、 令和元年度末時点から

減少となっています。 また、 令和2年度から令和4年度末までの3ヵ年にグル ー

プホ ー ムや自宅等の地域生活に移行した者の数は27人で、達成率は低い状況です。

施設入所者の地域移行を促進するよう、 より一層取り組んでいく必要があります。

項目
令和元年度末 令和4年度末 令和5年度末

達成率
実績 実績 目標

施設入所者数 1,596人 1,566人 1,570人
115.4% 

（削減数） （ 一 人） (30人） (26人）

地域生活への移行者数 30人 27人 96人 28.1% 

〇 令和2年度の精神科病院における入院後12ヵ月時点までの退院率は、 平成29

年度時点から増加するとともに、 1年以上長期入院患者数も減少しています。今後

も、 引き続き、 入院患者の地域移行を促進するなとして、 退院率の向上に努める必

要があります。

項目

精神病床における入院後3ヵ
月時点の退院率

精神病床における入院後6ヵ
月時点の退院率

精神病床における入院後 12
ヵ月時点の退院率

精神病床から退院後1年以内
の地域における平均生活日数

項目

平成29 年度 令和2年度 令和5年度

実績 実績 目標

63.8% 67.1% 69.0% 

81.2% 81.7% 86.0% 

87.9% 88.8% 92.0% 

330.8日 316.0日

平成29 年度 令和5年度 1 令和5年度

実績 実績 目標

精神病床における1年以上長期入院患者数

65歳以上 "1,253人 1,234人 1,035人

65歳未満 715人 595人 425人
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達成率

97.2% 

95.0% 

96.5% 

104.7% 

達成率

83.9% 

71.4% 



〇 一般就労への移行については、就労移行支援事業からの移行が進んでいる一方で、

就労定着支援事業所を利用して一般就労した利用者の割合に関しては、達成率が低

い状況です。 今後も引き続き、就労移行を進めるとともに、就労定着支援事業所の

利用を促進していく必要があります。

令和J1j年度末 令和5年度末 令和5年度未 達成率項目 実績 実績 目標

福祉施設から 一 般就労への移 156人 191人 199人 96.0% 
行者数

就労移行支援事業から 一般就 77人 102人 101人 101.0% 
労への移行者数

就労継続支援A型事業から 一

44人 44人 56人 78.6% 
般就労への移行者数

就労継続支援B型事業から 一

29人 33人 36人 91.7% 
般就労への移行者数

就労定善支援事業所を利用し 28.6% 70.0% 40.9% 
て 一般就労した利用 者の割合

就労定善支援事業所のっち、
就労定着率が8割以上の事業 60.0% 70.0% 85.7% 

所の割合

〇 県障害者スポーツ大会参加者数は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、 達

成状況を単純には判断できませんが、その他の項目については概ね目標に向けて数

が増えている状況です。

平成29 年度 令和5年度 令和5年度 達成率項目 実績 実績 目標

パラスポー ツ指導員養成者数 519人 647人 650人 99.5% 

県障害者スポー ツ大会参加者 1,131人 693人 1,300人 53.3% 
数

身体障害者補助犬延べ給付頭 81頭 92頭 94頭 97.9% 
数（盲導犬等）

いしかわ支え合い駐車場登録 1,183区画 1,363区画 1,400区画 97.4% 
駐車区画数

手話通訳者登録数 93人 109人 120人 90.8% 

公益的建築物のバリアフリ ー

67% 74% 80% 92.5% 
化率

障害者に配慮した信号機（※） 53% 70% 65% "107.7% 
の整備

※歩車分離、 高齢者感応、 歩行者感廂、 視覚障害者付加装置、 音響式視覚障害者誘遍装置、LED灯
器を交通環境に応じて整備した信号機
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〇 令和4年度のグループホ ー ム（共同生活援助）の月間利用者数は1,697人とな

っており、 令和5年度の見込量（1,657人）以上となっています。

・グループホーム（共同生活援助）利用者数

（対見込102%)

1,335人
1,697人 1,657人

令和元年度実績 令和4年度実績 令和5年度見込

〇 令和4年度における次の日中活動系サ ー ビス（※）の月間利用者数は7,930人

となっており、 令和5年度の見込量に対し、 98％に達しています。

※生活介護、 自立（機能•生活）訓練、 就労移行支援、 就労継続支援A型、 就労継続支援B型

・日中活動系サービス利用者数

（対見込98%)

7,103人
7,930人 8,055人

令和元年度実績 令和4年度実績 令和5年度見込

〇 令和4年度のホ ー ムヘルプサ ー ビス（※）の月間利用者数は1,538人となって

おり、 令和5年度の見込量（1,528人）以上となっています。

※ホ ー ムヘルプサ ー ビス … 居宅介護、 重度訪問介護、 同行援護、 行動援護、 重度障害者等包括

支援

・ホームヘルプサービス利用者数

（対見込101%)

1,406人
1,538人 1,528人

令和元年度実績 令和4年度実績 令和5年度見込
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第3部 施策の推進方策

1第1章 新たなプランの基本的視点と体系I

|1 基本的視点I

(1)障害者の自立と社会参加の促進

〇 「障害者基本法」と「障害者差別 解消 法」の目的であり、本プランの基本目標で

ある「共生社会の実現」のためには、社会全体が障害及び障害のある人を正しく理

解し、障害のある人もな い人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会

とな るように、 障害のある人の自立と社会参加を促進 することが重要です。

〇 障害のある人の自立と社会参加の促進にあたって は、障害を理由とした 差別を解

消し、「障害及び障害のある人に対する 正しい 理解」を深め ること 、生きがいにつ

ながる社会参加としての「スポ ー ツ・文化芸術活動の促進」、社会参加を支援 する

「ボランティア、NPOへの支援」、 自立への基盤を作る「教育の推進」が求め られ

て い ます。

(2)能力や適性を生かせる環境の整備

0 本プランの基本目標である 「能カ・適性が発揮できる社会の実現」のためには、

障害のある人の特性に応じて 能力が十分に発揮できる環境を整備し、障害のある人

が地域で自立して暮らすことができるようにすることが重要です。

〇 障害のある人が地域で自立して暮らすために、 働く意欲のある 障害のある人が、

就労により収入を得ることができる「働く場の確保と生活の安定」が必要となって

きます。

(3)障害福祉サ ー ビス等の充実

〇 障害者総合支援 法の目的であり、本プランの基本目標である「支援体制の整備」

を実現 する ためには、障害のある人が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふ

さわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう 、障害福祉サ ー ビス等を充

実することが重要です。

17 



〇 障害福祉サ ー ビス等の充実にあたっては、障害のある人が自ら選んだ地域で安心

して生活 することができるように、「保健・医療サ ー ビス」や「リハビリテ ー ショ

ン」の充実とともに、「介護・外出支援」、「日中活動支援」や「生活環境」の充実

が必要です。

また、障害のある人がより良いサ ー ビスを選択し、利用することができるよう「相

談支援体制」を充実させるとともに、「障害福祉サ ー ビス等の質の向上」が必要と

なってきています。

(4)安全で安心して住みやすいまちづくり

〇 障害の有無や年齢に関わらす、安全で安心に生活できる住みやすいまちづくりは、

全 ての人に共通するテ ー マです。

〇 障害のある人の社会参加活動を制約している社会的障壁を 取り除く「バリアフリ

一社会環境の整備」や、 障害のある人が地域で安全に安心して生活ができるように

「防災・防犯対策」に取り組むことが必要となってきます。
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|2 施策体系I

[1 障害者の自立と社会参加の促進

111言認言のある人に対す ��! ;;;�：：
）

：：擁護の推進

及

ひ虐待防止
3)福祉教育 の充実と交流活動 の推進

(2)スポー ツ・文化芸術活動の促 1)パラスポー ツの振興とレクリエ ー ション
進 L 活動 の充実

2)文化芸術活動の推進

(3)ボランティア、NPOへの �ボランティアの養成と活動支援
支援 2) NPO活動への総合的支援

(4)教育 の推進 ーロ 1)適切な就学支援と教育相談 の充実
2)教育（指導）内容と環境の整備

[2 能力や適性を生かせる環境の整備

〇 働く場の確保と生活の安定 1)雇用の確保
2)就労相談・支援の充実
3)就労の揚の整備と雇用、福祉、教育の

連携強化

4)職業能力 の開発
5)年金制度等

|3 障害福祉サ ー ビス等の充実

(1)保健・医療サ ー ビス等の充実�障害の予防と早期発見、早期治療等
2)障害者に対する各種医療の確保

(2) リ

ハ

ビリテー

ジ

ョンの充実

(3)相談支援体制 の充実

実

実

充

実
充

の

進
充
の

制
推
の

制

砥
泣
疇
叡

提
ヨ
援
支

ン

ジ

支
た

ヨ
ー

と
し

ジ

テ

及

応

ー

リ
普
対

テ
ビ
の
こ

リ

ハ

具
囲

ビ
）

用
障

ハ

域

祉
神

リ

地

福
精

打

2

3

4
□

ーロ 1）

地域

における相談支援体制 の充実
2)発達障害、難病、高次脳機能障害等に

対する専門的相談支援体制の充実
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(4) 障害のある子どもに対する支 1)障害に応じた療育の推進
援の充実

T

2)塁雷麿猛児及びその家族に対する

3)難聴児の早期発見・早期療育の推進

(5)介護、外出支援等の充実

(6) 日中活動支援の充実

(7)生活環境の充実

(8)従事する人材の育成と障害
福祉サー ビス等の質の向上

二 1)ホ ー ムヘ
ル

プ（居宅介護）等の充実
2)外出支援等の充実

日中活動支援の充実

生活環境の充実

保
の

確
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・

ス

成
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l

の
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人
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上
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質

虐

れ

2

3
□

」

14 安全で安心して住みやすいまちづくり

(1)バリアフリ ー社会環境の整備

(2)防災・防犯対策の推進

1)公益的施設等の整備
2)移動しやすい環境の整備
3)住宅環境の整備

4)情報アクセジビリティの向上及び意思疎通
支援の充実

5)視覚障害者等の読書環境の整備
6)ユニバーサ

ル
デザインに基づいた環境整備

の

済

ヘ

救

雨

の
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第 2章 施策の推進方策I

|1 障害者の自立と社会参加の促進I

(1)障害及び障害のある人に対する理解の促進

1)広報・啓発の推進
限状と課題I
0 平成26年 1月 、我が国 は、障害のある人 の人権 や基本的自由 の享有を確

保し、障害のある人 の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とした 「障害
者 の権利に関する条約（障害者権利条約）」 を批准 しました。

0 条約の批准に先立ち、平成23年7月に障害者基本法が改正され、「全て
の国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性
を尊重し合いながら共生 する社会を実現する 」ことが法の目的として新たに
規定されました。また、平成25年6月には、障害を理由とする差別の解消
を推進することを目的に 「障害者差別解消法」が制定されました。

〇 令和3年夏に 「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」が
開催されましたが、大会を契機とする 「共生社会の実現」に向けた機運を一

過性のものとすることなく、大会のレガジ ーとして日本全国に広げていくこ
とが重要となっています。

0 アンケ ート調査では、障害に対する周囲の理解について、前回調盃（平成
29年）と比較して、「理解が進んでいる 」との回答が増加し、「進んでいる

が不十分」とする 回答も減少したものの、「まったく進んでいない」とする
回答も一定程度（約1割） あることから、引き続き、障害や障害のある人へ
の理解について、広報・啓発 を進めていく必要があると考えられます。

腕策の推進方策I
〇 「障害者週間」、「障害者雇用支援月間」、「精神保健福祉普及運動週間」、「発

達障害啓発週間」、「人権週間」 など を通じ、共生社会の実現に向けて、障害
及び障害のある人に対する正しい理解 を深める ための広報・啓発活動 などに
取り組みます。

〇 障害者 ふれあいフェステイバルやパラスポ ー ツに関するイベント等を通
じ、障害のある人とない人がふれあう場を提供し、障害及び障害のある人に
対する県民 の理解 の促進に努めます。
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〇 援助や配慮を必要としていることが外見からは分かりにくい人が、援助や
配慮を必要としていることを周囲に知らせる「ヘルプマ ー ク」を本県におい
ても配布し、様閃な場所で援助や配慮を得られるよう、認知度の向上と普及
啓発に取り組みます。また、ヘルプカ ー ドの周知に努めます。

くく主要事業»

項目 備考

障害のある人とない人がふれあう機会を設け、 障害のある
障害者ふれあいフェステ 人の社会・経済・文化活動等への参加意欲の向上と、 県民の
イバル 障害及び障害のある人に対する理解を高めるため、 障害者ふ

れあいフェスティバルを開催する。

身体障害者福祉大会の開
障害者週間において、 身体障害者福祉の充実と身体障害の

ある人に対する理解を深めるため、 身体障害者福祉大会を開
催

催する。

精神保健福祉普及運動週
精神障害のある人の早期治療とその社会復帰、 自立と社会

参加を促進するだめ、 広く県民に対し、 精神障害を理解する
閻

ための普及・啓発を行う。

知的障害者地域支援推進
知的障害者に対する理解を促進するために、 地域住民と知

的障害者がレクリエ ー ション等を通し、 ともに活動するため
事業

の事業を行う。

外見からは援助や配慮を必要とすることが分かりにくい方

ヘルプマ ー ク普及推進 事
等に対して、カバンに付けるなどにより周囲の支援を1足す「ヘ

ルプマ ー ク」を配布するとともに、 リ ーフレット等を作成し
業

広く県民への周知を行い、 生活の様閃な場面で必要な支援を

得られる環境を整備する。

2)差別の解消、 権利擁護の推進及び虐待防止
胴状と課題I
〇 障害を理由とする差別をなくし、障害の ある人もない人も日常生活や社会

生活で共に支え合いながら共生する社会の実現を目指すため、令和元年1 0 
月から「共生社会づくり条例」が施行されています。

〇 令和3年5月に「障害者差別解消法」が改正され、これまで努力義務とさ
れていた事業者の「合理的配慮の提供」が令和6年4月から義務化されます。

0 平成23年6月に障害者虐待の禁止等を定めた「障害者虐待防止法」が制
定されましたが、近年、法に定められた通報義務の周知が進んできたことな
とから、通報や虐待件数は増加傾向にあります。
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〇 知的障害や精神障害により判断能力が十分ではない人に、福祉サー ビスの
利用や日常的な金銭管理を行うための支援、自己決定を尊重する観点からの
意思決定支援、成年後見制度の適切な利用など、権利擁護のための取り組み
を善実に推進する必要があります。

〇 障害福祉サー ビス等に対する苦情については、障害のある人が弱い立場に
立たされることのないように権利と人権の擁護に配慮し、第三者的立場から
中立かつ公正に処理することが必要です。

腕策の推進方策I
〇 共生社会づくり条例に基づき、障害のある人もない人も日常生活や社会生

活で共に支え合いながら共生する社会の実現を目指し、取り組みを進めてい
ます。

〇 県障害保健福祉課内に障害者差別や障害者虐待に関する専用の相談窓口
「石川県障害者権利擁護サポー トデスク」を設置し、専任職員を配置してい

ます。

〇 障害福祉サー ビス事業所等や市町の虐待防止担当者を対象に、虐待防止や
虐待対応力の向上を函るための研修を実施します。

〇 弁護土や社会福祉土等で構成する 「虐待対応専門職チ ー ム」を設置し、権
利擁護に関する専門的な相談体制を構築しています。

〇 知的障害や精神障害により判断能力が十分ではない人の権利利益を適切
かつ確実に保護するために、「成年後見制度」の適切な利用を促進します。

〇 知的障害や精神障害により判断能力が十分ではない人に対し、適切な福祉
サー ビスの利用や日常生活上の金銭管理を支援するための取り組みを行い
ます。

〇 利用者と障害福祉サー ビス事業者等の適正な契約の締結を促進するとと
もに、事業者自らによる苦闇受付窓口の設置等、苦情処理体制の整備・確立
を推進します。
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くく主要事業»

項目 備考

障害者差別解消法に基づき、 差別解消のための取り組みを

障害者差別解消推進事業 効果的かつ円滑に行うためのネットワ ークや相談体制を整備

する。

障害のある人への虐待の防止や早期発見、 早期対応を函る

障害者虐待防止対策事業
ため、 虐待防止・権利擁護研修及び虐待対応研修の実施、 障

害者虐待対廊専門職チ ー ムの配置、 障害者権利擁護サポ ート
デスクの設置なとの取り組みを行う。

知的障害や精神障害により判断能力が十分ではない人に対

福祉サ ー ビス利用支援事
し、 適切な福祉サー ビスの利用や日常生活上の金銭管理を支

援するため、 市町社会福祉協議会に生活支援専門員・生活支
業

援員を配置するとともに、 相談対応に関する研修会を実施す

る。

3)福祉教育の充実と交流活動の推進
胆状と課題

〇 障害のある人とない人が地域社会の中で共に支え合いながら生活するノ
ー マライゼーションの理念が浸透し、障害のある人の自立や社会参加の意識
も高まる中、社会的障壁を解消し、障害のある人に対する誤解や偏見をなく
す取り組みが重要となっています。

〇 障害者権利条約では、インクル ーシブ教育システム（包容する教育制度）
の整備を求めており、障害の有無に関わらす共に教育を受けられる環境整備
を進めるとともに、学校における教育活動を通して共生社会の実現を図るこ
とが大切です。

〇 このため、日常生活の中で障害のある人とない人が相互にふれあう機会を
持つとともに、学校教育においては、ボランティア活動をはじめ、継続的な
交流及び共同学習を行うことによって、相互の理解を深める教育を推進して
いく必要があります。

腕策の推進方策I
〇 特別支援学校において、学校見学や文化祭などの行事を通して地域社会に

開かれた学校づくりに取り組むとともに、学校間や地域の人閃との交流及び
共同学習を拡充し、豊かな教育活動を推進します。

〇 児童生徒が障害のある人への理解を深めるため、学校においては、各教科、
道徳の時間をはじめ、学校の教育活動全体を通してインクル ーシブ教育の推

24 



進に努めます。

〇 介護•福祉の仕事に理解を深めてもらうための親子体験会の実施、学校等
に介護•福祉の仕事の魅力伝道師を派遣し、福祉の仕事の重要性ややりがい
を伝える事業などを通じて、児童生徒の福祉の理解を推進します。

〇 障害者 ふれあいフェスティバルにおけるステー ジ発表や作品展の開催、 パ
ラスポー ツに関するイベント等を通じ、障害のある人とない人がふれあう場
を提供し、障害及び障害のある人に対し、 県民の理解の促進に努めます。

〇 県民が参加する研修や県政出前講座を通じて、障害のある人や障害特性、
障害者福祉について理解を深める取り組みを進めます。

くく主要事業»

項目 備者

ふれあい交流活動推進事
特別支援学校と地域の人閃やl」1中学校等との交流及び共同

学習を実施し、 相互理解を深めるとともに、 「石川県特別支
業

援学校ホッと・ア ーッと展」を開催する。

介護•福祉のおしごと親子
小学生やその保護者の方が、 介護•福祉の仕事を身近に感

体験会
じ、 介護•福祉の仕事に関心を持っていただくことを目的に、
小学生の親子を対象とした体験会を開催する。

介護•福祉の仕事の魅力伝
介護•福祉の仕事への情熱にあふれ職務経験豊富な方を魅

道師派遣事業
力伝道師として委嘱し、 中学・高校等に派遣して介護•福祉
の仕事の重要性ややりがいなとの魅力を伝える。

地域の会合やグル ー プの学習会などの場に職員を派遣し、
県政出前講座 県政に関する多彩な分野の中から、 希望のテ ー マについて講

座を実施する。

(2)スポー ツ・文化芸術活動の促進

1)パラスポー ツの振興とレクリエ ー ション活動の充実
限状と課題
〇 障害のある人が、平素からスポー ツやレクリエ ー ジョン活動に参加すること

は、健康•生きがいづくりの観点から大切なことです。

〇 国際的にはパラリンピック競技大会、デフリンピック競技大会、スペシャル
オリンピックス世界大会等が開催されており、東京2020パラリンピック競
技大会を契機に、ボッチャなどのパラスポー ツの認知度が高まり、パリ2024
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パラリンピック競技大会、束京2025デフリンピック等の国際大会に 向けて
の機運が高まっています。

0 国においては、 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催
等を背景として、平成27年10月に スポー ツ庁を創設し、パラスポー ツを含
めたスポー ツに 関連する 施策を総合的に 推進しています。

0 本県のパラスポー ツの振興については、障害のある人の自立や社会参加 の促
進の観点か ら、パラスポー ツの裾野の拡大に引き続き 取り組むとともに、パラ
アスリー トの競技力の向上にも取り組んでいます。

〇 今後も、 障害のある人が利用し やすい スポー ツ施設 の整備に努め、パラスポ
ー ツの振興を函ること が必要です。また、パラスポー ツや 障害のある人向け の
レクリエ ー ションの普及・促進を図るため、指導 者の養成や組織づくりなどに
力を入れること が必要です。

腕策の推進方策I
0 パラスポー ツの振興を函るため、障害のある人が利用し やすい スポー ツ施設

の整備や身近な地域で スポー ツを 楽しむこと のできる環境の整備に努めます。

〇 県障害者スポー ツ協会をはじ めとした関係団体と連携し、パラスポー ツ教室
やフォ ーラム等を開催すること により、県民にパラスポー ツの楽しさ、魅力を
知ってもらうとともに、 障害のある人のスポー ツ活動の裾野拡大を函ります。

〇 多く の障害のある人がスポー ツ競技に 参加し、記録を 競い、 交流を深める場
として、 障害者スポー ツ大会を開催するほか、県大会の成績優秀者を全国障害
者スポー ツ大会に県代表選手として派遣します。

〇 延べ7か 国が票内で事前合宿を実施した東京2020 パラリンピック競技大
会のレガジ ー や、石川県スポー ツ大使の活用 を通じて、パラリンピアンと県民
の交流機会を創出し、本県におけるパラスポー ツの裾野拡大、 競技力向上を函
ります。

〇 障害のある人のスポー ツ活動や レクリエ ー ション活動の振興を函るため、ス
ポー ツ関係団体、レクリエ ー ション団体、パラスポー ツ関係団体、障害者団体、
施設 等の協力を得て、障害のある人のスポー ツや レクリエ ー ションを指導する
人材の養成に努めます。
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0 「いしかわ スポー ツ・レクリエ ー ション交流大会」や「太陽と緑に親しむ健
民祭（体力つくり県民大会）」 は、県民がスポー ツ・レクリエ ー ション活動を
楽しみ、交流を深める機会であり 、障害のある人の参加を促進するため、普及
啓発や配慮に努めます。

0 デフリンピック及びデフスポ ー ツの認知度向上及び魅力発信のため、東京
2025デフリンピック開催に向けた県内機運醸成イベントを行い、 普及啓発
に努めます。

くく主要事業»

項目

石川県障害者スポ ー ツ大
会開催事業

全国障害者スポ ー ツ大会
選手派遣事業

パラスポ ー ツ首及促進事

業

いしかわスポー ツ ・ レクリ

エ ー ジョン交流大会の開
催

パラアスリ ート育成事業

パラアスリ ート支援事業

2)文化芸術活動の推進
瞑状と課題

備考

障害のある人が、 競技等を通じて、 スポ ー ツの楽しさを体

験し、 機能の回復と1本力の維持増強を函るため、 石川県障害
者スポー ツ大会を開催する。

障害のある選手が競技等を通じてスポ ー ツの楽しさを体験
するとともに、 障害に対する国民の理解を深め、 障害のある
人の社会参加を推進することを目的とした全国障害者スポー

ツ大会に石川県選手団を派遣する。

パラスポ ー ツの普及促進のため、 スポ ー ツの楽しさや魅力
を伝えるパラスポー ツフォ ーラムや隈内トップスポ ー ツチ ー

ムと連携したパラスポー ツ体験 ・ 交流イベントの開催、 パラ

スポー ツ指導員の養成などを行う。

広く県民がスポー ツ ・ レクリエ ー ション活動を楽しみ、 そ
の活動を通じて交流を深めるとともに、 スポー ツ ・ レクリエ
ー ジョン活動への輪を広げ、 明る＜生き生きとした県民生活
の一層の充実を國ることを目的とした生涯スポ ー ツイベント

を開催する。

パラアスリ ートを育成する競技団体等に対し、 全国大会に
おいて入賞を果たすために必要な費用を支援する。

パラアスリ ートに対し、 国際 ・ 全国大会出場や中央競技団
体主催の強化合宿に参加するために必要な費用を支援する。

0 平成30年6月に施行された「障害者による文化芸術活動の推進に関する
法律」は、文化芸術が障害の有無に関わらす、人閃の心に豊かさや相互理解を
もたらすものであることを鑑み、障害のある人による文化芸術活動を総合的か
つ計画的に推進し、文化芸術活動を通じて、障害のある人の個性と能力の発揮
及び社会参加の促進を函ることとしています。
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0 平成27年4月に施行されだ「いしかわ文化振興条例」は、 障害のある人
の文化活動の充実を図るため、障害のある人が文化活動を活発に行うことがで
きるよう、環境の整備その他の必要な施策を講することとしています。

〇 令和5年秋に本県で開催された「いしかわ百万石文化祭2023」では、 多
くの障害のある方閃により、アー ト作品の展示やステー ジ演奏などを通じて多
彩な個性を発揮され、障害のある方内の文化・芸術活動に関して県民の興昧．
関心が高まる契機となりました。

0 アンケ ー ト調盃では、半数以上の人が過去1年間に文化芸術活動をしたこと
がないと回答しています。障害のある人が、生活に潤いを持たせるためにも、
文化芸術を体験•発表する場や鑑賞する機会を幅広く提供する取り組みが必要
です。

腕策の推進方策I
〇 令和5年度に本県で開催した「いしかわ百万石文化祭2023」の意義や成

果を引き継ぎ、障害のある人が文化活動を発表する場の提供や、県民が障害者
芸術を鑑賞する機会の充実に取り組みます。

〇 障害者による文化芸術活動について、障害者芸術文化活動支援センターを中
劇こ、 「相談支援」「機会創出」「人材育成」「情報発信」に取り組みながら、領
域を横断するネットワ ー クを構築することで、地域における支援体制を強化し
ます。

〇 障害者ふれあいフェステイバルにおける、障害のある人の絵画や書、手芸な
どの作品展示、ステー ジでのダンスや演奏の発表など、障害のある人の作昂や
演劇等の文化活動の発表の機会を増やすとともに、施設における文化芸術活動
を支援する事業を推進します。

〇 障害のある方閃のアー ト作昂を日常的に鑑賞することができるよう、障害の
ある人のアー ト作品を企業・公共施設等にレンタルする事業などを行い、魅力
発信に努めます。

〇 芸術大学などと連携し、障害のある人が芸術・文化に親しむ機会の充実に取
り組みます。
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くく主要事業»
項目 備考

障害のある人の自己表現による社会参加支援のため、 文化

障害者文化芸術活動支援 芸術活動を取り入れることに関心のある施設が相互に相談や

事業 情報交換をできる体制を整備するとともに、 発表機会の拡充

のための展示会を開催する。

障害のある人のア ー ト作品（複製画）を企業等にレンタル
障害者ア ー ト魅力発信事 し、 利用料の一 部をア ー ティストに還元することで新たな作

業 吊の創作意欲の喚起を認るとともに、 障害のある人の自立や
社会参加を促す。

障害のある人の文化活動を発表する場の提供や、 県民が障
いしかわ障害者ア ー ト展 害者芸術を鑑賞する機会の充実に向け、 県内から、 障害のあ

る人が制作した美術作品を募集し、 一堂に展示する。

(3) ボランティア、 NPO への支援

1)ボランティアの養成と活動支援
限状と課題
〇 障害のある人が 地域でいきいきと生活するためには、地域の人閃とのふれあ

いやボランティアによる支援が重要です。また、障害のある人への理解を深め
るためには、子どもの頃からボランティア活動の体験や、障害のある人との交
流を推進することが大切です。

0 地域の人閃が福祉の行事やボランティア活動に気軽に参加できるよう体制
を整備するとともに、 ボランティア活動を積極的に支援する必要があります。

〇 県社会福祉協議会ボランティアセンタ ーでは、市町ボランティアセンタ ーや
ボランティア団体に対するコ ー ディネ ー ト等の支援を実施しています。

〇 県民ボランティアセンタ ーでは、ボランティア関係の情報提供や、ボランテ
ィア活動保険掛金助成等の事業を通じて、 県民がボランティア活動に、より参
加しやすい環境づくりを推進しています。

腕策の推進方策I
〇 県社会福祉協議会ボランティアセンタ ーにコ ー ディネ ータ ーを配置し、市町

社会福祉協議会ボランティアセンタ ーやボランティア団体に対する支援を行
います。

〇 県民ボランティアセンタ ーを活用し、県民に対するボランティア活動に関す

29 



る相談や情報提供などの取り組みを推進します。

0 点訳ボランティア、音訳ボランティア等の養成に取り組みます。

0 市町と協力し、精神障害のある人の社会復帰活動を援助するボランティア活
動の支援に努めます。

〇 企業・学生・地域団体に対して、地域支え合い活動に関する知識等の習得を
目的とした出前講座等を実施し、 福祉ボランティアの確保を函ります。

〇 学校教育における特別活動等において、実体験を通してボランティア活動へ
の理解を深めるとともに、学校の授業以外においても、福祉ボランティア体験
を行うことや、 障害のある人との交流を推進します。

〇 障害者ふれあいフェステイバルやパラスポ ー ツに関するイベント等におけ
るボランティア活動を促進します。

くく主要事業»

項目 備考

福祉ボランティア活動の活性化を図るため、 県社会福祉協
福祉ボランティアセンタ 議会ボランティアセンタ ーにおいて、 市町社会福祉協議会に
ー事業 対するコ ー ディネ ータ ー 育成研修や、 ボランティア団体に対

する活動支援を実施する。

ボランティア活動保険料 隈民がボランティア活動に、 より参加しやすい環境づくり
の掛金助成 を推進するため、 保険料の掛金助成を実施する。

2) NPO活動への総合的支援
1現状と課題
0 NPO法人は、障害福祉サ ー ビス事業所等の運営などにおいて、地域福祉の

重要な担い手となっています。

0 また、バリアフリ ーまちづくり、 精神障害のある人の地域生活支援、盲導犬
の育成普及、パラスポー ツの振興、バリアフリ ー ツア ーの企画など、様閃な分
野において、障害のある人のニ ー ズに寄り添った活動を行い、地域福祉全体の
向上に貢献しています。

〇 令和5年12月時点で、保健・医療又は福祉の増進を函る活動分野におけ
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るNPO法人の数は135団体とな っています。

0 地域における障害福祉サ ー ビス等の 一層の充実を函るため、これらの事業を
実施しようとするNPO活動への支援が 必要です。

腕策の 推進方策I
〇 障害者福祉を担うサ ー ビスを実施しようとする NPO 法人に対し、石川県

NPO活動支援センタ ー 「あいむ」において、法人の設立や 、事業の 運営に対
する相談などの支援を実施するとともに、NPO法人が安定した運営を持続で
きるよう、情報提供や 指導・助言、研修の 機会の充実等に努めます。

0 NPO法人と行政、企業等の協働を推進します。

(4)教育の推進

1)適切な就学支援と教育相談の充実
限状と課題
〇 子ども一人ひとりの教育的ニ ー ズに応じた教育支援の ためには、乳幼児期を

含め早期からの教育 相談や就学相談を行うことにより、本人・ 保護者に十分な
情報を提供することが重要です。また、保護者を含め関係者が教育的ニ ー ズと
必要な支援について共通理解を深めることにより、保護者の障害受容につなげ、
その 後の円滑な支援につなげていくことが大切です。

0 平成25年9月の学校教育法施行令の 一部改正により、障害のある児童生
徒の就学先を決定する仕組みが改められ、障害の状態、 本人の教育的ニ ー ズ、
本人・ 保護者の意見などを踏まえて、総合的な観点から就学先を決定する仕組
みとな ったことから、より一層、適切な就学が 行われるよう相談・支援体制の
充実が求められます。

〇 障害のある幼児・ 児童•生徒のライフステ ー ジ全体を見通して、 一貫性のあ
る支援を行っていくため、教育 、 保健、医療、 福祉などの 関係機関が 、 一層連
携を深めて対応していく必要があります。

0 教育支援委員会は、適切な就学に向けて指導・助言・支援を行っており、就
学後についても引き続きその支援等を行うことが求められています。
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腕策の推進方策I
〇 特別支援学校において、保護者のニ ー ズに応じて早期からの相談・支援を充

実させます。

0 教育、保健、医療、福祉なとの関係機関が一体となって、乳幼児期から学校
卒業まで、 一貫した相談と支援を行う体制を整備し、 充実させます。

〇 障害のある子どもたちがその能力•特性に応じた教育を受けられるよう、 市
町の就学支援への適切な指導・助言に努めるとともに、障害のある子ともに対
する教育支援連絡協議会の開催や巡回教育相談の実施等により、市町における
早期からの教育相談や就学支援の充実を図ります。

〇 就学指導担当者の資質の向上を図るため、教育支援連絡協議会を開催すると
ともに、学校教育法施行令の趣旨及び内容等の周知を図り、就学に関わる必要
な指導・助言に努めます。

0 市町教育支援委員会は、障害者基本法の規定を踏まえ、障害の状態及び本人
の教育的ニ ー ズを把握するとともに、本人・保護者及び専門家の意見、学校や
地域の状況等を踏まえた総合的な観点から、障害のある子ども一人ひとりの適
切な就学先の決定に努めます。

0 市町教育委員会は福祉、医療等の関係機関と連携を図りながら、就学前の早
期からの相談支援体制を整備し、個別の教育支援計画等を活用した継続的な支
援を通して適切な就学に努めます。

くく主要事業»

項目 備者

障害のある子の早期教育 特別支援学校に幼児教育相談室を設置し、 就学前の保護者

支援 のニ ー ズに応じた早期からの相談・支援を実施する。

巡回教育・就学相談
障害のある、 またはその疑いのある子ともの保護者を対象

とした巡回教育・就学相談を県内18会場で実施する。

2)教育（指導）内容と環境の整備
胴状と課題I
〇 障害者基本法や障害者権利条約を踏まえ、障害のある子どもとない子ともが

可能な限り、共に活動し、共に学ぶことを追求するとともに、障害のある子ど
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もがその能力や特性に応じた指導・支援を受けられるよう 「多様な学びの揚」
を用意するインクルー ジブ教育の推進が求められています。

0 近年、 特別支援教育対象の児童生徒数は増加傾向にあり、これまで以上に、
障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニ ー ズに対応した適切な支援が求め
られています。このため、 きめ細かな質の高い指導・支援の充実と個別の教育
支援計画等を効果的に活用した連続性のある一 貫した教育支援体制の整備が
必要となっています。

〇 特別支援学校においては、 地域の専門家との連携やICT等を活用した授業
改善など、学校全体の専門性の向上と地域の特別支援教育のセンタ ー的機能の
一層の強化が求められています。

〇 通常の学級においても、発達障害をはじめ、広い範囲で学習面や行動面、 対
人関係なとに困難さがあるため、特別な教育的支援が必要であると判断された
児童生徒は、令和6 年度の本県小中学校に約7％在籍しているとの調査結果も
あり、 適切な指導・支援が必要となっています。

〇 障害のある生徒の能力や適性に応じた進路実現を図るための、就労支援が求
められています。

0 平成28年 6 月の児童福祉法の改正により、 医療的ケアが必要な障害のあ
る子どもが地域において適切な支援を受けられるよう新たに規定されるとと
もに、平成31年3月には「 学校における医療的ケアの今後の対応について」
が文部科学省より通知されました。 また、 令和3年6月には「医療的ケア児及
びその家族に対する支援に関する法律」が公布される等、医療的ケアの実施体
制整備の推進が求められています。

腕策の推進方策I
〇 共に支え合う共生社会の実現に向けて、 全ての学校・教員の適切な障害者理

解を基盤として、 児童生徒の相互理解や豊かな人間性を育むため、 障害のある
子どもとない子ともが共に活動し、共に学び合う交流及び共同学習なとを積極
的に行っていきます。

〇 障害のある子ともとない子ともが、 それぞれ授業内容を理解し、 学ぶ喜びや
充実感を実感できるよう、視覚教材の活用や授業内容のスケジュ ールを示すな
との授業のユニバー サルデザイン化を推進するとともに、障害のある子とも一

人ひとりの障害の状態や教育的ニ ー ズに応じた合理的配慮の提供を行います。
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〇 特別支援学校においては、障害のある子とも一人ひとりの将来の自立と社会

参加を目指し、 地域の医療•福祉機関等と連携した個別の教育支援計画を作

成・活用し、小学部から高等部までの一貫性・系統性のある教育を実施します。

O l」＼中学校において、発達障害など通常の学級に在籍する特別な教育的支援を

必要とする子ともに対し、適切な指導支援が実施されるよう、 校内委員会の活

性化を函るとともに専門相談員の派遣や専門家チ ー ムの設置、通級指導教室の

開設なと支援の充実に努めます。

〇 特別支援教育に関する研修の体系化を図る中で、 研修を充実させ、 指導の専

門性を高めます。

〇 特別支援学校高等部においては、 地域のハロ ー ワ ー ク及び協力企業との連

携 ・協力のもとに、生徒の可能性を伸ばす新たな職種と職場実習先の開拓に取

り組むとともに、 一般就労を目指す生徒に対して、 技能の向上と定善を図る作

業能力技能検定を実施するなど、職業教育の充実と一般就労率の向上に努めま

す。

〇 医療的ケアが必要な幼児・児童•生徒が、 障害等の状況や教育的ニ ー ズに応

じた教育が受けられるよう、誓護師を配置するなど、 特別支援学校における医

療的ケアの実施体制整備に努めます。

くく主要事業»

項目 備者

特別支援教育体制整備推
発達障害を含む障害のある幼児・児童•生徒を支援するた

進事業
め、 l」 1 中学校等の要請を受けて、 特別支援学校の専門相談員
を派遣するとともに、 専門家チ ームを設置する。

生徒指尊•発達障害サポー

県立高校からの要請に応じて、 生徒指導•発達障害サポー

トチ ー ムを派遣し、 学校を支援するとともに、 発達障害アド
トチ ーム派遣事業

バイザーが定期的に学校を訪問し、 相談・支援を行う。

障害のある生徒のインタ
特別支援学校の進路指尊の充実を図るため、 地域の企業・

ーンジップ促進事業
関係機関と連携した雇用促進セミナ ーや職場実習を実施する
とともに、 就労サポータ ー及び外部講師を派遣する。

いしかわ版特別支援学校
清掃等の作業能力技能検定を実施することにより、 特別支

技能検定事業
援学校高等部生徒の就労への意欲や技能向上・定着を目指し、
更なる職業能力の育成を区る。

重度重複支援事業
日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒が在籍する特別

支援学校に看護師を配置する。
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|2 能力や適性を生かせる環境の整備I

〇 働く場の確保と生活の安定

1)雇用の確保
限状と課題
0 平成2 8年4月に改正された「障害者の雇用の促進等に関する法律」の施行

により、雇用の分野において障害のある人に対する差別が禁止され、合理的配
慮の提供が義務となりました。また、平成 3 0年4月の改正では、障害者雇用
義務の対象に、新たに精神障害のある人が追加されました。

〇 民間企業の法定雇用率は、令和6年4月に2.3％から2.5％に引き上げられ
ます。 （令和8年7月には2.7％に引き上げられる予定）

〇 令和5年6月現在、 県内の民間企業では、 4,675.5人の障害のある人が雇
用されています。県内の民間企業における障害のある人の実雇用率は2.49%
であり、調査時点の法定雇用率を上回っている状況となっています。

〇 今後の法定雇用率の段階的な引き上げに向けて、ハロ ー ワ ー クや障害者職業
センタ ー、障害者 就業・生活支援センタ ーなど地域の関係機関と密接に連携し
ながら、引き続き障害のある人の雇用拡大に向けた取り組みを強化する必要が
あります。

〇 令和6年4月から地方公共団体に係る障害者雇用率が 2.6％から 3.0％に
引き上げられることとなりました。（経過措置として、令和 8年6月までの間
の法定雇用率は2.8%)

腕策の推進方策I
〇 障害のある人を対象とした合同就職面接会の開催等により、就職機会の拡大

を図ります。

〇 障害者職場実習制度、職場適応訓練制度等の活用により、 就職率の向上を図
ります。

〇 障害者雇用に積極的な企業等を「いしかわ障害者雇用推進カンパニ ー」とし
て認定しているほか、障害者雇用優良事業所や優秀勤労障害者を表彰すること
により、障害者雇用に関する県民の関心と理解を深め、雇用の拡大と定着につ
なげます。
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〇 障害者雇用に向けたコンサルタント派遣や障害者雇用支援アドバイザー の

配置、 セミナ ー 等の開催により、障害者雇用の意識の醸成、 普及啓発を図りま

す。

〇 県における障害のある人の雇用については、障害の特性に応じて、その能力

や適性を生かせるよう 職場環境の整備や積極的な採用に努めます。

くく主要事業»

項目

障害者雇用促進事業

障害者職場実習

障害者雇用拡大事業

職場適応訓練

2)就労相談・支援の充実

1現状と課題I

備考

障害者雇用に対する理解促進を圏るため、 障害のある人を

多数雇用しだ事業所等の表彰、 障害のある人を多数雇用して
いる企業を広く周知するためのジンボルマ ー クの交付、 障害

者雇用に積極的に取り組んでいる企業等の見学会を開催す

る。

障害のある人と事業主の相互理解を深め、 障害のある人の

雇用促進を医るため、 本格的に雇用される前に、 実際の職場

で1ヶ月以内の実習を行う。

障害者雇用の意識の醸成、 普及啓発を函るため、 業務の切
り出しや職場定着等を助言するコンサルタントの派遣、 障害

者雇用支援アドバイザーの配置、 セミナ ー等を開催する。

障害のある人などの就職困難者に対し、 雇用見込みのある

事業所で6ヶ月以内の訓練を行い、 実際の作業環境に適応し
やすくするとともに、 事業主に対して理解を深めてもらうこ

とにより、 雇用促進を園る。

〇 ハロ ー ワ ー クでは、 障害のある人への職業相談・職業紹介を行っています。

また、障害者職業センター では、 ハロ ー ワ ー クと連携しながら、障害のある人

の就職あるいは 職場適応に必要な能カ・課題の評価や障害のある人及び障害の

ある人を雇用する企業等への相談・支援を行っています。

〇 障害者就業・生活支援センター では、 障害のある人から の就労相談に応じ、

ハロ ー ワ ー ク等と連携しながら、障害のある人の一般就労への移行を支援して

います。

〇 障害者総合支援法の改正により、障害のある人が就労先や働き方についてよ

り良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して本人の希望や 就
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労能力、適性等に合った選択を支援する新たな障害福祉サー ビス「就労選択支
援」が創設されます。

腕策の推進方策I
〇 障害のある人のための就労支援は、求職から定善まで一人ひとりの適性や障

害の状態にあわせたきめ細かな支援が必要であることから、就労支援機関の連
携強化に努めます。

〇 一般の従業員を対象に、 精神障害、発達障害について正しく理解し、職場に
おける応援者（精神・発達障害者しごとサポータ ー）になってもらう養成謂座
を開催することにより、精神障害や発達障害のある人にとって働きやすい職場
環境づくりを推進します。

〇 県内3カ所にある障害者就業・生活支援センタ ー、 ハロ ー ワ ー クと難病相
談・支援センタ ー等が連携し、障害のある人の就業及び生活に関する指導・助
言、職業訓練のあっせんなどを行い、障害のある人の職業生活と地域生活の安
定を函ります。

〇 一般就労した人が安心して職場や地域生活に適応できるよう、「就労定着支
援」の整備を促進します。

くく主要事業»

項目 備考

各地域に障害者就業・生活支援センタ ー を設置し、 企業等

障害者就業•生活支援セン への就労を希望する障害のある人に対し、 希望に合った職湯

タ ー運営事業 探しや職場への定着、 就労に伴う日常生活上の相談支援など

の一体的な支援を実施する。

心身障害者就業資金貸付
常用労働者として就職又は開業した障害のある人に対し、

金
就業準備に必要な資金を貸与することにより、 就業の促進と

職業生活の安定を函る。

3)就労の場の整備と雇用、 福祉、 教育の連携強化
1現状と課題I
〇 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所CA型• B型）等の就労支援事業

所と障害者就業・生活支援センタ ーやハロ ー ワ ー ク等とが連携して、就労支援
を行っていくことが璽要です。

〇 就労の有無を尋ねたアンケ ー ト調盃では、「働いている」と回答した割合は、
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知的障害のある人が最も高く( 42.9%)、次い で 精神障害(35.6%)、身体障
害( 24.2%) のある人となっています。

〇 就労先については、身体障害、 精神障害のある人は 「会社」、知的障害のあ
る人については 「就労支援事業所」と回答した割合が最も多くなっています。
前回調査（平成2 9年）と比較して、精神障害のある人の就労先として 「会社」
の割合が大きく増えています。

〇 特別支援学校卒業者の進路に関しては、一般就労した 生徒の割合は約30~
40％で推移しており、引き続き個別の就労に関する課題や適性を把握し、在
学中から雇用や福祉と連携した職業教育のさらなる充実を函ることが必要 で
す。

〇 障害のある人に雇用契約 に基づき就労の場を提供する「就労継続支援A型事
業所」では、平成29 年の制度改正により、生産活動に係る事業の収入から必
要経費を控除した額に相当する金顎が利用者に支払う賃金の総額以上になる
こと（自立支援給付からの賃金支払いは原則禁止） とされています。

〇 国は、障害のある人の新たな就労の場として農業分野に注目し、厚生労働省
と農林水産省が連携して 「農福連携」の取り組みを推進しています。

0 「石川県エ賃向上計画」に基づき、就労継続支援B型事業所等のエ賃向上
に向けた取り組みを進めており、一人あたりの 平均工賃月額は、令和5年度実
績で23,06 0円となり、全国平均と同水準にあります。

腕策の推進方策I
〇 就労支援事業所、障害者就業・生活支援センタ ー、ハロ ー ワ ー ク、障害者職

業センタ ー及び特別支援学校との連携強化に努めます。

〇 生産活動の収益が低く、運営の健全化が必要な就労継続支援A型事業所に対
しては、「経営改善計画」の作成など必要な指導を行っています。

0 「石川県エ賃向上計画」に基づき、就労継続支援B型事業所等 で働く方閃
のエ賃向上を図るため、施設が農家から農作業を受託する農福連携事業、高齢
者 施設等から清掃やシ ー ツ交換などの作業を受託する福福連携事業に取り組
みます。
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くく主要事業»

項目

農福連携による障害者就

労支援事業

福福連携による障害者就

労支援事業

4)職業能力の開発
限状と課題

備考

障害のある人の就労機会の拡大のため、 施設が収穫期等の

繁忙期に農家から農作業等を受託する取り組みのマッチング

を支援する。

障害のある人の就労機会拡大のため、 施設が高齢者施設等

しおいて、 清掃・ジ ー ツ交換等を受託する取り組みのマッチ

ングを支援する。

〇 県内には、 障害者職業能力開発校のほか、 障害者職業センタ ーが設置されて
おり、ハロ ー ワ ー クとの連携により、職業能力の開発や職業準備支援等が行わ
れています。

〇 障害のある人が、個勾の能力や 障害の程度に応じた職種について基礎的な知
識・技能を習得し、職業的自立を図るために、職業能力開発の機会が確保され
ることが重要です。

腕策の推進方策I
〇 障害者職業能力開発校において、障害の特性と適性に応じた訓練科目の見直

しや増加する精神障害のある人への対応の在り方を検討します。

〇 障害のある人に対する職業能力開発の機会の拡大を図るため、障害のある人
を対象として行う職業訓練を民間教育訓練機関に委託して実施し、就職を促進
します。

くく主要事業»

項目 備者

石川障害者職業能力開発
一般の職業能力開発校において職業訓練を受けることが困

校の運営
難な障害のある人に対し、 その障害特性に応じた職業訓練を

実施する。

身近な地域で職業訓練を受講できるよう、 民閻教育訓練機

障害者職業能力開発推進 関に職業訓練を委託し、 訓練機械の拡大を函る。 また、 特別

事業 支援学校の在校生に対する職場実習等の訓練を実施し、 就職
の促進を図る。
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5)年金制度等
1現状と課題

0 アンケ ー ト調盃によると、障害のある人の主な収入源は、年金の割合が霰も
高くなっています。また、年収については、80％以上が250万円未満と回
答しています。

〇 障害のある人が、安定した生活を送るために、年金、手当制度、各種料金の
減免等があります。

0 また、障害のある人に必要な資金を低利で貸し付ける「生活福祉資金貸付制
度」、保護者の相互扶助制度である「心身障害者扶養共済制度」、さらに税の減
免及び公共交通機関の割引制度等があり、生活の 安定に寄与しています。

腕策の推進方策I
〇 これらの制度の対象となる方が必要な時に制度を利用することができるよ

う、周知に努めます。

くく主要事業»

項目 備考

特別障害者手当等給付事
在宅の重度障害のある人に対して福祉の向上を園るため、

各種手当を支給する。 （特別障害者手当、 障害児福祉手当、
業

経過的福祉手当）

障害のある人の保護者が死亡または璽度障害になった場

心身障害者扶養共済事業 合、 障害のある人の生活の安定のため、 年金を支給する心身

障害者扶養共済制度を運営する。
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|3 障害福祉サービス等の充実I

(1)保健・医療サービス等の充実

1)障害の予防と早期発見、早期治療等
限状と課題
〇 乳幼児期の障害の予防と早期発見のため、妊婦・乳幼児健康診査や新生児に

対する先天性代謝異常等検査、聴覚検査等の母子保健施策に取り組んでいます。

〇 県では重度の 妊娠高血圧症候群や切迫流産などのリスクの高い 妊婦に対し、
高度 周産期医療の提供と保健指導を実施することにより、障害の予防に努めて
います。

〇 脳血管疾患や心疾患は 介護を要する状態となる 主な原因疾患となっていま
す。これらの疾患からの障害の発 生を予防するには、 危険因子となる高血圧、
脂質異常症、 糖尿病なとの予防や重症化予防を図る 必要があります。

腕策の推進方策I
〇 乳幼児期の疾病や障害を早期に発見し、その軽減や治癒を図るため、妊婦・

乳幼児健康診盃や新生児のスクリ ー ニング検査等の充実を函るとともに、健
診・検査精度の向上に努めます。

0 未熟児、疾病や障害のある乳幼児、その保護者等の支援体制の強化と健康相
談の充実を図ります。

〇 県立中央病院において、周産期医療を担う総合母子医療センタ ーの機能を充
実させ、安心して生み育てることができる環境整備に取り組みます。

〇 全ての隈民が 生涯にわたり健康で自立した 生活ができる社会の実現を目指
し、健康寿命の更なる延伸に向け策定した「いしかわ健康フロンティア戦略」
に基づき、健康増進対策、生活習慣病予防対策、介護予防対策等の取り組みを
一体的に推進します。

〇 脳血管疾患や心疾患等の発症予防のためには、主要な 危険因子である高血圧、
脂質異常症、糖尿病等の管理が重要であることを普及啓発するとともに、危険
因子のコントロー ル不良者など、必要に応じてかかりつけ医や専門医等と連携
した保健指導体制づくりを推進します。
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〇 糖尿病は、新規人工透析導入の主要な原因疾患であることから、糖尿病の発
症予防及び重症化予防の取り組みを推進します。

くく主要事業»

項目 備者

総合母子医療センタ ー の 隈立中央病院において、 周産期における母体、 胎児及び新

運営事業 生児の総合的かつ高度な治療を実施する。

周産期医療対策推進事業
周産期医療関係者の資質の向上、 周産期医療体制の推進を

（周産期医療関係者研修
会の開催）

図るため、 研修会を開催する。

2)障害者に対する各種医療の確保
1現状と課題I
0 近年、医学の進歩や医療機器等の開発により、障害のある人に対する医療や

リハビリテ ー ションの充実が進んでいます。

〇 障害のある人に対して、障害を軽減するために、専門医療機関で治療を受け
やすくする必要があります。

〇 障害のある人が、在宅生活を継続しながら生活の質を高めるため、通院や訪
問診療、 訪問看護を受けやすくすることが重要です。

〇 障害のある人は、障害の種類や程度によって、自身で十分な□腔清掃を行え
ない場合があり、むし歯や歯周病のリスクが高くなる傾向があるため、県歯科
医師会等の関係機関と連携しながら歯と口腔の健康づくりに取り組んでいま
す。

〇 県歯科医師会では、「石川県口腔保健医療センタ ー」を運営し、全身麻酔下
での歯科治療に対応する等、地域の診療所での治療が困難な障害のある人・子
どもを対象とした歯科診療を行っています。

腕策の推進方策I
〇 身体障害を軽減するとともに、症状の進行を抑制するための人工透析療法、

人工関節置換術などを行う更生医療、育成医療及び精神疾患に対する通院によ
る継続的な治療を行う精神通院医療といった自立支援医療を提供します。

0 「石川県医療計画」に基づき、医療提供体制の整備や保健・医療従事者の確
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保・資質の向上などに取り組みます。

0 人工透析を受けている人の医療の確保や、災害時にも対応できる体制づくり

について検討します。

〇 臓器移植等の一層の推進を函るため、 啓発活動やコ ー ディネ ータ ーを通じ、

ドナ ーの確保に努めます。

〇 精神障害のある人が、地域で安心して生活することができるよう精神科医療

機関や訪問看護ステ ー ジョンと連携し、 訪問支援の充実を図るとともに、 保

健・医療・福祉の連携を推進し、 地域生活支援の充実に努めます。

〇 精神障害のある人の救急医療の確保や、休日・夜間に緊急医療を必要とする

在宅の 精神疾患患者に迅速に対応するため、精神科救急医療システムの運営に

ついて維持・充実を図ります。

〇 生涯にわたり歯と□腔の機能を維持・向上させることは、食べることや話す

ことなど、 生活の質を保つことと深くかかわっているため、「いしかわ歯とロ

腔の健康づくり推進計画」に基づき、障害のある人等の配慮が必要な方に対す

る歯と口腔の健康づくりを推進します。

〇 定期的に歯科検診や歯科医療等を受けることが困難な障害のある人・子ども

の口腔機能を維持・向上させるため、かかりつけ歯科医や石川県口腔保健医療

センタ ー等による歯科訪問診療や訪問歯科衛生指導等を推進します。

くく主要事業»

項目 備者

身体障害のある人(18歳以上）で、その障害を除去・軽減

更生医療費給付事業
する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対し

て提供される、 更生のために必要な自立支援医療費の支給を

行う。

身体に障害のある子ともで、 その障害を除去・軽減する手

育成医療費給付事業
術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供

される、 生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支

給を行う。

精神障害者通院医療費給 精神医療機関に通院している精神障害のある人の医療費の

付事業 自己負担を軽減するため、精神障害者通院医療費を給付する。

心身障害者医療費助成事 重度障害のある人の経済的負担軽減を函るだめ、 医療費自

業 己負担分を助成する。
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項目 備考

精神科救急医療体制整備 休日及び夜閻等における緊急な糟神医療を必要とする精神

事業 疾患患者に対応するため、 精神科救急医療システムの運営を
汀9- つ- 。

(2)リハビリテ ー ジョンの充実

1)リハビリテ ー ション提供体制の充実
1現状と課題I
〇 医学的リハビリテーションは急性期、 回復期、 生活期に分けられ、 急性期、

回復期には集中的なリハビリテー ジョン医療が提供される必要があります。ま
た、生活期においては地域でのリハビリテー ジョン提供システムが重要となり
ます。

〇 障害のある人が身近な地域で必要なリハビリテーションを受けられるよう、
地域での支援体制等の充実が必要です。特に、高齢化等による障害の重度化・
重複化の予防及びその対応に留意する必要があります。

〇 全ての障害のある人のための医学的、教育的、社会的、職業的リハビリテー

ジョンが提供できる地域でのシステムづくりが必要です。

腕策の推進方策I
〇 従来からの身体、知的、精神障害のある人に対するリハビリテーション支援

に加え、発達障害、高次脳機能障害、難病患者等を含めた総合的なリハビリテ
ーション支援体制を整備します。

0 リハビリテーションセンタ ーにおいて、最新の診断・治療機器を導入し、在
宅復帰に向けて、より効果的な急性期、回復期l)ハビリテーション医療を提供
します。

くく主要事業»

項目 備考

医療・イ呆健•福祉に従事する専門職員の技術向上を函り、
リハビリテ ー ションセン 医療機関、 教育機関、 施設、 在宅等でのより効果的なリハビ
タ ー企画運営費 リテー ジョンサ ービスを推進することを目的として、 リハビ

リテーションに関する情報提供や各種研修会を実施する。
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2)地域リハビリテ ー ジョンの推進
瞑状と課題I
〇 病気やけがにより、病院で医学的リハビリテ ー ションを受けた人が、 地域で

生活するためには、切れ目のないリハビリテ ー ションをそれぞれの地域で提供
できる体制が必要です。

〇 障害のある人の日常生活、就学、就労、余暇活動における自立や社会参加の
向上を函るとともに、福祉サ ー ビスの充実やバリアフリ ー化の推進など自立支
援に向けた地域基盤の整備が必要です。

腕策の推進方策I
0 地域の医療、 保健、福祉、教育、就労機関等に対してリハビリテ ー ジョン技

術の普及、リハビリテ ー ジョン担当職員の人材育成のための研修等を実施しま
す。

0 市町職員や障害福祉サ ー ビス事業所等の職員に対する研修を行い、障害 のあ
る人の在宅及び施設における日常生活動作のリハビリテ ー ションに関する知
識・技術の向上と、 リハビリテ ー ジョン専門職との身近な 関係づくりの強化を
図ります。

〇 障害のある人が、 医療機関からの退院後も地域で安心して生活できるよう、
医療・保健•福祉関係機関のネットワ ー クづくりを支援します。

0 社会のバリアフリ ー化に向けた相談、指導及び研修会を実施します。

くく主要事業»

項目 備者

地域リハビリテ ー ション
地域の医療、 保健、 福祉、 教育、 就労に関する機関に対し

推進事業
て、 リハビリテ ー ジョン技術の支援及びリハビリテ ー ジョン

専門職の人材育成のための支援を実施する。

障害（児）者の自立に向けた
嗅内全域に福祉用具等を用いたリハビリテ ー ション技術支

支援機関連携モデル事業
援のネットワ ー クづくりを推進し、 各地域での相談支援体制

の充実を國る。

3)福祉用具の普及と支援体制の充実
睛状と課題I
〇 身体障害者更生相談所やリハビリテ ー ションセンタ ーが連携し、市町や医療

機関、福祉用具サ ー ビス事業所、補装具取扱業者等が調整困難な高度な福祉用
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具の適合相談を行なうとともに、バリアフリ ー体験住宅「ほっとあ んしんの家」
等の 活用により福祉用具や住宅改修の技術普及に努め ています。

0 補装具 、日常生活用具等の福祉用具 は、 障害のある人の自立生活及び 介護者
の負担軽減を函る ために必要不可欠です。その選定に当 たっては、本人の心身
状態はもと より 、 介護者、 住環境 、社会環境にも十分考慮した適合技術が必要
となり ます。

〇 障害のある個閃人への支援の蓄積から 、リハビリテー ション工学支援技術の
体系化が図られるとともに、住宅改修や福祉用具適合等のテキストが作成され、
市町の担当者や医療•福祉機関の専門職、建築業者 、企業等の育成に広く 活用
されています。今後とも工学支援技術のさらなる普及拡大が必要です。

〇 障害のある人や介護者のニ ー ズに対 応した福祉用具や、住環境に関する リハ
ビリテー ジョン 工学支援技術の専門体制の 整備を進めることにより 、障害のあ
る人の自立支援を函ることが重要です。

腕策の 推進方策I
0 リハビリテー ションセンタ ー・バリアフリ ー 推進工房を拠点に、福祉用具の

研究開発、技術普及 、情報提供及び専門相談・技術支援体制を整備します。さ
らに、最新の福祉工学技術を活用し、 重度 障害のある人を中心に各閃の身体特
性に応じた、 きめ細かな技術支援体制を整備します。

0 市町を中核として、県内各地に福祉用具等を用 いたリハビリテー ション技術
支援のネットワ ー クづくりを推進します。ま た、補装具等を活用したリハビリ
テー ション技術支援がで きる人材育成を図り ます。

0 リハビリテー ションセンタ ーに高度な福祉用具等を整備し、市町や関係施設
の職員 、 リハビリテー ジョン専門職、福祉用具専門相談 員等に対する福祉用具
活用の ための知識・技術に関する研修を強化するとともに、福祉用具等の 利用
支援に積極的に取り組むよう働きかけを行 っていきます。

〇 障害のある人の職場や学校等のバリアフリ ー化や、福祉用具を利用した就労、
就学支援を進め ます。
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くく主要事業»

項目 備考

既製品では対応できない福祉用具や住宅改修等に関する技
バリアフリ ー 推進工房事 術支援を通して、 より確かなニ ー ズを把握し、 福祉用具、 住
業 環境、 ユニバー サルデザイン製吊の研究開発及び企業・行政

等への技術支援を実施する。

高齢者や障害のある人の日常生活、 就労・就学環境におけ

福祉用具研修・普及事業
る自立度の高い活動及び介護者の在宅・介護・看護現場にお
ける負担軽減を促進するだめ、 ほっとあんしんの家や最新の

福祉用具を活用し、 技術首及、 意識啓発を実施する。

自立支援機器スペシャリ
各地域で的確なリハビリテ ーション技術支援のコ ーディネ

ー トができる人材及び補装具等を活用したリハビリテ ー ジョ
スト人材育成

ン技術支援ができる人材の育成を図る。

4)精神障害に対応した支援体制の充実
1現状と課題I
0 平成1 6年9月に精神保健福祉対策本部で策定された「精神保健医療福祉の

改革ビジョン」において 「入院医療中心から地域生活中心へ」 という理念が示
されて以降、精神保健医療福祉において様閃な施策が実施されて います 。

0 平成29年2月に取りまとめられた「これからの精神保健医療福祉のあり 方
に関する検討会」報告書では、「地域生活中心」という理念を基軸とし ながら、
精神障害のある人が地域の 一 員として安心 して自分ら し い暮ら しができるよ
う、 医療、障害福祉・介護、社会参加、住まい、地域の助け合い、教育が包括
的に確保された 「精神障害にも対応した地域包括ケアジステム」の構築 を目指
すことを新たな理念として示されました。

0 平成30年3月に、精神障害のある人が退院後に継続的 な医療等の支援 を確
実に受けられるよう、 「精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」 が国
から発出されました。

〇 令和3年3月に取りまとめられた「精神障害にも対応した地域包括ケアシス
テムの構築に係る検討会」 報告書では、同システムの構築においては、日常生
活圏域 を基本とし、市町村などの基礎自治体を基盤として進めること等につい
て盛り込まれ、必要な諸制度の見直し等が行われました。

腕策の推進方策I
〇 障害福祉圏域や市町ごとに設置する保健、医療、福祉関係者等による協議の

場を通じて、精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、 市町など
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との重層的な連携による支援体制を強化します。

〇 精神障害のある人の地域における住まいの場としての共同生活援助（グル ー

プホ ーム）の整備を促進します。

0 「石川県精神障害者退院後支援マニュアル」に基づき、 精神障害のある人で
退院後に地域生活支援が必要な人には、各保健所において支援計画を作成し、
精神科医療機関や地域援助事業者、市町等と連携し支援を行います。

〇 相談支援事業所や医療機関など関係機関と連携し、精神障害のある人の地域
生活の支援を推進します。

0 ピアサポーターがその特性を活かし積極的に活動できるよう、その役割や活
動内容を周知するとともに、ピアサポーターの活用の推進に努めます。

〇 家族への支援については、家族が抱える課題等を共有できる場や、 それぞれ
のニ ー ズに合った支援体制づくりの促進に努めます。また、家族会等の関係者
と連携し、 必要なサー ビスについで情報提供します。

〇 「精神障害にも対応した地域包括ケアジステム」の構築を進めるには、 地域
住民の理解や支えが必要であり、地域住民がメンタルヘルスの問題を正しく理
解するための普及啓発の取り組みを推進します。

くく主要事業»

項目 備者

精神障害のある人が、 地域において安心して自分らしく暮

精神障害者地域生活支援 らすことができるように、 地域体制整備コ ー ディネ ー タ ーの

事業 配置、 地域生活支援会議の開催、 ピアサポー タ ー活用の推進、

心のサポー タ ーの養成なとの支援体制の整備を行う。

(3)相談支援体制の充実

1)地域における相談支援体制の充実
1現状と課題
〇 障害のある人が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることが

できる体制を構築するため、様閃な障害種別、年齢、性別、状態等に対応し、
総合的な相談支援を提供する体制の整備を図ることが重要です。
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〇 障害者 総合支援法の改正により、令和6年度から、 相談支援事業者への専門
的指導や人材育成、障害のある人からの相談対応等を総合的に 行い、地域にお
ける 相談支援の中核的な役割を担う「 基幹相談支援センタ ー」の設置が市町の
努力義務となります。

〇 相談支援専門員の資質の向上や 相談支援体制の強化に 向け、相談支援事業所
や地域において指導的役割を担う「主任相談支援専門員」の育成を進めて 行く
必要があります。

0 自ら意思を決定することに困難を抱える障害のある人が日常生活や社会生
活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるよう「障害福祉サ
ー ビス等の提供に係る意思 決定 支援ガイドライン」 が策定されています。

〇 矯正施設の入所者の中に は、高齢である又は障害があるため、福祉 的な 支援
を必要とするにも関わらす、 福祉サ ー ビス等を受ける準備がないまま退所し、
再び罪を犯してしまうことが指摘されています。県 では、地域生活定着支援セ
ンタ ーを設置し、福祉の支援が必要な退所予定者に対して、退所後すぐに福祉
サ ー ビス等が利用できるよう 相談支援等を行っています。

〇 身体障害者 相談員及び知的障害者 相談員 は、市町が委嘱し、障害のある人や
家族が有している様皮な経験や情報を活かし、身近な地域 で当事者や家族の目
線に立った 相談援助を行っています。

腕策の推進方策I
0 市町における障害のある人やその保護者からの相談に対し、身体障害者更生

相談所、知的障害者更生相談所、リハビリテ ー ションセンタ ー、こころの健康
センタ ー等の機関において、専門的な立場で支援・協力を行うとともに、複数
圏域にわたる困難事例の解決に対し、調整などの支援を行います。

0 地域の支援体制づくりに重要な役割を担う市町自立支援協議会の運営活性
化につなげていくため、県自立支援協議会に 相談支援部会を置 き、地域におけ
る課題を把握し、 市町もしく は市町自立支援協議会に対して助言を行います。

0 市町の基幹相談支援センタ ーの設置を支援し、地域における 相談支援体制の
強化に努めます。

0 市町と連携しながら、相談支援事業所の設置や地域において指導的役割を担
う主任相談支援専門員の育成を推進します。
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〇 施設入所者や入院患者の地域移行を進めるため、地域移行支援を行う一般相
談支援事業所の確保に努めます。

0 地域生活定善支援センタ ーにおいて、矯正施設に入所している福祉の支援が
必要な障害のある人などが、退所後、適切に福祉サー ビス等を利用し円滑に社
会復帰が出来るよう、入所中から保護観察所や福祉関係機関等と連携して支援
を行います。

〇 身体・知的障害者相談員の相談対応能力の向上と、 相談員閻の連携を図るた
め、研修会を開催するとともに、市町と協力し、身体・知的障害のある人の相
談支援体制の充実 に向けた支援に努めます。

くく主要事業»

項目

障害者相談員研修事業

備者

身体障害者相談員、 知的障害者相談員が、 相談指導業務を
遂行する上で必要な知識を習得するだめの研修を実施する。

2)発達障害、難病、高次脳機能障害等に対する専門的相談支援体制の充実
胆状と課題
0 発達障害、難病、高次脳機能障害などの専門的相談・対応について、さらに

充実させる必要があります。

① 発達障害
0 発達障害は社会で理解されにくい障害であることから、早期に発見し、療育、

教育、就労等様閃な支援の体制をさらに充実させる必要があります。

0 発達障害を 早期に発見し、速やかに相談支援などにつなげる機会として、市
町が実施主体となった乳幼児健康調査があり、保護者への相談対応や専門機関
への紹介などが行われています。

〇 県では、 こころの健康センタ ーにある発達障害支援センタ ーと、県の委託事
業所である発達障害者支援センタ ーパースの2カ所において、発達障害に関す
る相談等に対応しています。

0 ペアレントメンタ ーの養成や活動への支援、ペアレントフログラム、ペアレ
ントトレ ー ニングの導入及びピアサポ ー トの推進等に取り組むことが求めら
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れています。

② 難病
〇 障害者総合支援法では、難病も障害福祉サ ー ビス等の対象とされており、 福

祉関係者による特性の理解や医療、福祉両面からの継続的な支援が求められて
います。

0 平成26年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、難
病に係る公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立、難病の医療に関する調査
及び研究の推進などが規定されるとともに、隈においても、難病に関する必要
な施策を講するよう努めることとされました。

〇 難病相談・支援センタ ーや保健福祉センタ ーにおいて、難病や小児慢性特定
疾病の患者や家族の方の相談に応じ、安心して療養生活を送れるよう支援を行
っています。

③ 高次脳機能障害
0 高次脳機能障害は、外見から障害が分かりにくい障害特性に加え、 法的にも

明確な位置づけがなされていないことから、既存の制度体系の中では、訓練や
生活支援などの必要なサ ー ビスにつながりにくくなっています。

0 高次脳機能障害相談・支援センタ ーでは、当事者やその家族への相談対応や、
関係機関と連携し、地域で安心して充実した生活を送ることができるよう必要
な支援を行っています。

0 高次脳機能障害は、周囲に障害の特性が理解されにくく、就労なとの社会参
加や日常生活に困難を抱える人が多いことから、障害の正しい理解を促進する
ための普及啓発活動が必要です。

腕策の推進方策I
① 発達障害
0 発達障害者支援体制推進会議において、より具体的な支援体制の整備につい

て検討を進め、発達障害者支援センタ ーを中核に、身近な市町においても情報
提供や助言など基本対応ができるよう、相談支援体制の整備に向けた取り組み
を更に推進します。

〇 早期発見や早期 療育のための体制を整え、各ライフステ ー ジを通じて継続的
な支援が可能となるように支援機関のネットワ ー クを充実させます。
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〇 一般県民を対象とした 発達障害に関する講演会やパンフレットの作成によ

る広報活動、研修会などを行い、障害に対する理解を深めるとともに、支援者

の資質の向上に努めます。

〇 県立金沢産業技術専門校では、発達障害のある人を対象とするワ ー クサポー

ト科を開設しており、障害の特性や能力に配慮した技能訓練や社会訓練を行う

ことで、 それぞれに応じた就労と社会的自立を目指します。

〇 当事者としての共感や傾聴、 情報交換を行うペアレントメンタ ーの育成等、

家族支援の充実と相談体制の構築を函ります。

② 難病

〇 難病相談・支援センタ ーでは、患者や家族等からの相談対応のほか、難病に

関する講演会・研修会の開催、 ピアサポート支援、医療福祉情報の提供なとを

行っており、 今後とも相談や支援の拠点としての充実強化を図ります。

〇 保健福祉センタ ーは、地域の医療機関や市町等の関係機関と連携して、難病

やl」＼児慢性特定疾病の患者の在宅療養等の支援を行います。

〇 「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、指定難病の患者に対

して医療費助成を行っており、平成30年度に難病診療連携拠点病院を指定し

たほか、 指定医療機関や指定医の指定・登録、 指定医研修の実施などにより、

難病患者が適切に医療を受けることができる体制整備に努めます。

〇 医療機関、保健福祉センタ ー、難病相談・支援センタ ーなどでの情報提供に

より、難病患者に対して障害福祉サー ビス等の活用を 促進するとともに、障害

福祉サー ビス等の職員への研修を行う際には、難痣の特性に応じた適切な支援

について十分に理解が図られるようにします。

③ 高次脳機能障害

0 高次脳機能障害の正しい理解を普及・促進するための講演会やシンポジウム

の開催、ホ ームペー ジやリ ーフレットによる情報 発信などの普及啓発活動に取

り組みます。

0 高次脳機能障害相談・支援センタ ーにおいて、当事者や家族向けの教室なと

の開催により当事者と家族が障害の特性を正しく理解するための取り組みを

進めるとともに、医療、福祉サー ビス従事者等に対する研修会を開催すること

52 



で、関係職員の資質の向上に努めます。

0 高次脳機能障害の 支援関係者が集まる連絡会を開催し、各機関の役割や実態
を理解し、支援上の課題や連携について検討することで関係機関のネットワ ー

クを強化します。

0 高次脳機能障害の早期発見・早期 支援及び高次脳機能障害の 特性に応じた支
援サ ー ビスの提供を函るため、協力医療機関（医療機関、リハビリテ ー ション
機関等）及び専門支援機関（就労支援機関、教育機関等）の確保・明確化を目
指します。

くく主要事業»

項目 備考

発達障害者職業能力開発 金沢産業技術専門校に発達障害者を対象とした訓練コ ー ス

推進事業 を設置し、 就職に必要な知識・技能の習得を図る。

発達障害者支援体制整備 身近な市町で発達障害支援に関する情報提供や助言なと基

事業•発達障害等相談支援 本的対応ができるよう、 人材育成を含め県内の支援体制整備

従事者育成事業 を推進する。

難病に関する総合的な相談・支援の拠点として、難病相談・

難病相談・支援センタ ー 事 支援センタ ーを設置し様閃な相談に応じるとともに、 患者交

業 流会等の活動支援や患者・ 関係者等に対する研修会の開催、

普及啓発事業等を実施する。

難病患者地域支援対策推 各保健福祉センタ ーで相談や訪問指導、 地域患者交流会等

進事業 を実施する。

高次脳機能障害相談支援
高次脳機能障害に関する専門的な相談支援を行うため、 高

事業
次脳機能障害相談・支援センタ ーを設置し、 情報発信の充実、

高次脳機能障害の対応方法等に関する研修を実施する。

(4)障害のある子どもに対する支援の充実

1)障害に応じた療育の推進
限状と課題I
〇 障害のある子ともの成長と社会参加のためには、特性に応じた専門的な支援

や訓練が重要です。早期に障害を発見し、適切な支援を行うことで、発達を促
進し、障害の軽減を図ることができます。

〇 障害のある子とものライフステ ー ジに沿って、地域の保健、医療、福祉、教
育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援体制を構
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築する 必要があります。

〇 障害のある子ともが身近な地域で、日常生活における基本動作の習得や、集
団生活に適応するための訓練を提供する 児童発達支援や放課後等デイサ ー ビ
スの整備が進んでいます。

〇 障害のある 児菫も、成長した後は、大人として個を尊重され、成人に相応し
い環境の中で過ごすことが求められますが、移行調整が十分進ます、18歳以
上である にも関わらす障害児入所施設に留まってい る ことがあります。

〇 国は、保育所等において、概ね障害児2名に対し保育土1名の配置を標準と
し 、 市町へ財政支援を行っていますが、子どもの状況によっては、それ以上に
保育士の配置が必要となっています。

0 発達障害者支援センタ ーは、発達障害に関する 相談の中心機関となっており 、
引き続き、地域の相談・療育機関への発達障害に関する技術支援が求められて
います。

腕策の推進方策I
0 地域における 中核的な療育施設として児童発達支援センタ ー の整備を進め、

重層的な地域支援体制を確保する とともに、隈内全域において、保育所等訪問
支援を利用できる 体制を構築します。

0 発達障害者支援体制推進会議において、各ライフステ ー ジで発達障害のある
人の支援が切れ目なく行われるよう、 保健、医療、 福祉、教育、労働その他の
関連分野の連携強化を図ります。

〇 障害児入所施設の児童が成人した後、障害福祉サ ー ビス等を利用しつつ自立
した日常生活や社会生活を営むことができるよう、市町等の関係者との協議の
場を設け、 関係者との連携、 調整等を行います。

〇 障害のある子の状況に応じた 適切な保育が提供されるよう、保育所等に保育
土 を加配するための支援を行います。

0 発達障害者支援センタ ー を中核に、地域の相談・療育機関への発達障害に関
する技術支援を推進 します。
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くく主要事業»

項目 備考

障害兜呆育支援事業
保育所等において障害児を受け入れるだめの保育士の配置

を支援し、 障害児の受け入れを促進する。

知的障害児・者地域生活促
在宅の心身障害児（者）の療育及び社会参加の促進を図る

進事業
ため、 保護者団体等が実施する療育キャンプ、 文化活動等の
事業を実施する団体に対して助成する。

2)医療的ケア児及びその家族に対する支援の充実
睛状と課題I
〇 医療技術の進歩等を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工

呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な
障害のある子ども（医療的ケア児）が増加しています。

〇 令和元年度の厚生労働省の調盃では、主に医療的ケアを行っている人以外に
ケアを依頼できる人がいないとの回答が37.6％となっており、医療的ケア児
への適切な支援を充実させる必要があります。

〇 令和3年9月に施行された 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関
する法律」により、県は医療的ケア児支援センタ ーを設置し、医療的ケア児等
に対する総合的な支援体制を構築することとされました。

〇 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行に伴い、保育所
等は、利用する医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有することとさ
れました。

腕策の推進方策I
〇 令和4年に開設した「いしかわ医療的ケア児支援センタ ー」において、医療

的ケア児とその家族、支援者からの 各種相談を受け付けるとともに、医療的ケ
ア児等の支援を総合調整するコ ー ディネ ータ ーを配置し、地域における支援体
制づくりを支援します。

〇 医療的ケア児が 地域において適切な支援を受けられるように、各市町におけ
る、保健、医療、障害福祉、保育、教育なとの関係機関等の協議の場の設置を
推進します。

〇 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコ ー ディネ ータ ーを養成
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し、総合的な支援体制の構築を進めます。

〇 保育所等を利用する医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、保育所等
に対し看護師等を加配するための支援を行います。

くく主要事業»

項目 備考

関係機関による協議の場の設置、 支援を調整するコ ー ディ

医療的ケア児等支援事業 ネ ータ ーの養成、 医療的ケア児支援センタ ーの設置・運営を

行う。

医療的ケア児イ呆育支援事 保育所等における吾護師の配置を支援し、 医療的ケア児を

業 受け入れるための体制を整備する。

3)難聴児の早期発見・早期療育の推進
1現状と課題I
〇 先天性難聴児は、出生数1000人当たり1~2人とされており、 新生児聴

覚検査及び精密検盃を実施し支援が必要と判断された場合は、遅くとも生後6
か月頃までに療育や家族等の支援を開始することが望ましいとされています。
また、新生児聴覚検盃で再検盃不要と判断された場合でも、徐閃に発現する進
行性難聴等に留意する必要があります。

腕策の推進方策I
〇 難聴児（聴覚障害児）が適切な支援を受けられるように、 保健、医療、障害

福祉、 保育、 教育などの関係機関等で構成する協議会を設置し、県内における
難聴児支援の全体把握、新生児聴覚検査の実施状況の把握と共有、課題の検討
を行います。

〇 令和4年に開設した「いしかわ難聴児相談支援センタ ー」において、難聴児
とその家族が早期に適切な支援を受けられるよう適切に情報提供や相談対応
を行います。また、当事者や家族が交流する機会を設けます。

〇 ろう学校において、教員の専門性向上研修や相談会、保護者講座等を実施し、
難聴児支援のセンタ ー的機能を強化します。
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くく主要事業»

項目 備考

早期発見から療育までを円滑につなげるため、 関係機関に

難聴児支援体制整備事業 よる協議の場を設置し、 難聴児やその家族への切れ目のない

支援体制を整備する。

(5)介護、 外出支援等の充実

1)ホ ー ムヘルプ（居宅介護）等の充実
瞑状と課題I
〇 障害のある人が必要な時にいつでも在宅支援を受けることができるよう、ホ

ームヘルプサ ー ビス（居宅介護や重度訪問介護）を充実させる必要があります。

0 アンケー ト調査では、日常生活において 「支援が必要」と回答したのは、身
体障害のある人が56.3%、知的障害のある人が75.6%、精神障害のある人
が51.6％であり、知的障害のある人の割合が高くなっています。必要な 支援
の内容を尋ねたところ、 「掃除、買物など」や「外出」の割合が高 い傾向とな
っています。

0 平成30年3月に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一

部を改正する法律」（地域包括ケア強化法） が成立し、 ホ ームヘルプサ ー ビス
等の分野において、介護保険サ ー ビスと障害福祉サ ー ビスとの間で相互参入が
しやすくなる共生型サ ー ビス制度が導入されました。

腕策の推進方策I
〇 事業所や関係機関等と連携・協力し、ホ ームヘルプサ ー ビスの充実に努めま

す。

〇 たんの吸引が必要な 人に、 適切なホ ームヘルプサ ー ビスを提供できるよう、
喀痰吸引研修の実施によるヘルパ ーの養成、たんの吸引を行う事業者の登録な
どの体制整備に努めます。

〇 訪問系サ ー ビス事業所を充実させる観点から、市町と連携し、 介護保険サ ー

ビスである訪問介護事業所による居宅介護の提供等、共生型サ ー ビスの適切な
実施を推進します。

〇 ホ ームヘルプサ ー ビスに係る利用経費については、国が負担上限となる基準
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額を定めていることから、重度障害のある人のサ ー ビス利用量が制約されない

よう、 負担基準額を上回る経費に対し、 市町へ補助金を支給します。

0 ALS（筋萎縮性側索硬化症）や筋ジストロフィ ー等の重症難病患者は、 介

護の問題だけでなく、 医療の対応が必要となることも多いため、 24時間連絡

体制のもとに、 医療との連携を図るとともに、 介護人材の確保・育成などによ

り支援体制の充実に努めます。

くく主要事業»

項目

たんの吸引等を行うこと

ができる介護職員の養成

重度訪問介護従業者養成

研修

2)外出支援等の充実

1現状と課題I

備考

福祉施設等において、 喀痰吸引等の医療的なケアを実施で

きる介護職員の養成を目的とした研修を実施する。

重度訪問介護サ ー ビスに従事するホ ー ムヘルパ ー等を養成

する研修を実施する。

〇 障害のある人の外出時の支援については、重度の視覚障害のある人に対する

同行援護や、 重度の知的障害、精神障害により行動上の支援が必要な人に対す

る行動援護といった法定サ ー ビスのほか、地域の実情に応じて対象者を限定せ

す、 市町が実施する移動支援サ ー ビスがあります。

〇 同行援護については、従業者とサ ー ビス提供責任者の資格要件は経過措置が

取られていましたが、 平成30年4月から、 同行援護従業者養成研修を修了

しなければサ ー ビスを提供することができなくなり、同行援護を担う人材の育

成と確保が必要となります。

〇 盲導犬等の身体障害者補助犬の育成と使用等について規定された「身体障害

者補助犬法」は平成14年5月の成立から十数年が経過しましたが、 依然と

して、補助犬利用者のタクシ ー乗車拒否など補助犬の同伴を拒まれた事例が発

生しており、 事業者に対する継続的な普及啓発活動が必要です。

0 その他の外出支援として、 NPO法人や社会福祉法人が運営する福祉有償運

送サ ー ビス、公共交通機関による運賃割引制度、 自動車税の減免や自動車運転

免許の取得・改造費の助成などが行われています。
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腕策の推進方策I
〇 利用者の障害特性に合わせた外出支援が行われるよう、事業者の確保と人材

育成に努めます。

〇 同行援護については、同行援護従業者養成研修を 受講しやすくするよう、開
催場所や日程について配慮するとともに、事業者には研修 受講を促す ことによ
り、利用者へのサ ー ビス提供の推進に努めます。

〇 身体障害者 補助犬については、必要な補助犬が給付されるように努めるとと
もに、補助犬利用者の受入拒否が生じないよう、 事業者に対する継続的な普及
啓発活動を進めます。

くく主要 事業»
項目

同行援護従業者養成研修

補助犬給付事業

(6)日中活動支援の充実

日中活動支援の充実
躙状と課題I

備者

同行援護サ ー ビスに従事するホ ー ムヘルパ ー 等を養成する

研修を実施する。

視覚、 聴覚、 肢体に重度障害のある人の自立と社会参加を

促進するため、 必要な補助犬を給付する。

0 日中活動に関する サ ー ビスには、法定サ ー ビスとなる 生活介護、自立訓練、
就労移行支援、就労継続支援、障害児通所支援などの障害福祉サ ー ビス等のほ
か、市町が地域の実情や利用者のニ ー ズに応じて 実施する 地域活動支援センタ
ーによる支援や日中 一 時支援があり ます。

〇 施設入所者や入院患者の地域移行を進めるためにも、日中活動の場の充実が
必要です。

〇 重症心身障害のある 子どもや医療的ケア児が身近な地域で日中活動支援を
受けられるよう、これらの子どもに対応した サ ー ビスを 充実させ る 必要があり
ます。

0 アンケー ト調盃では、障害福祉サ ー ビス等を利用して いない人を対象に「利
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用しない・できない理由」を尋ねたところ、最も多かったのは、「近くにどの
ようなサ ー ビスがあるか分からない」という回答でしだ。

〇 児童福祉法の改正により、令和6年度から、 児童発達支援センタ ーが地域
における障害児支援の中核的役割を担うことを明確化され、障害種別に関わら
す身近な地域で必要な発達支援を受けられるよう、児童発達支援センタ ーの類
型 （福祉型、 医療型） が一元化されました。

〇 障害のある人が介護保険の対象となった場合でも、引き続き、同 一の事業所
でサ ー ビスを受けやすくするという観点などから、平成30年3月に「地域包
括ケアジステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」（地域包
括ケア強化法）が成立し、 介護保険サ ー ビスと障害福祉サ ー ビスとの間で相互
参入がしやすくなる共生型サ ー ビス制度が導入されました。

腕策の推進方策I
0 とのような地域でも障害のある人が日中活動の場を選べるように、生活介護、

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、 障害児通所支援などの法定サ ー ビス
や、市町が地域の実情に応じて実施する地域活動支援センタ ーによる支援等の
充実に努めます。

〇 重症心身障害のある子どもや医療的ケア児を支援するための児童発達支援
事業所や放課後等デイサ ー ビス事業所の整備促進に努めます。

0 日中活動に関するサ ー ビスを利用したい人やその家族等が、身近な地域にお
いて障害の内容に応じた霰適なサ ー ビスと事業所を選択できるよう、事業所の
情報公表を推進します。

〇 児童発達支援センタ ーの整備を進めるとともに、県内全域において、 保育所
等訪問支援を利用できる体制を構築し、障害のある子どもの保育所や認定こど
も園、 放課後児童クラブ、幼稚園、学校等の地域社会への参加、 包容 （インク
ル ー ジョン） を推進します。

〇 障害のある人が介護保険の対象となった場合でも、引き続き、同 一の事業所
でサ ー ビスを受けることができるよう、共生型サ ー ビスの適切な実施を推進し
ます。
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くく主要事業»

項目

障害者地域生活支援事業
費補助金

地域障害児支援体制強化

事業費補助金

(7)生活環境の充実

生活環境の充実
瞑状と 課題I

備考

市町が行う、 介護給付や訓練等給付を補完し、 障害のある

人の地域での生活を支える各種サ ー ビスの提供（移動支援、

意思疎通支援、 日常生活用具給付など）に対して助成する。

市町が行う、 児童発達支援センタ ーの機能強化等、 地域全

体で障害児に提供する支援の質を高め、 障害児の支援体制の
強化を区る事業に対して助成する。

0 福祉施設入所者における障害の重度化・高齢化により、地域移行が進みにく
くなっています。

〇 障害者総合支援法の改正により、平成 30年度から、 障害のある人の重度
化・高齢化に 対応 できる共同生活援助（ グル ー フホ ー ム）の類型として 「日中
サ ー ビス支援型共同生活援助 」が創設されました。

〇 令和4年度の障害者総合支援法の改正により、障害のある人が住み慣れた地
域 で安心して暮らしていけるよう、障害のある人の重度化・高齢化や 「親亡き
後」を見据え、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材
の確保・養成、地域の体制づくり等の必要な機能を備えた 「地域生活支援拠点
等」の整備が市町の努力義務となりました。

0 アンケー ト調蓋によると、「将来、希望する生活 場所」として、「持ち家」を
希望する割合が最も高い ですが、知的障害のある人については、「グル ー プホ
ー ム」を挙げる割合が他の障害に比べて 高くなっています。

0 まだ、日常生活 での支援の必要性については、知的障害のある人の75.6%
が 「支援は必要」と回答しており、 他の障害に比べ割合が高くなっています。
また、主に支援をしている人について、知的障害のある人の63.2％が「父母」
と回答していることから、「親亡き後」の支援体制が課題となっています。

〇 令和元年度の厚生労働省の調盃では、急病や緊急の用事ができた時に、医療
的ケア児の預け先がないとの回答が82.7％に達しており、改善のために必要
なサ ー ビス として、 宿泊での預かり支援（76.0%)、 日中の預かり支援
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(71.6%)が挙げられています。

腕策の推進方策I
0 関係機関等と連携・協力し、グル ー プホ ー ムや 短期入所（ショ ー トステイ）

の充実に努めるとともに、日中サ ー ビス支援型共同生活援助における適正な支
援を推進します。

0 市町の地域生活支援拠点等の整備を支援し、障害のある人の生活を地域全体
で支える体制の構築に努めます。

〇 保護者等の急病や緊急の用事の際に、重症心身障害のある子ともや医療的ケ
ア児を一 時的に受け入れることができる、短期入所施設の整備促進に努めます。

くく主要事業»

項目 備者

障害者支援施設等整備費
地域のサ ー ビス基盤の強化を図るため、 社会福祉法人等に

対し、 障害者総合支援法又は児童福祉法に基づき設置する施
補助金

設・事業所の施設整備に要する費用の一部を助成する。

(8)従事する人材の育成と障害福祉サ ー ビス等の質の向上

1)障害福祉サ ー ビス等の人材の育成・確保
1現状と課題
〇 少子高齢化による労働力人口の減少や、他の業種の求人状況の動向に影響さ

れて、介護•福祉サ ー ビスの分野においては、産業全体と比較して有効求人倍
率が高く、 人材の確保が難しい状況にあります。

〇 利用者本位の質の高い福祉サ ー ビスを提供していくため、利用者ニ ー ズに的
確に対応できる質の高い人材を安定的に確保し、育成していくことが 重要です。

〇 介護•福祉サ ー ビスを支える人材をしっかりと確保し、養成していく必要か
ら、県は「介護•福祉人材確保・養成基本計画」を平成27年3月に策定し、
介護•福祉人材の確保と資質向上に向けて、計画的に取り組んでいます。

〇 重度の 障害のある人の在宅や施設での安定した生活を支えていくためには、
強度行動 障害、 重症心身障害のある人、たんの吸引などの医療的ケアが必要な
人など、多様な 障害特性に対応した適切な支援を提供できる人材の 育成が必要
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です。

〇 相談支援専門員やサ ー ビス管理責任者等は、地域や事業所における障害者支
援の核となる人材で あり、資格取得やキャリアアッフに向け た研修を充実させ
ていくことが重要となっています。

腕策の推進方策I
〇 介護•福祉の仕事の魅力 発信ポ ータルサイト「いしふく」を活用し、介護・

福祉の仕事の魅力を発信するとともに、就職セミナ ーや求人に関する情報を掲
載することで、 人材の確保につなげます。

0 「石川県福祉の仕事マッチングサポ ー ドセンタ ー」（福サポいしかわ）では、
福祉分野への就職に関する相談や 仕事の紹介、情報 提供なとを行っており、 就
職フェアや職場体験、各種講習会などの就職支援を充実させることにより、人
材の確保につなげます。

〇 介護•福祉人材の需要が大きい能登半島地域において、サ ー ビス継続等に 必
要な職員を確保する ため、 能登での就職面談会開催などに取り組みます。

〇 強度行動障害や 重症心身障害のある人、医療的ケアが必要な人などへ適切な
支援やサ ー ビスが提供されるよう、 各種研修の充実を函ります。

〇 相談支援専門員やサ ー ビス管理責任者等の養成、 資質向上のため、各種研修
の充実を図ります。

〇 障害福祉サ ー ビス等を提供する事業者に対し、労働法規の遵守を徹底すると
ともに、 サ ー ビス従業者の処遇改善や職場環境の改善を働きかけていきます。

くく主要事業»

項目 備考

相談支援従事者研修事業
相談支援専門員の養成や質の向上を函るため研修を実施す

る。

サ ー ビス管理責任者等研 サ ー ビス管理責任者等の養成や質の向上を函るだめ研修を

修事業 実施する。
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2)情報公表の推進と障害福祉サ ー ビス等の質の向上
1現状と課題
0 平成30年度に 障害福祉サー ビス等の情報公表制度が施行されるとともに、

独立行政法人福祉医療機構が運営する総合情報サイト「WAM NET」 におい
て「障害福祉サー ビス等情報公表システム」が運用され、 障害福祉サー ビス等
を利用するために必要となる情報が自由に閲覧できるようになりました。

〇 障害福祉サー ビス等を提供する事業所や障害福祉分野への新規参入法人の
増加に伴い、サー ビスの質の確保や効果的な指導監督の実施が求められていま
す。

0 福祉サー ビスの第三者評価は、事業者の実施するサー ビスの質を公正・中立
な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する制度であり、利用者の
適切なサー ビス選択に資し、サー ビスの質の向上にもつながりますが、第三者
評価に取り組む事業所が少ないのが課題です。

腕策の推進方策I
〇 障害福祉サー ビス事業者等に対して、毎年開催している集団指導、2~3年

毎に現地訪問して行う運営指導、法定研修などにより、 サー ビスの理解促進、
自立支援給付費等の適正な請求等を促進し、 事業所運営の適正化に努めます。
また、 自己評価等の促進によりサー ビスの質の向上を図ります。

〇 利用者のサー ビス選択に資するよう 障害福祉サー ビス事業所等の情報公表
への取り組みを推進します。

0 福祉サー ビス第三者評価制度の普及啓発による受審促進に努めるほか、評価
調査者のスキルアップのための研修に取り組むことにより、障害福祉サー ビス
等の質の向上につなげます。

3)虐待の防止
胆状と課題
〇 障害者虐待防止法の施行後、通報義務の周知が進んだことなどから、施設・

事業所内での虐待に関する通報件数は増加傾向にあります。

〇 令和4年度より、施設・事業所における虐待防止 や身体拘束適正化に関する
各種取組が義務化され、対策を検討するための委員会の開催、虐待防止責任者
の設置、従業者に対する研修の実施なとが求められています。
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〇 強度行動障害のある人は、自傷、他害行為等、危険を伴う行動 を頻回に示す
ことなどにより、支援の困難さが指摘されています。虐待や不適切な身体拘束
を防止するためにも、強度行動障害のある人に対し適切な支援を行える人材の
育成が重要となっています。

腕策の推進方策I
0 市町の障害者虐待防止担当者 を対象に、障害者虐待対応研修を実施し、市町

の虐待防止体制の 強化及び虐待対応に係るノウハウの共有・蓄積を図ります。

〇 障害福祉サ ー ビス事業所等の虐待防止責任者 等を対象に障害者虐待防止・権
利擁護研修を実施し、障害者虐待の未然防止、早期発見及び 適切な 対応のため
に必要な人材の育成や資質向上を函ります。

〇 県が実施する運営指導において、施設・事業所における虐待防止のための取
り組みの 実施状況を確認し、 適切な 体制整備を促進します。

〇 強度行動障害支援者養成研修を実施し、強度行動障害のある人に対して適切
な支援ができる人材の育成を函ります。

〇 障害者権利擁護サポー トデスクにおいて、障害のある人や障害福祉サ ー ビス
事業所等からの相談を受け付けます。関 係機関と連携し、適切な被虐待者支援、
事業所への 指導に努めます。

くく主要事業»

項目 備者

強度行動障害支援者養成 強度行動障害のある人への適切な支援を行う人材を育成す

研修事業 るための研修を実施する。
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|4 安全で安心して住みやすいまちづくりI

(1)バリアフリ ー 社会環境の整備

1)公袖的施設等の整備
1現状と課題
〇 障害のある人が、日常生活を営むうえで妨げとなる物理的障壁が存在してい

ます。これらの障壁を取り除くため、施設等のバリアフリ ー化を推進していま
す。

0 平成9年3月に公布された「バリアフリ 一条例」は、 障害のある人を含む
全ての県民が安全で快適な生活を営み、社会のあらゆる分野の活動に平等に参
加することのできる障壁のない 社会（バリアフリ ー 社会）の実現に向けて、県
民一人ひとりの協力と理解により、力を合わせて取り組みを進めていくことを
目指しています。

0 福祉・医療施設やホテル、ス ー パ ー マ ー ケット、デパ ー トなどの公症的施設
について、バリアフリ 一条例に基づく整備基準に従い、建築主や設計者に対し
指導 ・ 助言を行っています。

0 また、障害のある人を含め誰もが利用しやすい公園、河川の親水空間、レク
リエ ー ション施設等の整備にも取り組んでいます。

〇 今後も、バリアフリ 一条例に基づく整備基準の親旨や内容を広く県民に周知
し、 理解と協力を得ることが重要です。

腕策の推進方策I
0 公共建築物においては、バリアフリ ー ドイレや、音声や点字等を用いた案内

表示の設置など、 障害のある人が利用しやすい施設の整備を推進します。

〇 不特定多数の人が利用する建築物をはじめとする民間建築物においては、障
害のある人等が円滑に利用できるものとなるよう積極的に指導・助言を行いま
す。

〇 建築士、施工技術者及び民間事業者等に対し、バリアフリ ー 法及びバリアフ
リ 一条例の内容や整備基準について、積極的な周知に努めます。

0 バリアフリ ーのまちづくりを進めるため、学識経験者、建築土、障害のある
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人等で構成するバリアフリ ーアドバイザー を派遣し、公益的建築物のバリアフ
リ ー化改修に対する 支援をしていきます。また、施設等及び施設相互の移動円
滑化に係る計画策定等について、市町をサポー トしていきます。

〇 障害のある人を含め誰もが利用しやすい公園、 スポー ツ・レクリエ ー ション
施設等の整備、改築に努めます。

〇 県内の施設におけるバリアフリ ー トイレやスロ ー プ、いしかわ支え合い駐車
場、エレベ ー タ ーなどの整備状況を掲載した「バリアフリ ー マップいしかわ」
を作成し、障害のある人が安心して出かけられるよう施設情報の更なる充実に
努めます。

くく主要事業»

項目 備者

バリアフリ ー 住宅等改修
民間事業者や市町の要請に応じて、 住宅や公益的施設のバ

支援事業
リアフリ ー 化に関する助言・指導を行うバリアフリ ーアドバ
イザーを派遣する。

バリアフリ ー 施設整備促 民閻事業者がバリアフリ 一 条例に基づき施設の整備を行う
進融資資金 際に、 整備に必要な資金を低利で融資する。

コミュニティ施設整備事
健全なコミュニティの育成を図ることを目的に、 バリアフ

リ ーに配慮しながら地縁による団体が行う集会所の整備に対
業

し助成を行う。

バリアフリ ー 社会推進事
バリアフリ ー 社会の実現を目指し、 より一層の県民意識の

業
高揚を図るため、 晋及啓発や積極的な取り組みを行う団体等
の表彰などを行う。

2)移動しやすい環境の整備
1現状と課題
〇 束京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として進められ

てきた「心のバリアフリ ー 」及び 「コニバー サルデザインの街づくり」に基づ
き、 公共交通機関のバリアフリ ー化を始めとする移動しやすい環境の整備や、
障害に配慮したまちづくり等の取り組みを引き続き推進していくこととして
います。

〇 道路事業においては、障害のある人を含む誰もが安心して社会参加できるよ
う 、バリアフリ 一条例を踏まえて、段差解消や勾配の改善、視覚障害者誘導用
ブロックの設置なと、 バリアフリ ー の視点に立った道路整備を進めています。
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〇 障害のある人等用の 駐車スペ ースの適正利用を図るため、対象者に利用証を
交付する 「パー キングパ ー ミット制度」の 取り組みが全国の 地方公共団体で進
んでおり、本県では、平成27年11月から「いしかわ支え合い駐車場」と し
て制度を導入するとともに、周知に取り組んでいます。

腕策の 推進方策I
0 バリアフリ ー 法及びバリアフリ一条例に基づき、県・市町が連携し、交通の

バリアフリー化を推進します。

〇 全ての人閃が安心して、快適に移動できる歩行空間を確保するため、利用者
の多い主要な 鉄道駅周辺など で、段差の解消や勾配の改善、歩道の整備、無電
柱化を図り、歩道のバリアフリ ー化を推進します。

〇 ノンステップバスの導入について、積極的に推進を図るとともに、バス停の
整備等について支援します。

〇 障害のある人が 鉄道やバスを容易かつ安全に利用できる よう、鉄道事業者や
バス事業者に 対し、点字案内板や電光表示板等の 設置等、理解と協力を求めて
いきます。

0 バリアフリ ー 法に基づき 市町が定める重点整備地区において、歩行者・自転
車と 車両が通行する時間を分離する歩車分離式信号、音響により歩行者用青信
号の表示を知らせるバリアフリー 対応型信号機等の整備を推進するほか、市街
地等の生活道路における歩行者等の 安全な 通行を確保するための 区域（ゾー

ン）を設定して速度の抑制や 通過交通の抑制・排除を図ります。

〇 障害のある人など歩行が困難な人等に県内共通の 利用証を交付する「いしか
わ支え合い駐車場制度」の周知に取り組み、利用証の普及や協力施設の拡大を
図ります。

くく主要事業»

項目 備者

公共交通利用環境改善設 鉄道駅のバリアフリ ー 化設備整備、 ノンステップバスの導

備整備費補助金 入促進、 バス停の整備等に対し、 助成する。

あんしん歩行空間整備事 既設歩道の段差解消、 視覚障害者誘専用ブロックの設置な
どにより、 道路のバリアフリ ー化を促進する。
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項目

あんしん歩行エリア整備

事業

バリアフリ ー 化整備事業

ゾー ン30

3)住宅環境の整備
限状と課題

備考

死傷事故発生割合の高い生活地域・商業地域における信号

機の高度化、歩車分離式信号機、信号灯器のLED化などを整
備する。

高齢者、 障害のある人等が道路を安全に横断できるよう、
市町が定める重点整備地区の旅客施設周辺などにバリアフリ
一対応型信号機を整備する。

区域（ゾー ン）を定めて最高速度30km/hの速度規制を実
施するとともに、 その他の安全対策を必要に応じて組み合わ
せ、 ゾ ー ン内における速度抑制や抜け道として通行する車両
の抑制等を区る。

〇 住宅は、障害のある人が地域で自立した生活を営む基盤であることから、 生
涯を通じ安定したゆとりある住生活を実現するため、障害のある人にとって住
みよい住宅を整備することが重要です。

〇 県ではバリアフリ 一条例において、バリアフリ ー住宅の整備基準を定めてそ
の普及に努めています。

〇 県営住宅等の公的賃貸住宅のバリアフリ ー 化はもとより、民間の持家につい
ても補助制度を設けて改修等の推進を図っています。

〇 民間住宅のバリアフリ ー改修の相談に対してバリアフリ ーアドバイザーを
派遣し、身体能力や住み方に応じたバリアフリ ー改修の普及に取り組んでいま
す。

0 平成29年の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法
律」の改正により、障害のある人など住宅確保要配慮者を対象とした入居を拒
まない賃貸住宅の登録制度（住宅セ ー フティネット制度）が開始されるなど、
住宅確保要配慮者への住宅供給に関する取り組みが行われています。

腕策の推進方策I
0 バリアフリ 一 条例で定める住宅整備基準について、民間住宅への普及に努め

ます。

0 公的賃貸住宅が障害のある人にとって安全で住みよいものとなるよう公的
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賃貸住宅の整備 を進めるとともに、既存公的賃貸住宅のバリアフリ ー 推進に努
めます。

0 バリアフリ ー体験住宅「ほっとあんしんの家」は、実際の住環境を体験し な
がら、 障害に応じた最適な生活空間を確認できる施設で あり、 こう した施設を
活用することで、本人に適した自立度の高い 住宅環境の推進に努めます。

〇 住宅のバリアフリ ー 化推進のため、 バリアフリ ーアドバイザー の派遣や、
個閃の障害に応じた多様な改造事例なとの情報提供 の充実に努めます。

〇 障害のある人自ら が望む地域において安心して 生活できるよう、住宅セ ーフ
ティネット制度における登録賃貸住宅の拡大に努めます。

くく主要事業»

項目 備者

自立支援型住宅リフォ ー 重度身体障害のある人等が居住する住宅のリフォ ー ムに要

ム推進事業 する費用を補助する。

4)情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実
胴状と課題

〇 障害のある人が必要な情報を 円滑に 取得できるよう、情報バリアフリ ー 環境
を 整備するとともに、障害のある人が円滑に意思表示やコミュニケ ー ションを
行う ことができるよう、意思疎通支援を充実させる必要があります。

〇 手話通訳 者、要約筆記者、盲ろう 者向け 通訳・介助員等の派遣支援や、点訳、
代筆、代読、音声訳等に よる支援、意思疎通支援を担う 人材の育成・確保等に
より、 情報バリアフリ ー や意思疎通支援を 推進していくことが重要です。

〇 障害者基本法や 障害者権利条約では、手話を 言語の一 つとして位置づけてお
り、全国各地で 手話の普及を目的とした手話言語条例が制定されています。本
県において も平成30年4月に 「石川県手話言語条例」 を 施行 し、 手話普及
に向けた取り組みを進めています。

0 行政屑報など公共の情報を提供する際には、それぞれ の障害特性を踏まえた
配慮や提供 手段を充実させるとともに、情報の内容を理解することが困難な人
に 対 しては、必要な情報を分かり やすいかたちで提供するなどの対応を図る必
要があります。
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〇 警察の各種手続において、障害があるためにコミュニケ ー ションや意思表示
に制約を受けることがないよう、 障害特性を踏まえた適切な配慮が必要です。

腕策の推進方策I
〇 視覚障害のある人の活動拠点である視覚障害者情報文化センタ ーの活動を

支援するとともに、点訳ボランティア、音訳ボランティアの養成研修等により、
視覚障害のある人の点訳、代筆、代読、 音声訳等による情報バリアフリ ーや意
思疎通支援の充実に努めます。

〇 聴覚障害のある人の活動拠点である聴覚障害者センタ ーの活動を支援する
とともに、聴覚障害のある人のコミュニケ ー ションの確保のため、手話通訳士、
手話通訳者や要約筆記者の養成に努めます。

〇 障害者ITサポー トセンタ ーにおけるパソコン研修やパソコンボランティア
養成、 派遣の取り組みに努めます。

〇 重度・重複のコミュニケ ー ション障害のある盲ろう者のコミュニケ ー ジョン
及び外出を支援するため、 通訳介助員の派遣に努めます。

〇 県民の誰もが手話に親しみ、 手話に対する理解を深めてもらうよう、県民・
事業者向けの手話講座の開催など、手話を使いやすい環境整備に取り組みます。

〇 聴覚障害のある人の相談窓口である市町において手話通訳者が配置される
よう、未配置市町に対して設置を働きかけます。

〇 知事記者会見における手話通訳者の同席や、県ホ ー ムペ ー ジにて手話通訳入
り動画を配信するなど、県政情報のバリアフリ ーに努めます。

0 選挙公報や政見放送等の選挙に関する情報については、障害のある人の投票
に資するよう、 障害特性に応じた提供に努めます。

〇 詈察の各種手続き等において、障害があるためにコミコニケ ー ションや意思
表示の面で制約を受けることがないよう、 障害特性に応じた手段を確保し、 適
切な対応を図ります。
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《主要事業》

項目 備考

障害者社会参加促進事業
視覚・聴覚障害のある人の自立と社会参加を國るため、 機

（視覚・聴覚）
能訓練・歩行訓練の実施や手話通訳者等の派遣、 点字広報制
作による情報提供等を行う。

視覚、 聴覚その他の障害により、 意思疎通を区ることに支

各種奉仕員等養成事業
障がある人への支援を行うため、 点訳ボランティア、 音訳ボ
ランティア、 手話通訳士、 手話通訳者、 要約筆記者及び盲ろ
う者通訳介助員の養成を行う。

視覚障害者情報文化セン
視覚障害のある人のために情報提供や生活相談等を行う視

タ ーの運営
覚障害者清報文化センタ ーの運営に対し助成し、 視覚障害の
ある人の自立と社会参加を函る。

聴覚障害者センタ ー の運
聴覚障害のある人のために情報提供や生活相談等を行う聴

営
覚障害者センタ ーの運営に対し助成し、 聴覚障害のある人の
自立と社会参加を函る。

障害者 IT サポー トセンタ
上肢・視覚・聴覚障害のある人に対して、 IT に関する利用

ー 事業
相談、 パソコン操作指導、 パソコンボランティアの派遣等を
行う。

字幕入りビデオカセット 聴覚障害のある人に対する情報提供のため、 テレビ番組等
ライブラリ ー 事業 に字墓挿入した DVD の制作を行う。

手話を学ぶ機会の確保のため、 県民・事業者向け手琵講座
手話言語条例普及啓発事 を県内各地域で開催するほか、 広く県民に手話及び条例に対

業 する理解を深めるため、 プロスポ ー ツを活用した普及啓発を
実施する。

盲ろう者通訳介助員派遣 重度盲ろう者のコミュニケ ー ション手段の確保及び移動の
事業 自由を確保するため、 通訳・介助員を派遣する。

5)視覚障害者等の読書環境の整備

1現状と課題I
〇 令和元年6月に施行された「読書バリアフリ ー 法」は、障害の有無に関わら

す、全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することが

できる社会の実現に寄与することを目的としています。

〇 読書は、生涯にわたって、個人の学びや成長を支えるものであり、教養や娯

楽を得る手段のみならす、教育や就労を支える重要な活動です。障害の有無に

関わらす全ての県民が読書に親しむことができる共生社会の実現に向けて、視

覚に障害のある人等（※）が読書をしやすい環境を整えるとともに、広く県民

に対し読書バリアフリ ーについての普及啓発を行っていく必要があります。

（※） 視覚障害、 発達障害、 肢体不自由その他の障害により、 書籍について、
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視覚による表現の認識が困難な者

〇 県が行ったアンケ ート調盃では、約1割の人が、 読むことができる形式（点
字、 電子書籍など）で本を入手できすに読書を諦めたことがあると回答してい
ます。

〇 視覚障害のある人等が利用しやすい書籍として、点字図書、拡大函書、触る
絵本、LLブック、布の絵本等の「アクセジブルな書籍」や、 音声読み上げ対
応の電子書籍、 デイジ 一函書、 オ ーディオブック、テキストデー タ等の「アク
セシブルな電子書籍」など、 さまざまな本があります。

〇 これらのアクセシブルな書籍等について、点字図書館や県立函書館をはじめ
とした公立図書館、学校函書館等が連携し、利用者のニ ー ズに対応できるよう、
所蔵する書籍を充実させる取り組みが必要です。また、 その利用を促進するた
めには、 視覚に障害のある人等やその家族、 支援者等に向けた更なる周知が重
要です。

〇 令和6年3月に改訂した「第4次石川県子ども読書活動推進計画」では、全
ての学校において、多様な子どもの豊かな読書活動を支援するため、 学校函書
館でアクセシブルな書籍等を積極的に整備することや、一人一人の教育的ニ ー

ズや個に応じた配慮をすることなどが定められています。既に本県で実施して
いる計画とも連携を函りながら、 施策を推進する必要があります。

腕策の推進方策I
〇 障害の有無に関わらす、 全ての人が読書を通じて豊かな人生を送れるよう、

読書バリアフリーの意義や取り組み、視覚に障害のある人等が利用しやすい読
書支援サ ー ビスについて票民に広く周知し、共生社会の実現に向けた機運醸成
を図ります。

〇 視覚障害のある人のために点字函書の貸出等を行う点字図書館及び 公立函
書館等との連携により、視覚障害のある人等が読書をしやすい環境の整備に努
めます。

〇 障害の種類や程度に応じたアクセシブルな書籍等の充実に資するよう、点字
図書館の運営及び点字國書館によるデイジ ー図書等の製作を支援するととも
に、 点訳ボランティアや音訳ボランティアの養成に努めます。

0 公立図書館及び 学校函書館は、点字函書館や他の図書館と連携しながら、 ア
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クセシブルな書籍等を充実させる取り組みを進めるとともに、一般函書の利用

も促進するため、拡大読書器等に加え、新たな読書支援機器を継続的に整備し

活用を函るほか、段差の解消に取り組むなと、視覚に障害のある人等が図書館

を円滑に利用できるように努めます。

〇 県立函書館は、大活字本、布の絵本、LLブックなどの アクセシフルな書籍

の提供、対面朗読室の設置、 デイジ ー再生機などの読書支援機器の活用、来館

が困難な方への本の郵送サ ー ビスなどを通して読書環境の整備に努めます。

〇 視覚に障害のある人等やその家族、支援者等に向けて、さまざまな形態の書

籍や、読書支援機器を用いた読書方法があることなど、函書館が提供している

読書支援サ ー ビスについて周知を函るため、相談窓口や支援団体等を通じた情

報発信に努め、 利用を促進します。

0 公立図書館、大学函書館及び学校図書館等の職員を対象に、視覚に障害のあ

る人等への理解や読書バリアフリーを推進するために必要な知識と技能を習

得する研修会を実施し、視覚に障害のある人等の読書活動に関わる職員等の資

質向上を図ります。

0 市町に対し、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画（読書バリ

アフリー推進計画）を策定するよう促すとともに、市町の求めに応じた助言等

を行い、 計画の策定を支援します。

0 市町が実施している日常生活用具給付等事業を通じて、アクセシブルな電子

書籍等を利用するための点字 ディスプレイ、デイジ ー再生機等の端末機器等の

情報提供や給付に対する支援を推進します。

0 本県の読書バリアフリー推進計画の推進に当たっては、効果的な施策展開に

資するよう、点字図書館、公立図書館、学校図書館等の関係者が参加する会議

を設置し、それぞれが実施する取り組みの実態把握や情報共有を行い、関係機

関のさらなる連携を図ります。

〇 定期的に施策の進捗状況を把握し、継続的な改善を函るとともに、国基本計

画及び関連計画の改定や読書バリアフリーの推進に関する新たな取り組みが

必要となった場合には、 適宜計画の見直しを行います。
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《主要事業》

項目 備考

視覚障害のある人のために点字医書や録音区書の制作・貸

点字國書館運営事業 出等の業務を行う点字図書館の運営に対し助成し、 視覚障害

のある人の自立と社会参加を図る。

公立図書館、 大学及び高等専門学校の附属園書館、 学校図

読書バリアフリ ー 体制強 書館等の職員を対象に、 視覚障害がある人への理解や読書バ

化事業 リアフリ ー を推進するために必要な知識と技能を習得する研

修会を開催する。

6)ユニバー サルデザインに基づいた環境整備
限状と課題
0 「ユニバーサルデザイン」は、障害の有無、年齢、性別、人種等に関わらす

多様な人図が利用しやすいようあらかじめ都市や生活環境をデザインする者
え方であり、国の 「コニバーサルデザイン2020 行動計画」では、「心のバリ
アフリ ー」と 「コニバーサルデザインの街づくり」を2つの柱として、共生社
会の実現に向けた取り組みを進めることとしています。

〇 障害のある人だけでなく、誰もが使いやすい ユニバーサルデザインによる製
品開発には、リハビリテー ション専門職や工学、建築、デザインなど多くの専
門家のチ ー ムワ ークが必要となります。

〇 県内企業が ユニバー サルデザイン製品を開発するには産学官の協力体制づ
くりが重要です。

0 選挙や国民審盃等において障害のある人が円滑に投票できるよう、合理的な
配慮を行う必要があります。

腕策の推進方策I
〇 ユニバー サルデザインによる製品の普及や環境の整備が進められるよう、

様皮な機会を捉え、ユニバーサルデザインの考え方について普及啓発に努めま
す。また、ものづくり、まちづくりなとの施策の推進にあたっては、 ユニバー

サルデザインの考え方を基本とします。

0 バリアフリ ー推進工房において、障害のある人へのテクニカルエイド（道具
や環境の適合・改良に関する技術支援）、企業等への福祉用具・ユニバーサル
デザイン製品開発に関する技術支援、公的施設等のバリアフリ ー化に関する技
術支援に取り組みます。
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〇 障害のある人の自立支援や介護者の負担軽減につながる福祉用具やコニバ
ーサルデザイン製品の研究開発を推進するため、県内の産学官連携の強化を進
めます。

0 投票所及び期日前投票所のバリアフリ ー化を推進するほか、障害のある人の
利用に配慮した投票設備の設置を行うなど、障害のある人が投票しやすい環境
を整備するよう市町に働きかけます。

(2)防災・防犯対策の推進

1)防災対策の充実強化
胴状と課題
〇 障害のある人が、地域で安心して生活するためには、 市町の避難行動要支援

者に1系る基本的な考え方を全体計画として定めるとともに、避難行動要支援者
一人ひとりの具体的な避難支援等に係る個別避難計画の作成や、社会福祉施設
等の福祉資源を活用した福祉避難所の指定といった、日頃の備えを強化するこ
とが大切です。

〇 令和3年5月の「災害対策基本法」の改正により、 障害のある人を含む避
難行動要支援者の安全を確保するため、市町村に避難行動要支援者ごとの個別
避難計画の作成が努力義務化されるなど、 避難支援等の強化が函られました。

0 アンケ ー トでは、「災害発生時に一人で避難できる」と回答したのは、身体
障害のある人が34.6%、知的障害のある人が17.3%、精神障害のある人が

46.9％といすれも半数以下の割合となっており、 避難支援の体制強化が求め
られます。

〇 障害のある人は、避難所での生活において特別な配慮を必要とすることから、
避難所において適切な支援を行えるよう体制を整備する必要があります。

〇 障害のある人が広域避難した場合でも切れ目なく障害福祉サー ビス等が提
供されるためには、市町及び地域の相談支援専門員間での連携が重要となりま
す。

〇 障害の特性に応じた情報伝達機器の活用により、防災等の情報が、 障害のあ
る人等に対し、早急かつ的確に伝達される必要があります。
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〇 障害者施設等は、自力での避難が困難な方が多く利用する施設であることか
ら、耐震性の確保と防火対策 の推進が求められています。

〇 障害者施設等は、「障害福祉サ ー ビス事業の設備及び運営に関する基準を定
める条例」等において、 利用者の特性や周辺地域の環境等を踏まえ、非常災害
の種類に応じて、当該非常災害が発生した撮合における利用者の安全の確保の
ための体制、 避難の方法等を定めた計画（施設防災計画）を 策定しなければな
らないとされているほか、「石川県地域防災計画」において、具体的な防災計
画を定め、 施設職員の任務分担、 動員計画、緊急連絡体制を明確化しておくこ
ととされています。

〇 障害福祉サ ー ビス事業所等において自然災害や感染症が発生した場合であ
っても、 障害福祉サ ー ビスが安定的・継続的に提供されるよう、令和3年度か
ら、 障害福祉サ ー ビス事業所等における業務継続計画(BCP)の作成、 職員
への周知、職員研修及び訓練の実施、定期的な業務継続計画の見直しが義務付
けられています。

腕策 の推進方策I
〇 障害のある人が安心して日常生活を送れるよう、「石川県地域防災計画」に

基づき、市町や各施設に働きかけ、在宅や施設における避難体制や支援体制の
整備を図ります。

0 市町の地域防災計画の策定に当たり、障害のある人の意見が反映されるよう
に働きかけます。

0 市町における避難行動要支援者名簿の作成、個別避難計画の策定、 福祉避難
所の指定を 支援し、障害のある人で避難が困難な方や一般の避難所での避難生
活が困難な方等の避難支援体制の整備を図ります。

〇 障害のある人等の要配慮者が、避難所で安I�\して過ごせるよう避難所運営マ
ニュアル等の策定を市町に働きかけます。

〇 災害時に、障害のある人に対する災害ボランティア活動が適切に行われるよ
う、 災害ボランティアコ ー ディネ ー タ ーに対する研修の充実を園ります。

0 市町に対して、 障害のある人への避難場所等の周知や、定期的な防災訓練の
実施を 働きかけます。
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0 広域避難者に障害福祉サ ー ビス等が切れ目なく提供されるよう、市町及び地
域の相談支援専門員間での連携体制の構築を推進します。

〇 障害のある人が、多様な情報伝達手段を用いて防災・避難情報を的確に取得
し、また、緊急時において消防署等へ容易に連絡できるよう、 市町に助言しま
す。

〇 洪水や土砂災害の危険情報が障害のある人に的確に伝わるよう、県河川総合
情報システムや県 土砂災害情報システムの充実に努めるとともに、市町が作成
する「ハザー ドマップ」を活用し、避難に関する情報が的確に伝達され、迅速
な避難につながるよう 市町の体制整備の支援に努めます。

〇 障害者施設等での耐震性の確保と防火対策は、利用者の命にかかわる極めて
重要な課題である ことから、今後とも、国庫補助制度などを活用した防災対策
の強化を働きかけていきます。

〇 県が策定した「障害者施設における防災計画作成指針」に基づいて、施設・
事業所が個別に防災計画を作成し、必要な防災対策に取り組むよう働きかけて
いきます。

0 自然災害等の不測の事態が発生しても、璽要な事業を中断させない、または
中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示し
た事業継続計画(BCP)の作成等について、施設・事業所を指導します。

2)令和6年能登半島地震及び奥能登豪雨への対応
1現状と課題
〇 令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震は、最大震度7を観測す

る未曽有の大災害となりました。さらに、令和6年9月21日には、令和6年
奥能登豪雨が発生し、奥能登地方を記録的な豪雨が襲いました。 これらの災害
により多くの尊い命が失われ、住家や社会インフラ等に甚大な被害が発生しま
した。

〇 障害者施設等の 利用者が、これまでどおりサ ー ビスの提供を受けられるよう、
被災した施設の早期復1日が重要となります。

〇 障害のある人等が被災して仮設 住宅に入居した場合、被災前とは大きく異な
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った環境に置かれることから、 孤立化や、 必要な支援が受けられなくなる恐れ
があります。まだ、 生活再建フロセスで生じる二次的ストレス等により、心身
の不調を生じる被災者が増加することが懸念されています。

〇 被災した高齢者や障害のある人が自宅や仮設住宅で閉じこもりがちになり、
活動量が低下する懸念があることから、生活不活発病や要介護状態になること
を積極的に予防する必要があります。

腕策の推進方策I
〇 被災した障害者施設等の早期復旧を財政面や人材確保なども含めて支援し

ます。

〇 障害のある人等の孤立防止のため、個別訪問等による見守りや日常生活上の
相談支援を実施するとともに、必要に応じて専門機関へつなくなどの支援を行
います。

〇 被災地の仮設住宅等において、高齢者や障害のある人をはじめとした被災者
のコミュニティの構築を支援し、安心して日常生活を送れるように、 総合相談
や食事・入浴等を提供するデイサー ビ ス等の総合的な機能を有するサポート拠
点の設置を支援します。

0 高齢者や障害のある人をはじめとした被災者の生活不活発病予防や介護予
防のため、 仮設住宅等に入居する被災者に対し、リハビリテー ション専門職の
派遣や相談対応を行います。

《主要事業》
項目 備者

社会福祉施設等災害復旧
災害により 一 定以上の建物被害が発生した施設・事業所に

費補助金・児童福祉施設等
災害復旧費補助金

対し、 復旧に要する費用を助成する。

仮 設 住 宅 等 に おけ る通 被災した高齢者や障害のある人（児）等の仮設住宅等にお
所・在宅サー ビスの復興拠 ける安心した生活を支援するため、 総合相談、 デイサ ー ビス
点整備事業費補助金 等の機能を有するサポー ト拠点を設置する費用を助成する。

被災者の生活不活発病の予防や介護予防のため、 県リハビ
リテ ー ションセンタ ーが中核機関となって地域の医療機関等
に所属しているリハビリテ ー ション専門職（理学療法士、 作

復興リハビリテ ー ジョン 業療法土等）を派遣し、 仮設住宅集会所等での運動・認知の
支援事業 維持向上のための介護予防活動、1反設住宅の改修や福祉用具

の導入などによる自立的な生活への相談対応、 市町が実施す
る地域ケア会議等への助言や人材育成などの活動支援を行
つ。
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3)感染症対策の充実強化
1現状と課題
〇 令和2年1月に国内で新型コロナウイルス感染症の感染者が確認され、その

後の感染症の流行によって、障害のある人とその家族等の生活を支える上で欠
かせない障害福祉サ ー ビス等の事業継続が危ぶまれる事態が発生しました。

〇 障害者施設等においては、感染症に対する重症化リスクの高い利用者が多い
ことから、 感染防止対策の徹底が求められています。

〇 障害のある人等、 特に配慮が必要な感染症患者に対する痣床の確保や、 施設
内の療養者に対する適切な医療提供体制の確保が必要となります。

〇 障害のある人が、感染等により外出の自粛を要請されている場合においても、
必要な障害福祉サ ー ビス等の提供が行われる必要があります。

〇 感染症が発生した場合であっても、 障害福祉サ ー ビス等が安定的・継続的に
提供されるよう業務継続計画(BCP)の作成等が重要となります。

腕策の推進方策I
〇 障害者施設等における感染症の予防及びまん延防止対策の適切な実施を促

進します。

〇 障害のある人等、特に配慮が必要な感染症患者に対する医療提供体制の確保
を推進します。

〇 感染症のまん延時において、福祉ニ ー ズのある外出自粛対象者が適切な支援
を受けられるよう、市町及び障害福祉サ ー ビス事業者等との連携を推進します。

〇 感染症のまん延時においても必要な障害福祉サ ー ビス等の提供が継続され
るよう、 事業継続計画(BCP)の作成等について、 施設・ 事業所を指導しま
す。

4)防犯対策の充実強化
1現状と課題
〇 県警察では、聴覚に障害のある人等、音声による110番通報が困難な方が、

音声によらすに警察に緊急通報できるようにしており、これらの通報手段につ
いて周知を図る必要があります。
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〇 県警察では、IP防犯ネット登録している機 関、団体に対し、 防犯情報メ ー

ル の配信を行っています。障害のある人への防犯情報の提供の強化を図る彩要
があります。

0 公共施設、学校、高齢者施設、 障害者施設などにおいて不審者 の侵入を防止
する観点から、施設や事業所に対する速やかな情報伝達と、防犯 対策の確実 な
実施が求められています。

腕策の推進方策I
0 「メ ー ル110番」、「ファックス110番」、「アプリ110番システム」に

より、聴覚に障害のある人等、音声による110番通報が困難な方からの緊急
の通報手段を確保します。

〇 施設・事業所に対して、危機管理に関する情報伝達が確実に実施できる よう 、
県が所管する全ての 障害者施設・事業所 等の連絡先を把握し、更新を行ってい
きます。

くく主要事業»

項目 備考

「メ ー ル110番」、 「フ
聴覚に障害がある人等、音声による110番通報が困難な方

アックス110番」、 「ア
が事件や事故に遭遇した場合に、 メ ー ル、 ファックス及びア

プリ110番ジステム」の
プリを活用しだ110番通報ジステムを設置し、 運用を図る。

設置

安全•安心に役立つ情報を社会各分野の団体・個人にタイ
ムリー に提供することにより、 警察関係機関・団体が相互に

「 IP 防犯ネット」情報配 協力連携して、 被害を防止し、 犯罪の起きにくい社会づくり

信事業 を推進する「石川県警察 IP 防犯ネットワ ー ク」を構築し、

障害者福祉関係団体を含む登録団体に「 IP 防犯ネット」情
報をメ ー ル配信する。

話し言葉によるコミュニケ ー ションにバリアのある知的障
警察版コミュニケ ー ショ 害や自閉症の万、 外国人、 高齢者、 幼児等とのコミュニケ ー

ン支援ボ ー ドの配置 ション支援を目的として作成された、 絵柄指差し型のコミュ
ニケ ージョン支援ボ ー ドを交番等に配置し、 活用を函る。

5)消費者トラブルの防止及び被害からの救済
睛状と課題I
〇 障害のある人が被害にあうことが な いように、日頃から消費者トラブルに関

する情報や知識を得ることが大切です。
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〇 判断能力が不十分な知的障害のある人などが、不当な訪問販売などの消費者
被害にあわないようにするため、障害のある人を周囲で見守る人への消費者教
育が必要です。

〇 県・市町の消費生活相談窓口においては、障害のある人の特性に配慮し、 相
談に適切に対応する必要があります。

腕策の推進方策I
〇 障害のある人が消費者被害にあわないように、必要な情報提供を行うととも

に、セミナ ーや講座の開催により、障害のある人を周囲で見守る人への教育を
推進します。

0 地域における見守りネットワ ークの設置を促進し、消費者被害の防止を図り
ます。

〇 判断能力が十分でない人が消費者被害にあわないように、本人の法律行為を
助ける成年後見制度の普及に努めます。

〇 県・市町の消費生活相談窓□ （消費者ホットライン188)や「障害者110
番」などにおいて、障害のある人の消費者トラブルに関する相談に対応します。
また、メ ールやファックス等による消費生活相談の受付など、障害のある人の
特性に配慮した消費生活相談体制の整備を図ります。

くく主要事業»

項目 備者

障害のある人が安心して生活を送れるよう、 障害のある人

障害者110番運営事業 やその家族の今後の生活設計や財産管理、 雇用等に関する問

題についての相談窓口を設置する。
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第4部 プランの数値目標・見込量

1第1章 障害福祉サ ー ビス等の数値目標・見込量I

［回
障害者総合支援法第89条及び児童福祉法第33条の22 に基づき、令和6年度か

ら令和8年度までの障害福祉サ ー ビス、地域生活支援事業及び障害児通所支援等の数

値目標及び見込量を定める ものです。 なお、数値目標及び見込量については、市町の

見込の積み上げと、 国の指針や県の方向性を踏まえて定めたものです。

|2 数値目標等I

これまでの実績等を踏まえて、 以下のとおり令和8年度の数値目標等を定めます。

なお、令和9年度以降の数値目標等については、令和8年度以降に検討することと

しています。

(1)施設入所者の地域生活への移行

地域生活への 移行を進 めるため、施設入所者のうち、今後、グル ー プホ ーム、一

般住宅等に移行する者の数について次のとおり数値目標を定めます。

項目
令和4年度末 令和8年度末

備考
実績 目標

施設入所者数 1,566人 1,498人

68人
施設入所者の削減見込数

（削減見込） （割合は削減見込数を令和4年
(4.3%) 

度末実績で除した植）

項目
令和4年度末 令和8年度末

備考
実績 目標

地域生活への移行者数 27人 93人
実績及び目標値は、 当該年度か
ら過去3か年の合計個

(2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

精神障害のある人が、地域の一 員として安心して自分らしい薯らしをすることが

できるよう、 精神障害（発達障害及び高次脳機能障害を含む。）にも対応した地域

包括ケアシステムの構築を推進するため、 次のとおり目標を定めます。

83 



項目 令和2年度
実績

精神病床における入院後3ヵ
月時点の退院率 67.1% 

精神病床における入院後6ヵ
月時点の退院率 81.7% 

精神病床における入院後 12
ヵ月時点の退院率 88.8% 

精神病床から退院後1年以内 330.8日
の 地域における平均生活日 数 (R3年度）

項目 令和
実
5
績
年度

精神病床における 1年以上長期入院患者数

16 5歳以上 1,234人 1

6 5歳未満 595人 1

令和8年度 備者目標

精神科病院に新規入院した 者

68.9% で 、3ヵ月以内に退院した 者の

割合
精神科病院に新規入院した 者

84.5% で 、6ヵ月以内に退院した 者の

割合
精神科病院に新規入院した 者

91.0% で 、1 2ヵ月 以内に退院した者
の割合
精神障害のある人が精神病院

325.3日 から退院した後の 1年間にお
以上 いて、地域 で生活した日 数の平

均

令和8年度 備者目標

1,033人
＇精神科病院への入院期間が1

529人
， 年以上である者の数

(3)福祉施設から 一般就労への移行等

福祉施設における就労支援を強化するため、福祉施設から 一 般就労に移行する者
等について、次のとおり数値目標を定めます。

項目 令和5年度末 令和8年度末 備考実績 目標

福祉施設から 一般就労への移 191人 204人 福祉施設を退所し、一般就労し
行者数 た 者の数

就労移行支援事業から 一般就 102人 134人 就労移行支援事業を通じて一

労への移行者数 般就労に移行する者の数

就労継続支援A型事業から 一
44人 57人 就労継続支援A型事業を通じ

般就労への移行者数 て一般就労に移行する者の数
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項目
令和5年度末 令和8年度末

実績 目標
備者

就労継続支援B型事業から一 就労継続支援B型事業を通じ
般就労への移行者数

33人 43人
て一般就労に移行する者の数

一般就労移行者の割合が5割
就労移行支援事業利用終了者

以上の就労移行支援事業所の 50.0% 
に占める一般就労へ移行した

割合
者の割合が5割以上の事業所
の割合

就労定善支援事業の利用者数 146人
就労定善支援事業を利用した
者の数

就労定着率7割以上の就労定
就労定善支援事業による就労

善支援事業所の割合
25.0% 定着率が7割以上の事業所の

割合

(4)就労継続支援（B型）事業のエ賃月額引き上げ目標

就労継続支援CB型）事業利用者のエ賃水準を高めるため、 令和6年度に「石川

県エ賃向上計画」 を見直し、 エ賃目標を次のとおり定めます。

項目 令和5年度 令和8年度
実績 目標

工賃平均月顎 23,060円 25,200円

(5)地域生活支援及び相談支援体制の充実等

障害のある人の地域生活を支援するために必要となる機能（①相談②緊急時の

受け入れ・対応③体験の機会・場④専門的人材の確保・養成⑤地域の体制づく

り）を集約した拠点等について、 令和8年度までに、 県内ほぼ全ての市町に確保さ

れ、年1回以上、 運用状況の検証及び検討が行われるとともに、 地域の実情に応じ

て拠点コ ー ディネ ータ ーが配置されるよう体制の整備を推進します。また、強度行

動障害を有する者に関する支援ニ ー ズを把握し、 支援体制の整備を函ります。

地域における相談支援の中核的な役割を担う「基幹相談支援センタ ー」について

は、 令和8年度までに、 隈内ほぼ全ての市町に確保されるよう整備を推進します。
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(6)障害児支援の提供体制の整備等

障害のある子どもが身近な地域で適切な支援が受けられるよう、次のとおり目標

を定めます。

項目
令和5年度末 令和8年度末

実績 目標

児童発達支援センタ ー
4圏域 設置市町の拡充
7市町

障害児の地域社会への参加・包容（インクル ー ジョン） 4圏域 各市町に整備
を推進する体制 9市町

難聴児支援のための中核的機能を果たす体制の確保
及び新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の 整備済み
構築

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所 3圏域 各圏域に整備
4市町

主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサ ー ビ 3圏域 各圏域に整備
ス事業所 4市町

医療的ケア児支援センタ ー の設置及び医療的ケア児
整備済み

等の支援を総合調整するコ ーディネ ータ ーの配置

医療的ケア児の支援に向けた保健、 医療、 障害福祉、 県及び各圏域 県及び各市町
保育、 教育等の関係機関の協議の場 に整備 に整備

医療的ケア児等に関するコ ーディネ ータ ーの配置 県・各圏域に配置 県・各市町に配置

障害児入所施設に入所している児童が、 18歳以降大
人にふさわしい環境へ円滑に移行できるよう、移行調 整備済み
整に1系る協議の場の設置
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|3 サ ー ビス見込量・活動指標I

(1)障害福祉サ ー ビス等の見込量

障害福祉サ ー ビス等のサ ー ビス見込量について、これまでの利用実績の伸び等を

もとに市町の見込量を積み上げ、 次のとおり定めます。

0障害福祉サ ー ビス等の種類

区分 サ ー ビスの種類 内容

居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、 食事の介護等を行う

重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人等に、自宅で、入浴、排せつ、食事の

介護、外出時における移動支援などを総合的に行う

同行援護
視覚障害により、 移動に者しい困難を有する人に、 移動に必要な情報の提供（代筆・

代読を含む）、 移動の援護等の外出支援を行う

行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支

援、外出支援を行う

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、 居宅介護等複数のサー ビスを包括的に行う

生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、 創

作的活動又は生産活動の機会を提供する

自立訓練（機能訓練）
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上のために必

要な訓練を行う

自立訓練（生活訓練）
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のだめに必

要な訓練を行う

就労選択支援
障害のある人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、本人の希望、就

労能力や適性等に合った選択を支援する

就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上の

し ために必要な訓練を行う

ス 就労継続支援(A型）
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上

のために必要な訓練を行う（雇用型）

就労継続支援CB型）
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上

のために必要な訓練を行う（非雇用型）

就労定着支援 一般就労に移行した人に、 就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う

療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、 医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護

及び日常生活の世話を行う

短期入所
自宅で介護する人が病気の場合などに、 短期間、 夜間も含め施設で、 入浴、 排せつ、

食事の介護等を行う

自立生活援助
一人暮らしに必要な理解カ・生活力等を補っため、定期的な居宅訪問や随時の対応に

より必要な支援を行う

共同生活援助
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助

等を行う

施設入所支援 施設に入所する人に、 夜間や休日、 入浴、排せつ、 食事の介護等を行う

計画相談支援
障害のある人の心身の状況、置かれている環境、サー ビスの利用意向その他の内容を

記載しだサー ビス等利用計画の作成及び見直しを行う

］
地域移行支援

施設に入所する人等に、住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に

関する相談支援を行う

地域定着支援
居宅において単身等で生活する人に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因し

て緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行う

障害児相談支援
障害のある子どもの心身の状況、置かれている環境、サー ビスの利用意向その他の内

容を記載した障害児支援利用計画の作成及び見直しを行う

児童発達支援
未就学の障害のある子ともに、日常生活における基本的な動作指尊、知識技能の付与、

害
障 集団生活への適応訓練を行う

放課後等デイサー ビス
学校就学中の障害のある子どもに、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能

児 力向上のための訓練等を行う

； 保育所等訪問支援
保育所等を利用中の障害のある子ども等に、訪問により、保育所等における集団生活

への適応のための専門的な支援を行う

居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等があり外出が著しく固難な子どもに、居宅訪問により、日常生活におけ

る基本的な動作指尊、 知識技能の付与、 生活能力向上のための訓練等を行う

入

害
障 福祉型障害児入所施設

障害のある子どもを入所させ、日常生活の指違、独立自活に必要な知識技能の付与を

行う

｀兒 医療型障害児入所施設
障害のある子どもを入所させ、 日常生活の指遍、 独立自活に必要な知識技能の付与、

治療を行う
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① サ ー ビス見込量（県全域）

サービスの種類

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労選択支援

就労移行支援

就労継続支援CA型）

就労継続支援CB型）

就労定着支援

療養介護

短期入所

自立生活援助

共同生活援助

施設入所支援

計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

居宅訪問型児童発達支援

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

障害児相談支援

単位

時閻

人

時問

人

時間

人

時閻
......... ..................... 

人

時問

人

人日
•m - - -•••,......“―··· 

人

人日
......... .................. ... 

人

人日
......... ..................... 

人

人

人日
......... .................. ... 

人

人日
......... ..................... 

人

人日
......... .................. ... 

人

人

人

人日
......... .................. ... 

人

人

人

人

人

人

人

人日
......... ..................... 

人

人日
•m - - -•••,......“―··· 

人

人日
......... ..................... 

人

人日
......... ..................... 

人

人

人

人

令和4年度 令和6年度
実績 見込

20,791 21,084 
．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．  ．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

1,309 1,343 

4,817 5,326 
•••• ----•••• ••“―·--- _......... __ -- .. ........... _ ---·-―· •••• ----•••• ••“―·--

19 24 

1.402 1,517 
．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．  ．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

151 155 

890 965 
....... ...... .................. ...... .................. ... ..... ．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

59 62 

゜ 1,420 
．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．  ．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

゜ 3 

57,632 60,004 
•••• ----•••• ••“―·--- _......... __ -- .. ........... _ ---·-―· •••• ----•••• ••“―·--

2,863 2,902 

589 459 
．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．  ．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

56 47 

2,233 2,618 
....... ...... .................. ...... .................. ... ..... ．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

171 192 

----- ---
---

3,526 4,287 
．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．  ．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

262 292 

24,898 27,098 
....... ...... .................. ...... .................. ... ..... ．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

1,312 1,380 

55,117 59,500 
．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．  ．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

3,266 3,450 

88 104 

316 319 

2,058 3,131 
．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．  ．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

563 649 

25 40 

1,697 1,846 

1,585 1,554 

4,112 4,388 

14 28 

61 77 

3,038 3,439 
....... ...... .................. ...... .................. ... ..... ．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

310 322 

30,147 37,560 
•••• ----•••• ••“―·--- _......... __ -- .. ........... _ ---·-―· •••• ----•••• ••“―·--

2,067 2,393 

29 68 
....... ...... .................. ...... .................. ... ..... ．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

26 42 

14 62 
....... ...... .................. ...... .................. ... ..... ．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

4 13 

48 55 

53 53 

1,047 1,201 

注）時間：月間のサ ー ビス提供時間 人：月間の利用人数
人日：「月間の利用人数」x「 一人が1月に利用する平拘日数」

88 

令和7年度 令和8年度
見込 見込

21,418 21,756 
...... .................. ...... ..................... ... ......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

1,370 1,395 

5,391 5,465 
---·-―· •••• ----•••• ••“―· --- -•••• •• --· •••• •••• ----••“―· •••• --- -•••• ••“―· ••• 

24 25 

1,556 1,604 
...... .................. ...... ..................... ... ......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

160 165 

987 1,009 
．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

64 66 

1,420 1,427 
...... .................. ...... ..................... ... ......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

3 5 

60,589 61,184 
---·-―· •••• ----•••• ••“―· --- -•••• •• 

2,935 2,965 

467 476 
...... .................. ...... ..................... ... ......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

48 49 

2,836 3,063 
．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

206 222 

143 271 

4,545 4,844 
...... .................. ...... ..................... ... ......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

315 341 

28,317 29,758 
．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

1.442 1,516 

61,456 63,502 
...... .................. ...... ..................... ... ......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

3,560 3,675 

122 143 

320 322 

3,331 3,590 
...... .................. ...... ..................... ... ......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

695 758 

45 50 

1,930 2,029 

1,532 1,511 

4,544 4,699 

33 42 

83 91 

3,641 3,864 
．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

332 344 

41,055 4 4,913 
---·-―· •••• ----•••• ••“―· --- -•••• •• --· •••• •••• ----••“―· •••• --- -•••• ••“―· ••• 

2,594 2,811 

80 94 
．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

50 60 

70 87 
．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

15 19 

55 55 

53 53 

1,284 1,371 

| | 

| 

・・・ 1 ,•---• 一•-•一



② サ ー ビス見込量（南加賀）

サービスの種類 単位

居宅介護
時問

人

重度訪問介護
時間

人

同行援護
時間

人

行動援護
時問

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

重度障害者等包括支援
時問

人

生活介護
人日

-- -•••• ••“―·--

人

自立訓練（機能訓練）
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

自立訓練（生活訓練）
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

就労選択支援 人

就労移行支援
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

就労継続支援CA型）
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

就労継続支援CB型）
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

就労定着支援 人

療養介護 人

短期入所
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

自立生活援助 人

共同生活援助 人

施設入所支援 人

計画相談支援 人

地域移行支援 人

地域定着支援 人

児童発達支援
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

放課後等デイサービス
人日

-- -•••• ••“―·--

人

保育所等訪問支援
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

居宅訪問型児童発達支援
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

障害児相談支援 人

令和4年度
実績

2,157 
....... ...... .................. ...... .................. ...... ... 

178 

470 
.... _ ---·-―· •••• ----•••• ••“―·----

1 

255 
....... ...... .................. ...... .................. ...... ... 

46 

106 
....... ...... .................. ...... .................. ......... 

5 

゜
....... ...... .................. ...... .................. ...... ... 

゜

12,216 
.... _ ---·-―· •••• ----•••• ••“―·----

610 

4 
....... ...... .................. ...... .................. ...... ... 

1 

204 
....... ...... .................. ...... .................. ......... 

17 

-----

373 
....... ...... .................. ...... .................. ...... ... 

28 

4,808 
....... ...... .................. ...... .................. ......... 

245 

11,399 
....... ...... .................. ...... .................. ...... ... 

666 

14 

82 

263 
....... ...... .................. ...... .................. ...... ... 

56 

8 

332 

339 

572 

2 

4 

676 
....... ...... .................. ...... .................. ......... 

91 

5,308 
.... _ ---·-―· •••• ----•••• ••“―·----

358 

14 
....... ...... .................. ...... .................. ......... 

6 

6 
....... ...... .................. ...... .................. ......... 

1 

164 

令和6年度
見込

2,320 
............. ...... .................. ...... ..................... 

197 

475 
....... __ -- __.,....... _ ---·-―· •••• --

1 

282 
............. ...... .................. ...... ..................... 

42 

111 
............. ...... .................. ...... ..................... 

5 

゜
............. ...... .................. ...... ..................... 

゜

12,157 
....... __ -- __.,....... _ ---·-―· •••• --

609 

29 
............. ...... .................. ...... .................. ... 

5 

241 
............. ...... .................. ...... ..................... 

21 
----

--

402 
............. ...... .................. ...... .................. ... 

31 

5,038 
............. ...... .................. ...... ..................... 

264 

12,332 
............. ...... .................. ...... ..................... 

731 

20 

80 

361 
............. ...... .................. ...... .................. ... 

77 

10 

349 

330 

619 

4 

5 

722 
............. ...... .................. ...... ..................... 

92 

6,147 
....... __ -- __.,....... _ ---·-―· •••• --

405 

22 
............. ...... .................. ...... ..................... 

， 

8 
............. ...... .................. ...... ..................... 

2 

181 

注）時閻：月閻のサ ー ビス提供時間 人：月間の利用人数
人日： 「月間の利用人数」x「一人が1月に利用する平均日数」

89 

令和7年度 令和8年度
見込 見込

2,393 2,466 
...... .................. ...... .................. ...... ........ .. .................. ...... .................. ...... ................ .. 

204 211 

475 475 
-- __.,....... _ ---·-―· •••• --- -•••• ••• ．．噸..........“-----......... _ -- -·-―.....一

1 1 

287 292 
...... .................. ...... .................. ...... ........ .. .................. ...... .................. ...... ................ .. 

43 44 

111 111 
...... .................. ...... ..................... ... .......... ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

5 5 

゜ ゜
...... .................. ...... .................. ...... ........ .. .................. ...... .................. ...... ................ .. 

゜ ゜

12,207 12,262 
-- __.,....... _ ---·-―· •••• --- -•••• ••• ．．噸..........“-----......... _ -- -·-―.....一

617 625 

29 29 
...... .................. ...... ..................... ... .......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

5 5 

241 241 
...... .................. ...... ..................... ... .......... ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

21 21 

7 7 

430 458 
...... .................. ...... ..................... ... .......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

34 37 

5,172 5,326 
...... .................. ...... ..................... ... .......... ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

271 279 

12,702 13,087 
...... .................. ...... .................. ...... ........ .. .................. ...... .................. ...... ................ .. 

756 782 

21 22 

81 82 

372 383 
...... .................. ...... ..................... ... .......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

79 81 

11 12 

357 366 

327 326 

645 665 

5 7 

7 8 

730 738 
...... .................. ...... ..................... ... .......... ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

93 94 

6,470 6 ,778 
-- __.,....... _ ---·-―· •••• --- -•••• ••• ．．噸..........“-----......... _ -- -·-―.....一

426 446 

23 23 
...... .................. ...... ..................... ... .......... ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

10 10 

8 8 
...... .................. ...... ..................... ... .......... ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

2 2 

193 204 

l 
； 

I 
I 

I 
I'
 

； 

．
 

； 

： 
： 

： 

．
 

．
 



③ サ ー ビス見込量（石川中央）

サービスの種類

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労選択支援

就労移行支援

就労継続支援CA型）

就労継続支援CB型）

就労定着支援

療養介護

短期入所

自立生活援助

共同生活援助

施設入所支援

計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

居宅訪問型児童発達支援

障害児相談支援

単位

時閻

人

時問

人

時間

人

時閻
......... ..................... 

人

時問

人

人日
•m - - -•••,......“―··· 

人

人日
......... .................. ... 

人

人日
......... ..................... 

人

人

人日
......... .................. ... 

人

人日
......... ..................... 

人

人日
......... .................. ... 

人

人

人

人日
......... .................. ... 

人

人

人

人

人

人

人

人日
......... ..................... 

人

人日
•m - - -•••,......“―··· 

人

人日
......... ..................... 

人

人日
......... ..................... 

人

人

令和4年度
実績

17,004 
.............. .................. ......... .............. ...... .. 

935 

3,922 
........ ---•••• ••“―· ---- -•••• ••“--- •• 

17 

1,006 
.............. .................. ......... .............. ...... .. 

86 

751 
.............. .................. ......... .............. ... ..... 

47 

゜
.............. .................. ......... .............. ...... .. 

゜

32.265 
........ ---•••• ••“―· ---- -•••• ••“--- •• 

1,584 

134 
.............. .................. ......... .............. ... ..... 

17 

1.876 
.............. .................. ......... .............. ... ..... 

134 

-----

2,769 
.............. .................. ......... .............. ... ..... 

194 

17,865 
.............. .................. ......... .............. ... ..... 

942 

30,896 
.............. .................. ......... .............. ... ..... 

1,857 

73 

145 

1,264 
.............. .................. ......... .............. ... ..... 

393 

2 

1,001 

753 

2,583 

8 

37 

2,266 
.............. .................. ......... .............. ... ..... 

199 

21,610 
........ ---•••• ••“―· ---- -•••• ••“--- •• 

1,472 

13 
.............. .................. ......... .............. ... ..... 

18 

7 
.............. .................. ......... .............. ... ..... 

2 

764 

令和6年度
見込

17,186 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

949 

4,261 
........... _ ---·-―· •••• ----•••• ••“―·--

19 

1,057 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

87 

792 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

49 

1,400 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

1 

34,097 
........... _ ---·-―· •••• ----•••• ••“―·--

1,594 

183 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

21 

2,096 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

144 

---
---

3,306 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

220 

19,745 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

984 

33,990 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

1,951 

78 

146 

2,132 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

445 

6 

1,135 

739 

2,756 

12 

44 

2,573 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

206 

27,708 
........... _ ---·-―· •••• ----•••• ••“―·--

1,722 

33 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

23 

40 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

8 

867 

注）時間：月閻のサ ー ビス提供時間 人：月間の利用人数
人日： 「月間の利用人数」 x 「 一人が1月に利用する平均日数」

90 

令和7年度 令和8年度
見込 見込

17,358 17,530 
...... .................. ...... .................. ...... ......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

963 976 

4,326 4,398 
---·-―· •••• ----•••• ••“―· ----•••• •• --· •••• •••• ----••“―· •••• ----•••• ••“―· ••• 

19 19 

1,085 1,117 
...... .................. ...... .................. ...... ......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

90 92 

813 833 
．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

51 52 

1,400 1,405 
...... .................. ...... .................. ...... ......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

1 2 

34,338 34,581 
---·-―· •••• ----•••• ••“―· ----•••• •• --· •••• •••• ----••“―· •••• ----•••• ••“―· ••• 

1,603 1,611 

191 200 
...... .................. ...... .................. ...... ......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

22 23 

2,239 2,404 
．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

152 161 

127 248 

3,522 3,751 
...... .................. ...... .................. ...... ......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

240 260 

20,371 21,027 
．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

1,013 1,043 

35,115 36,272 
...... .................. ...... .................. ...... ......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

2,010 2,070 

93 111 

146 146 

2,273 2,463 
...... .................. ...... .................. ...... ......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

478 525 

8 ， 

1,192 1,261 

726 713 

2,842 2,929 

15 18 

45 46 

2,756 2,951 
．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

213 220 

30,692 34,038 
---·-―· •••• ----•••• ••“―· ----•••• •• --· •••• •••• ----••“―· •••• ----•••• ••“―· ••• 

1,888 2,070 

44 56 
．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

30 39 

48 60 
．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

10 13 

928 993 

| 1 .. 

| 9 .. 



④ サ ー ビス見込量（能登中部）

サービスの種類 単位

居宅介護
時問

人

重度訪問介護
時間

人

同行援護
時間

人

行動援護
時問

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

重度障害者等包括支援
時問

人

生活介護
人日

-- -•••• ••“―·--

人

自立訓練（機能訓練）
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

自立訓練（生活訓練）
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

就労選択支援 人

就労移行支援
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

就労継続支援CA型）
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

就労継続支援CB型）
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

就労定着支援 人

療養介護 人

短期入所
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

自立生活援助 人

共同生活援助 人

施設入所支援 人

計画相談支援 人

地域移行支援 人

地域定着支援 人

児童発達支援
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

放課後等デイサービス
人日

-- -•••• ••“―·--

人

保育所等訪問支援
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

居宅訪問型児童発達支援
人日

．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

人

障害児相談支援 人

令和4年度
実績

1,071 
....... ...... .................. ...... .................. ...... ... 

128 

425 
.... _ ---·-―· •••• ----•••• ••“―·----

1 

127 
....... ...... .................. ...... .................. ...... ... 

16 

゜
....... ...... .................. ...... .................. ......... 

゜

゜
....... ...... .................. ...... .................. ...... ... 

゜

7,976 
.... _ ---·-―· •••• ----•••• ••“―·----

395 

451 
....... ...... .................. ...... .................. ...... ... 

38 

99 
....... ...... .................. ...... .................. ......... 

11 

-----

259 
....... ...... .................. ...... .................. ...... ... 

20 

1,097 
....... ...... .................. ...... .................. ......... 

63 

8,425 
....... ...... .................. ...... .................. ...... ... 

469 

1 

59 

292 
....... ...... .................. ...... .................. ...... ... 

55 

14 

206 

292 

498 

2 

16 

65 
....... ...... .................. ...... .................. ......... 

15 

2,642 
.... _ ---·-―· •••• ----•••• ••“―·----

192 

2 
....... ...... .................. ...... .................. ......... 

2 

1 
....... ...... .................. ...... .................. ......... 

1 

80 

令和6年度
見込

1,091 
............. ...... .................. ...... ..................... 

135 

420 
....... __ -- __.,....... _ ---·-―· •••• --

1 

133 
............. ...... .................. ...... ..................... 

20 

゜
............. ...... .................. ...... ..................... 

゜

゜
............. ...... .................. ...... ..................... 

゜

8,141 
....... __ -- __.,....... _ ---·-―· •••• --

414 

207 
............. ...... .................. ...... .................. ... 

18 

157 
............. ...... .................. ...... ..................... 

18 
----

--

345 
............. ...... .................. ...... .................. ... 

26 

1,140 
............. ...... .................. ...... ..................... 

67 

8,698 
............. ...... .................. ...... ..................... 

500 

4 

61 

349 
............. ...... .................. ...... .................. ... 

73 

21 

205 

293 

528 

， 

23 

77 
............. ...... .................. ...... ..................... 

17 

3,051 
....... __ -- __.,....... _ ---·-―· •••• --

217 

10 
............. ...... .................. ...... ..................... 

8 

14 
............. ...... .................. ...... ..................... 

3 

110 

注）時閻：月閻のサ ー ビス提供時間 人：月間の利用人数
人日： 「月間の利用人数」x「一人が1月に利用する平均日数」

91 

令和7年度 令和8年度
見込 見込

1,175 1,263 
.................. ...... .................. ...... ................ .. 

140 144 

420 422 
-- __.,....... _ ---·-―· •••• --- -•••• ••• ．．噸..........“-----......... _ -- -·-―.....一

1 2 

136 147 
...... .................. ...... .................. ...... ........ .. .................. ...... .................. ...... ................ .. 

21 23 

゜ 2 
...... .................. ...... ..................... ... .......... ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

゜ 1 

゜ 2 
...... .................. ...... .................. ...... ........ .. .................. ...... .................. ...... ................ .. 

゜ 1 

8,307 8,479 
-- __.,....... _ ---·-―· •••• --- -•••• ••• ．．噸..........“-----......... _ -- -·-―.....一

423 431 

207 207 
...... .................. ...... ..................... ... .......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

18 18 

202 264 
...... .................. ...... ..................... ... .......... ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

23 30 

7 12 

363 409 
...... .................. ...... ..................... ... .......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

27 30 

1,469 1,928 
...... .................. ...... ..................... ... .......... ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

86 113 

9,034 9,395 
...... .................. ...... .................. ...... ........ .. .................. ...... .................. ...... ................ .. 

520 541 

5 7 

61 62 

374 402 
...... .................. ...... ..................... ... .......... .................. ...... .................. ...... ................ .. 

81 91 

23 26 

214 225 

290 287 

561 596 

10 13 

26 31 

88 108 
...... .................. ...... ..................... ... .......... ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

19 23 

3,229 3,423 
-- __.,....... _ ---·-―· •••• --- -•••• ••• ．．噸..........“-----......... _ -- -·-―.....一

230 244 

10 12 
...... .................. ...... ..................... ... .......... ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

8 ， 

14 19 
...... .................. ...... ..................... ... .......... ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

3 4 

119 128 

ー



⑤ サ ー ビス見込量（能登北部）

サービスの種類

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労選択支援

就労移行支援

就労継続支援CA型）

就労継続支援CB型）

就労定着支援

療養介護

短期入所

自立生活援助

共同生活援助

施設入所支援

計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

居宅訪問型児童発達支援

障害児相談支援

単位

時閻

人

時問

人

時間

人

時閻
......... ..................... 

人

時問

人

人日

人

人日
......... .................. ... 

人

人日
......... ..................... 

人

人

人日
......... .................. ... 

人

人日
......... ..................... 

人

人日
......... .................. ... 

人

人

人

人日
......... .................. ... 

人

人

人

人

人

人

人

人日
......... ..................... 

人

人日
•m - - -•••,......“―··· 

人

人日
......... ..................... 

人

人日
......... ..................... 

人

人

令和4年度
実績

559 
．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．  

68 

゜
•••• ----•••• ••“―·--- _......... __ -- .. 

゜

14 
．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．  

3 

33 
....... ...... .................. ...... .................. ... ..... 

7 

゜
．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．  

゜

5,175 

274 

゜
．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．  

゜

54 
....... ...... .................. ...... .................. ... ..... 

， 

-----

125 
．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．  

20 

1,128 
....... ...... .................. ...... .................. ... ..... 

62 

4,397 
．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．  

274 

゜

30 

239 
．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．  

59 

1 

158 

201 

459 

2 

4 

31 
....... ...... .................. ...... .................. ... ..... 

5 

587 
•••• ----•••• ••“―·--- _......... __ -- .. 

45 

゜
....... ...... .................. ...... .................. ... ..... 

゜

゜
....... ...... .................. ...... .................. ... ..... 

゜

39 

令和6年度
見込

487 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

62 

170 
........... _ ---·-―· •••• ----•••• ••“―·--

3 

45 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

6 

62 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

8 

20 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

2 

5,609 
........... _ ---·-―· •••• ----•••• ••“―·--

285 

40 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

3 

124 
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
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(2)地域生活支援事業に関する活動指標

障害のある人が地域で生活を営むことができるように、市町は地域の実情に応じ

て、相談支援やコミュニケ ー ション支援といった地域生活支援事業を実施していま

す。

県では、専門性が高い相談支援や広域的な対応が必要な事業を実施することとな

っていることから、 これらの事業について次のとおり利用見込量を定めます。

事業の種類 単位
令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

実績 見込 見込 見込

実施箇所数 箇所 2 2 2 2 
発達障害者支援センタ ー

利用者数 人 1.495 1,500 1,500 1,500 

障害者就業・
実施箇所数 箇所 3 3 3 3 

生活支援センタ ー

利用者数 人 2,232 2,322 2,414 2,510 

高次脳機能障害相談・
実施箇所数 箇所 1 1 1 1 

支援センタ ー

利用者数 人 99 100 100 100 

(3)障害者雇用の推進に関する活動指標

就労支援機関と連携して障害者雇用を推進するため、次のとおり障害者雇用に関

する事業の見込量を定めます。

項目
令和5年度 令和8年度

備考
実績 見込

職業訓練の受講者数 55 人 66 人
一般就労者数のうち、 票、 国の職業訓練

を受講した者の数

福祉施設から公共職業安定所への誘 270 人 324 人
一般就労者数のうち、 公共職業安定所を

導者数 利用した者の数

福祉施設から障害者就業・生活支援セ 40 人 48 人
一般就労者数のうち、 障害者就業・生活

ンタ ー ヘの誘導者数 支援センタ ーの支援を受けた者の数

福祉施設利用者のうち公共職業安定 132 人 159 人
一般就労者数のうち、 公共職業安定所の

所の支援を受け就職する者の数 支援を受け就職した者の数
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(4)発達障害者・発達障害児に対する支援に関する活動指標

発達障害のある人・発達障害のある子どもが可能な限り身近な場所において必要

な支援を受けられるよう、 次のとおり発達障害のある人・発達障害のある子ともに

対する支援に関する事業の見込量を定めます。

項目
令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

実績 見込 見込 見込

発達障害者支援地域協議会の開催回数 1回 1回 1回 1回

発達障害者支援センタ ーによる相談支
8,203件 8,210件 8,210件 8,210件

援件数

発達障害者支援センタ ー の関係機関へ
1,545件 1,550件 1,550件 1,550件

の助言件数

発達障害者地域支援マネジャ ー の関係
102件 105件 105件 105件

機関への助言件数

発達障害者支援センタ ー及び発達障害
者地域支援マネジャ ー の外部機関や地 156件 161件 166件 171件
域住民への研修、 啓発件数

ペアレントトレー ニングやペアレント
プログラム等の支援プログラム等の受 64人 65人 65人 65人

講者数（保護者）

ペアレントメンタ ー の人数 70人 80人 90人 90人

(5)医療的ケア児に対する支援に関する活動指標

医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、次のとおり医療的ケア

児等に関するコ ー ディネ ー タ ー の配置人数に係る見込量を定めます。

項目
令和4年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

実績 見込 見込 見込

医療的ケア児等の支援を総合調整する
1人 1人 1人 1人

コ ーディネータ ー の配置人数

医療的ケア児に対する関連分野の支援
を調整するコ ー ディネータ ー の配置人 49人 60人 66人 74人
数
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第 2章 その他の数値目標I

第1章の数値目標の他に、障害者施策を効果的に推進するため、 これまでの実績を

踏まえ、 以下の目標を設定します。

No. 項目
令和5年度 令和11年度

実績 目標

1 パラスポー ツ指導員養成者数 647人 705人

2 県障害者スポー ツ大会参加者数 693人
1,200人

（令和14年度）

3 身体障害者補助犬延べ給付頭数（盲導犬等） 92頭 105頭

4 いしかわ支え合い駐車場登録駐車区画数 1,363区画 1,580区画

5 手話通訳者登録数 109人 135人

6 公益的建築物のバリアフリ ー化率 74% 80% 

7 障害者に配慮した信号機（※）の整備 70% 100% 

所蔵冊数
3,753冊

5,000冊
(R4年度）

県立図書館のアクセシブルな書籍等

年間貸出冊数
2,949冊

3,300冊
CR4年度）

所蔵冊数
25,618冊

27,700冊
(R4年度）

点字図書館のアクセシブルな書籍等

年間貸出冊数
44,261冊

52,100冊
CR4年度）

10 サピエ会員（個人会員）の登録者数
169人

233人
CR4年度）

※歩車分離、 高齢者感応、 歩行者感応、 視覚障害者付加装置、 音響式視覚障害者誘導装置、LED灯
器を交通環境に応じて整備した信号機
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参者資料

石川県障害者アンケ ー ト調査結果I

|1 調査の概要

(1)調査時期

令和4年9月～1 0月

(2)調査対象

県内に居住する障害者を「身体障害」「知的障害」「精神障害」の種類別に区分し、

市町ごとに5％を無作為抽出

身体障害・ ・ ・身体障害者手帳所持者

知的障害・ ・ ・療育手帳所持者

精神障害・ ・ ・精神通院公費負担対象者及び精神科病院入院者

(3)調査方法

郵送による配付と回収（無記名による）

なお、 施設入所者、 病院入院者については、 当該施設等に送付し、 配付を依頼

(4)標本数・回収実績

区 I
.7.J 

ヽ 配布数（人） 有効回収数（人） 有効回答率

身体障害 2,039人 1,054人 51.7% 

知的障害 486人 266人 54.7% 

精神障害 1,033人 450人 43.6% 

今

計 3,558人 ※1,661人 46.7% Eコ

※障害区分の重複があるため、 有効回収数の区分ごとの計と合計は 一致しない。
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2 調査結果① （生活関係抜粋）

(1) 現在の生活場所

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

身体障害 76.7 7.6 

知的障害 66.2 8.3 0.4 7.5 12.8 1.9 

3.0 

精神障害 64.0 17.6 

■持ち家 ■ 借家·アパー ト 公営住宅 グループホーム ■ 入所施設 ■ その他 無回答

3障害いずれも「持ち家」が最も多く、 次いで「借家・アパ ー ト」と「入所施設

」が多くなっている。

(2)将来、 希望する生活場所

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

身体障害 70.7 3.4 2.l 13.5 2.6 4.7 

.8 

知的障害 42.9 6.4 15.0 18.8 5.3 11.3 

0.4 

精神障害 55.3 17.3 5.8 4」0 4.9 2.0 

■ 持ち家 ■ 借家·アパー ト 公営住宅 グループホーム ■ 入所施設 ■ その他 無回答

(1) の「現在の生活場所」と比較して、 3 障害いずれも「持ち家」「借家・アパー

ト」の割合が減少し、 「入所施設」の割合が増加している。特に、 知的障害の変化が顕著で

あり、 「持ち家」が66.2％から42.9％に減少しているのに対し、 「グルー プホーム」が

7.5％から15.0%、 「入所施設」が12.8％から18.8％へと割合が増加している。
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(3) 同居者
゜20 

配偶者

父母
, 37. 1 

子ども LL.3_ 2つコ

15.6 

祖父母 h屯 12.0

兄弟姉妹
＇ 4.5 

30.8 

孫「i.1

グループホーム
で生活

入所・入院中

その他

いない

40 60 so I 生活場所における同居者を複数回答で尋ね
so.6 Iた。

身体障害は「配偶者」が50.6％と最も多く
64.7 I、 「子ども」が32. 3%、 「父母」が1 3.2％の

順となっている。
知的障害は「父母」が64.7％と最も多く、
「兄弟姉妹」が30.8%、 「祖父母」が12.0%

の順となっている。 「配偶者」や「子ども」は
他と比較して低い割合になっている。

精神障害は「父母」が 37. 1％と最も多く、
次いで「配偶者」が26.2％となっている。 「
同居者がいない」 （一人暮らし）が22.7％と
、他と比較して高い割合となっている。

22.7 

■身体障害 ■知的障害 ■精神障害

(4) 日常生活での支援の必要性

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

身体障害 56.3 39.6 4.1 

知的障害 75.6 19.9 4.5 

精神障害 51.6 44.2 4.2 

■ 支援は必要 ■ 支援は必要ない 無回答

「支援は必要」と回答したのは、身体障害が56. 3%、知的障害が75.6%、精神障害が
5 1.6％となっており、知的障害が最も割合が高くなっている。
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(5)日常生活で必要な支援の内容

入浴

食事

トイレ、
着替えなど

掃除、買物など

外出

その他

0 20 40 60 80 100 

53.2 
52.2 

40.4 
44.3 

■ 身体障害 ■ 知的障害 ■ 精神障害

日常生活を送る上で必要な支援の内容を

複数回答で尋ねた。

「掃除、 買い物など」や「外出」に対する

支援の割合が高くなっているが、用意した選

択肢すべてにおいて多くの回答が見られる。

障害別では、入浴やトイレ、着替えなどの

身体的な介助は、身体障害と知的障害で必要

性が高く、精神障害は低くなっている。掃除

や買物、外出に対する支援は、 知的障害で必

要性が高くなっている。

(6) 主に支援している人

゜20 40 60 80 

配偶者

父母
36.6 

子ども .i·s 
2 7.6 

5.6 

祖父母 h .
. 
9
5

7.o 

• 
.1 

兄弟姉妹 12.4 
10.8 

C 
3.9 

友人 1.5 
4.3 

ホームヘルパー

63.2 

施設職員

看護師

その他

支援が必要であると回答した人を対象に、

主に支援している人を複数回答で尋ねた。

身体障害は「配偶者」が32.7％と最も多

く、 「施設職員」が28.1%、 「子ども」が

27.6％の順となっている。

知的障害は「父母」が63.2％と全体の中

で最も多く、 「施設職員」が40.3%、 「兄

弟姉妹Jが12.4％の順となっている。

精神障害は「父母」が36.6％と最も多く

、「配偶者」が18.5%、「施設職員」が18.1%

の順となっている。

40.3 

■ 身体障害 ■ 知的障害 ■ 精神障害
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1 調査結果② （スポーツ、文化 ・ 芸術関係抜粋） I 
(1)過去1年間にスポーツ活動を行ったか

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

身体障害 45.7 48.9 5.4 

知的障害 53.8 42.1 4.1 

精神障害 53.6 44.0 2.4 

■スポーツをした ■していない 無回答

過去1年間にスポーツ活動を行ったと回答した割合は、 5年前の調査と比較すると、身体

障害(50.9％→45.7%)、 知的障害(65.0％→53.8%)、 精神障害(62.8％→53.6%)

といずれも減少しているが、 新型コロナ禍であることが影響していると思われる。

平成29年度調査

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

身体障害 50.9 44.6 4.5 

知的障害 65.0 31.3 3.7 

精神障害 62.8 33.5 3.7 

■スポーツをした ■していない 無回答
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(2)過去1年間に行ったスポーツ活動

゜ 10 20 

......コ1

陸上競技

水泳 14.7 

卓球

アーチェリー 8o:
:
8 o 

フライング H 8 
.2

3 5 
ディスク
野球・

ソフトボール
バスケット

ボール

テニス

スキー

ボッチャ

サッカー

バレーボール

グラウンド・
ゴルフ

ボウリング L」可3.7

体操

11.9 

室内運動器具トー見4.9--,
12.4

14.1 
ウォーキング·

散歩

11つ

その他

30 40 

1_29.4 
34.0

:::::I 41.5 

■ 身体障害 ■ 知的障害 ■ 精神障害

so 60 70 

6 3.1 
8.Z 

66.0

過去1年間にスポー ツ活動を行ったと回答した人を対象に、その内容を複数回答で尋ね

た。 3障害共通して「ウォ ーキング・散歩」が最も多く、 次いで「体操」となっている。

知的障害は「水泳」が14.7%、 「ボウリング」が11.9%、 「サッカ ー」が6.3％と、

他と比較して高い割合となっている。
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(3) 過去 1 年間に文化芸術活動を行ったか

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

身体障害

知的障害

精神障害

31.9 57.1 

37.2 53.0 

42.0 52.4 

■文化芸術活動をした ■していない 無回答

11.0 

9.8 

5.6 

過去1年間に文化芸術活動を行ったと回答したのは、 身体障害が31.9%、 知的障害が

37.2%、 精神障害が42.0％となっており、 精神障害が最も高い割合となっている。

(4) 過去1年間に行った文化芸術活動

゜ 10 20 30 40 so 60 7o | 過去1年間に文化芸術活

動を行ったと回答した人を
絵画 32.6 

1 対象に、 その内容を複数回

答で尋ねた。 3障害共通し
音楽 57.6 て「音楽」が最も多く、 「

絵画」が続く。

演劇 26.1 
知的障害は「演劇」 が

26.1%、 「書道」が20.7%

と、 他と比較して高い割合
手芸 10.9 

となっている。 精神障害は21.2 

「手芸」21.2%、 「詩・作
書道 20.7 文」が13.0％と、 高い割合

となっている。
··い．8

陶芸

詩・作文
13.0 

その他 1 
r 17.1 

16.3 

16.3 

■ 身体障害 ■ 知的障害 ■ 精神障害
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調査結果③ （収入・就労関係抜粋）

(1) 主な収入の内容

゜ 20 

一 1qi;

就労収入

年金
L—

特別児童 ら 14 3 
扶養手当

特詈□門暑者

＇u2.8 

し 0.9 
仕送り 1.1 

3.1 

家賃などの I 2.s 

不動産収入
゜．o

I 1.6 

その他 、］図
13.8 

40 60 80 100 

80.0 

■身体障害 ■知的障害 ■精神障害

(2)就労の有無

どのような収入があるかを複数回答で

尋ねた。

3障害共通して「年金」が最も多く、 次

いで「就労収入」が多い。 知的障害は「特

別児童扶養手当」の割合が多い。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

身体障害 24.2 

知的障害

精神障害

72.3 

42.9 54.9 

35.6 62.9 

■働いている ■働いていない 無回答

3.5 

2.3 

1.6 

就労の有無について、 身体障害が24.2%、 知的障害が42.9%、 精神障害が35.6%「働

いている」と回答しており、 知的障害の割合が最も高い。
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(3) 就労先

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

身体障害 26.3 43.9 4.7 

知的障害 4.4 24.6 58.8 

;0 

精神障害 6.9 50.0 6.3 26.9 

■ 自営 ■ 会社 官公庁 就労支援事業所 ■ その他 無回答

働いていると回答した人を対象に、 その就労先を尋ねた。身体障害は「会社」が43.9％と

最も多く、 次いで「自営」が26.3％となっている。 知的障害は「就労支援事業所」が58.8

％と、 他と比較して最も高い割合となっている。精神障害は「会社」50.0％に次いで、 「就

労支援事業所」が26.9％となっている。

5年前の調査と比較すると、 精神障害で「会社」の割合が大きく増加（36.3％→50.0%)

している。

平成29年度調査

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

身体障害 34.4 42.2 

知的障害1.8 24.1 ゜ 63.4 I 10.7 

精神障害 11.5 36.3 7.6 31.4 

■ 自営 ■ 会社 官公庁 就労支援事業所 ■ その他
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(4) 働いていない理由

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

身体障害 4.9 17.1 17.5 2.8 44 .4 

知的障害 6.2 30.8 8.2
| 

5.! 3.4 以．2 11.0 

二' ゜

精神障害 7.8 3.9 10.2 38.5 

|

12.11 12.0 I u s.3 

■ 働く場所がないため ■ 通勤が困難なため 障害が重度のため

病気のため ■ 自分に合う仕事が無いため ■ 高齢のため

■ 収入が十分にあるため ■ その他 無回答

働いていないと回答した人を対象に、 働いていない理由を尋ねた。 身体障害は「高齢の

ため」が44.4％と 多い理由になっている。 知的障害は「その他」が34.2%、 「障害が重度

のため」30.8％が多い理由になっている。 精神障害は「病気のため」が38.5％と最も多い

理由となっている。
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1 調査結果④ （悩み ・ 不安関係抜粋） I 
(1) 悩みや不安の有無

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

身体障害 44.4 

知的障害 38.7 

精神障害 70.0 

■ ある ■ ない

28.8 

22.6 

分からない 無回答

18.0 

33 .5 

14.7 

8.7 

5.3 

12.0 3.3 

悩みや不安があると回答したのは、 身体障害が44.4%、 知的障害が38.7%、 精神障害

が 70.0％となっており、 精神障害の割合が最も高い。 5年前の調査と比較して、 3障害

いずれも悩みや不安があると回答した人の割合が減少（身体障害：64.4％→44.4%、 知

的障害：58.0％→38.7%、 精神障害：75.4％→70.0%)している。

注）本年調査では「分からない」が選択肢として追加されているため、 正確な比較はでき

ない。

平成29年度調査

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

身体障害 64.4 27.3 8.3 

知的障害 58.0 30.9 11.1 

精神障害 75.4 15.9 8.7 

■ ある ■ ない 無回答
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(2) 障害に対する周囲の理解度

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

身体障害 24.2 21.8 5.0 40.0 8.9 

知的障害 16.2 25.9 10.9 39.8 7.1 

精神障害 19.3 26 .4 14.0 36.2 4.0 

■ 進んでいる ■ 進んでいるが不十分 まったく進んでいない 分からない 無回答

障害に対する周囲の理解が進んでいるかを尋ねた。 「進んでいる」と回答したのは、

身体障害が24.2%、 知的障害が16.2%、 精神障害が19.3％となっており、 5年前の調

査と比較して、 知的障害（12.8％→16.2%)と精神障害（16.1％→19.3%)で微増して

いる。

平成29年度調査

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

身体障害 24.6 21.6 6.3 38 .4 9.2 

知的障害 12.8 35 .4 10.3 31.7 9.9 

精神障害 16.1 24.6 11.1 39.1 9.1 

■ 進んでいる ■ 進んでいるが不十分 まったく進んでいない 分からない 無回答
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1用語の解説

◇|CT (Information and Communication Technology)
情報通信技術のこと。コンピュ ータを利用しで情報の処理を効率化する技術全般

を指す。

◇アスペルガー症候群
他人との社会的関係の形成に困難があり、興昧関心が狭く特定のものにこだわる

等の特徴があるが、言語や認知の発達に遅れがみられないもの。

◇石川県エ賃向上計画
就労継続支援B型事業所等のエ賃向上を目指し、障害者の就労による自立や生活

の向上を図るための基本的方向を定めた計画。

◇インクルーシブ教育システム
障害の有無に関係なく、全ての子ともを対象として、学校や地域社会が個皮の子

どものニ ー ズに対応して行う教育。

◇NICU (Neonatal Intensive Care Unit)
早産や低体重、先天性の 障害などにより集中治療を必要とする新生児のために、

必要な設備と医療スタッフを備えた集中治療室。

◇LLブンク
スウェ ー デン語で「やさしく読みやすい本」という意味の略語で、難しい漠字や

長い文章を使わない、抽象的な表現を避ける、写真やイラスト、絵記号（ピクトグ
ラム）を使うなと、内容を理解しやすくするための工夫がされている本。

◇学習障害CL D)
全般的な知的発達に遅れはないが、読む、書く、計算するなどの特定の能力を学

んだり、行ったりすることに著しい困難がある状態。

◇教育支援計画
福祉、医療、労働等の関係機関との連携を図りつつ、長期的視点で乳幼児期から

学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支援を行うために、障害のある児童
生徒一人ひとりについて作成した計画。
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◇強度行動障害

生活環境への著しい不適応状態で、 激しい不安、 興奮、 混乱なとを示し、 結果的

に自傷、 他害、 多動、 異食、 固執なとの行動が日常生活の中で高い頻度と程度で出

現するため、 現在の環境での対応に著しい困難がある状態。

◇合理的配慮

障害のある人から、 何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、 負担にな

り過ぎない範囲で、 配慮を行うこと。

◇心のバ リアフリー

様皮な心身の特性や者え方を持つすべての人閃が、相互に理解を深めようとコミ

ュニケ ー ションをとり、 支え合うこと。

◇サー ビス管理責任者・児童発達支援管理責任者

障害者総合支援法に茎づく障害福祉サー ビス（訪問系サー ビスを除く）及び児童

福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児入所支援を実施する事業者の指定に係

る人員配置基準において、 事業所ごとに必す配置することとされている者。

個閃の利用者についてのアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価（モ

ニタリング） などの一連のサー ビス提供プロセス全般に関する責任を担う。

◇サピエ

視覚に障害のある人及び視覚による表現の認識に障害のある人に対して、インタ
ーネットにより、 点字・デイジ ー 図書のデ ータをはじめ、 暮らしに密着した地域・

生活情報など様閃な情報を提供するネットワ ー ク。

◇周産期医療

妊娠満22週から生後1週間未満の期間を周産期といい、 母体、胎児や新生児の

生命に関わる事態が発生する可能性があることから、 この時期に、 母体、胎児、 新

生児を総合的に管理するために提供される医療のこと。

◇障害者雇用支援アドバイザー

企業等を訪問し、障害者の職業能力への理解不足、受け入れの際の不安等に対し、

個閃の企業に応じた情報提供や助言を行う者。

◇身体障害者更生相談所

身体障害者福祉法第11条に基づき、 身体障害のある人の医学的、 心理学的及び

職能的判定を行うなど、 身体障害者の福祉に関する業務を行う機関。
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◇自閉症

次の3つの特徴があり、 3歳までには伺らかの症状がみられる。

• 他人との社会的関係の形成に困難があること

・ 言葉の発達に遅れがあること

・ 興昧や関心が狭く特定のものにこだわる

最近では、「自閉症、 アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害」 をまとめて

「自閉スペクトラム症」と呼ぶことが多くなっている（スペクトラムとは「連続体」

の意昧）。

◇重症心身障害

重度の肢体不自由と璽度の知的障害が璽複した状態のこと。

◇成年後見制度

認知症、 知的障害、 精神障害などの理由で、 判断能力が不十分な成年者が財産を

管理したり、 福祉サ ー ビスの契約を結んだりすることが困難な場合、 裁判所が選任

する成年後見人などが、 代理で契約を行うなとにより、 本人を保護・支援をするた

めの制度。

◇自立支援協議会

地域における障害者等への支援体制に関する課題についで情報を共有し、地域の

実情に応じた体制の整備について協議を行うため、 喋・市町が設置する、 地域の関

係機関で構成される協議会。

◇新生児マススクリーニング検盃

先天的な病気を早期発見するために、 新生児に対して行われる検査。

◇生活不活発病

災害等をきっかけとして生活が不活発になり、 心身機能の低下が生じること。い

ったん発症すると、 心身機能の低下により、 さらに生活が不活発になり症状が進ん

でいく悪循環に陥りやすくなる。

◇相談支援専門員

県または市町村の指定を受けて相談支援事業を行う事業者が、事業所に必す配置

することとされている者。生活全般にかかわる相談・情報提供やサ ー ビスなどの利

用計画の作成、 モニタリング、 関係機関との連絡・調整なとの業務を担う。
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◇地域包括ケアシステム

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、

住まい・医療・介護・予防•生活支援が一体的に提供される体制。

◇知的障害者更生相談所

知的障害者福祉法第12条に基づき、 知的障害者の医学的、心理学的及び職能的

判定を行うなど、 知的障害者の福祉に関する業務を行う機関。

◇注意欠陥多動性障害( ADHD)

注意持続の欠如もしくは、その子どもの年齢や発達レベルに見合わない多動性や

衝動性、 あるいはその両方が特徴。

◇通級指導

小学校、 中学校、 高等学校等で通常の学級に在籍し、 通常の学級での学習におお

むね参加でき、 一部特別な指導を必要とする児童•生徒に対して、 各教科等の指導

は通常の学級で行いながら、 障害に応じた特別の指導を行う教育の形態。

◇デイジー(DAISY)

Digital Accessible Information Systemの略で、「アクセジブルな情報ジステ

ム」と訳されるデジタル録音図書の国際標準規格。検索性と長時間録音に優れてお

り、 専用の再生機または専用の再生ソフトを用いて利用する。

◇デフリンピック競技大会

4年に一度行われる、聴覚に障害のある人の国際スポー ツ大会で、 夏季、 冬季の

両大会が開催されている。第25回夏季大会である東京2025デフリンピックは、

令和7年11月に東京都、 福島県（サッカ ー）、 静岡県（自転車競技） で実施され

る。

◇内部障害

身体障害のうち、 心臓、 腎臓、 呼吸器、 ぼうこう、 直腸、 小腸、 免疫及び肝臓の

機能障害

◇ノンステップバス

誰でも乗降しやすいように、床を低くして乗降口の階段を極力なくしたバス。 乗

降時に車体を1頃けて車高を下げることにより、路面との高低差を緩和するニ ーリン

グ機能を備えているものもある。
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◇ピアサポー ト

障害のある人が自らの経験に基づき、 他の障害のある人からの相談に応じ、 支援

を行うこと。

◇福祉避難所

高齢者や障害者など、 一般の避難所では生活に支障をきたす要配慮者に対して、

特別の配慮がなされた避難所。

◇ボッチャ

ジャックボール（目標球）と呼ばれる白いボールに、 対戦する両者がそれぞれ赤

と青の6球を投げ合い、 自球をいかに近づけるかを競うスポー ツ。 パラリンピッ

クの正式種目となっている。

◇法定雇用率

「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、 民間企業、 国、 地方公共団体

において、 達成しなければならないとされている従業員に占める障害者の割合。

◇盲ろう

視覚と聴覚の両方に障害があること。 盲ろう者は、 意思疎通、 移動、 情報の取得

に大きな困難を抱えていることから、その支援には専門性の高い特別なコミュニケ
ー ション技術が求められる。

◇コニバーサルデザインの街づくり

障害の有無、年齢、性別等にかかわらす多様な人閃が利用しやすいよう都市や生

活環境を整備するという考え方に基づき行われる、全ての人が薯らしやすい社会の

実現を図るための取り組み。
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0策定委員

石川県障害者施策推進協議会委員(1 9名）

区 分 役 職 名

石川県医師会長

石川県社会福祉協議会専務理事

石川県婦人団体協議会長

石川県民生委員児童委員協議会連合会劉会長

学識経験のある
石川県立看護大学教授

者(9名）

金沢医科大学教授

金沢市福祉健康局長

石川県立いしかわ特別支援学校教頭

公募委員

石川県身体障害者団体連合会長

石川県肢体障害者福祉協会長

石川県視覚障害者協会理事長

障害者団体
石川県聴覚障害者協会業務執行理事

(7名）

石川県手をつなぐ育成会長

石川県精神保健福祉家族会連合会常務理事

石川県OPLL友の会顧問

石川県知的障害者福祉協会理事

（社会福祉法人松原愛育会理事長）
障害者福祉に関

障害福祉施設部会
する事業に従事

（社会福祉法人南陽園副理事長）
する者(3名）

日本精神科病院協会石川県支部長

（医療法人社団青樹会青和病院院長）
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0策定経過

令和5年11月29日 令和5年度第 1回石川県障害者施策推進協議会

•いしかわ障害者プラン2024の骨子案について

令和7年1月1 4日 令和6年度第1回石川県障害者施策推進協議会

•いしかわ障害者プラン2024（素案）について

令和7年2月1 4日～3月1 3日 パブリックコメントの実施
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令和6年度 石川県障害者ア ー トレンタル事業～ア ー トレンタルいしかわ～ 作品

表紙

A 『フラッシュ』 表正樹（ピアサポートいしびき）

B 『LOVE ENERGY』 表正樹（ピアサポートいしびき）

C 『あふれでるコトバ』 中野祐介（グロ ー ブル千木）

D 『クじら』 西田 ＊ 隆星

E 『きょうりゅうアニメ』 西田＊隆星

F 『色のある世界』 山崎慶功（ワ ークショップオアシス）

G 『福ろう』 ひろし（聖ヨゼフ苑作業所）

ロ
ロ
ロ
ロ

ロ

□
ロ

□]

□

口

H 『Sun Flowers』 YOSHIYUKI SOHAMA（けやき野苑） く表表紙＞

『つづみ門』 YOSHIYUKI SOHAMA（けやき野苑）

J 『野生の王国』 中山佳子（けやき野苑）

裏表紙

k 『公園にて』 中山佳子（けやき野苑）

L 『金沢城』 コマトク中2Aチ ー ム（石川票立小松特別支援学校）

M 『兼六園』 コマトク中2Bチ ー ム（石川県立小松特別支援学校）

N 『生まれる』 宮谷和佳（リワ ークスクールカラフル金沢）

0 『花』 坂野礼佳（内灘町手をつなく‘育成会）

P 『春のリンゴ』 野村和美（内灘町手をつなぐ育成会）

Q 『オレンジの葉っば』 橋本侑磨（金沢大学付属特別支援学校）

R 『カラフルひまわり』 勝田健吾（金沢大学付属特別支援学校）

S 『夢と希望の本性』 村田久幸（石川県立七尾特別支援学校）

T 『我閃我』 中橋 ひまり（石川県立明和特別支援学校）

ロ

ロ
ロ

□

ロ

ロ

ロ

ロ

□

ロ

＜裏表紙＞



いしかわ障害者プラン2024

石川県健康福祉部障害保健福祉課

〒920-8580石川県金沢市鞍月1丁目1番地
TEL 0了6-225-1428 

FAX 076-225 -1429 
E-MAIL: syofuku2@ pref. ish i kawa.l g.j p 
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